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今月の今月の視視点点

今後の山口県での病院リハビリテーション

理事　吉水　一郎

はじめに
　山口県は、全国平均を上回る速度で人口減少と
高齢化が進行しており、2023 年時点での高齢化
率は約 35.3%（全国 6 位）に達している。この
数字は単なる統計上の記録ではなく、医療現場に
おいては「フレイル、サルコペニアを合併した救
急患者の急増」と「退院後の介護力の脆弱化」と
いう具体的な困難として現れている。
　特に岩国・柳井、萩・長門、周南といった二次
医療圏では、限られた医療資源の偏在が顕著であ
り、特定の病床機能に過度な負担がかからないよ
うな効率的な運用が求められている。このような
状況下で、病院リハビリテーションの役割は、単
なる機能回復のための訓練から、「地域医療を持
続させるための基盤機能」へと変わりつつある。
山口県の地域特性に即した病院でのリハビリテー
ション医療のあり方について述べる。

１．病院リハビリテーションの再定義と質の追求
　現代のリハビリテーション医療において、最も
重視されているのは「医療の質」と「アウトカム」
の相関である。かつてのように「提供した単位
数」という量的な評価だけでなく、リハビリテー
ション介入が医療全体に対してどのような貢献を
したかが問われる時代となっている。
　具体的には、以下の 3 つの価値がリハビリテー
ションの本質として定義される。
・合併症の予防と早期離床： 入院直後からの介入

が、廃用症候群やせん妄をどれだけ防いだか。
・在院日数の適正化： 適切な機能回復プロセスに

より、スムーズな病床回転を実現できているか。
・生活継続性の担保： 病院内での数値改善にとど

まらず、住み慣れた地域での生活維持に寄与し
ているか。

　山口県のように医療圏間の移動が容易でない地
域では、一つの病院内で完結するモデルではなく、
地域全体を見据えたシームレスなリハビリテー
ション提供体制が不可欠である。

２．急性期病棟：悪化を防ぎ、転帰を改善する医療
2.1 超早期介入による廃用症候群の阻止
　山口県の急性期病棟には、高齢者の救急搬送が
絶えない。こうした患者が治療のために長期間の
安静を強いられると、わずか数日で筋力や嚥下機
能が著しく低下し、原疾患が治癒しても「歩けな
い」「食べられない」状態で転帰を促されるケー
スが多い。
　急性期リハビリテーションは、今や「回復のた
め」ではなく、「悪化を防ぐための医療」として
位置づけられる。超早期からの多職種連携（医師、
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）
による介入は、在院日数の延長を防ぐだけでなく、
患者が元の生活環境に戻れる可能性を広げる。
2.2 地域環境を考慮した退院支援
　県内の中山間地域や離島部では、退院後にリハ
ビリテーション資源にアクセスすることが物理的
に困難な場合が多い。そのため、急性期病棟の段
階から、患者の居住環境（段差、介助者の有無、
家事動線）を詳細に把握し、短期間の関与であっ
ても、退院後の生活に直結するプログラムを組む
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ことが重要となる。

３．回復期リハビリテーション：在宅復帰の質的
向上
3.1「在宅生活の成立」をゴールとする
　回復期リハビリテーション病棟の評価指標とし
て FIM（機能的自立度評価）の改善度は重要であ
るが、それが必ずしも在宅生活の継続を保証する
わけではない。特に独居高齢者や老老介護世帯が
急増している山口県では、病院内でリハビリテー
ションを完結させるのではなく、生活を再構築す
るプロセスとして考える必要がある。

４．地域包括ケア病棟と医療療養病棟の意義
4.1 調整機能としての地域包括ケア病棟
　山口県における地域包括ケア病棟は、急性期
と生活期をつなぐハブとして機能している。ここ
でのリハビリテーションは、住宅環境や介護保険
サービスとの調整を前提とした「橋渡し」の性格
が強い。多職種による生活環境評価を基盤とした
リハビリテーション計画を立てることが重要とな
る。
4.2 慢性期医療における価値の再定義
　慢性期病床（医療療養病棟）におけるリハビリ
テーションは、劇的な改善を目指すものではない。
しかし、関節拘縮の防止や褥瘡の進行抑制、呼吸・
嚥下機能の維持は、患者の尊厳を保持し、合併症
による急性期病床への逆戻りを防ぐという明確な
医療的価値を有している。維持・悪化防止という
視点での評価は、山口県のような高齢化先進地域
においては、正当に評価されるべきと考えられる。

５．山口県におけるリハビリテーション技術の進化
　県内の医療機関では、広大な県土と専門職不足
という地理的・社会的制約を克服するため、最新
のテクノロジー導入が進んでいる。
5.1 ロボティクスと神経リハビリテーション
　脳血管疾患等の重症患者に対し、離床を支援
する自動起立ロボットや、患者の意図を感知する
BMI（ブレインマシンインターフェイス）の導入
が進んでいる。これらは、従来の徒手的な介入で
は到達できなかったレベルの神経回路再構築を支

援しており、機能回復の限界を押し広げている。
5.2「山口モデル」遠隔リハビリテーションの展開
　心疾患や呼吸器疾患の患者に対し、退院後に
ウェアラブル端末を装着してもらい、病院の専門
チームが遠隔で監視・指導を行う取り組みが注目
されている。
　この「山口モデル」は、通院負担を大幅に軽減
し、再入院率の低下に寄与している。広域な県土
を持つ本県にとって、ICT を活用した遠隔リハビ
リは、医療の格差是正に直結する。
5.3VR/AR による環境シミュレーション
　VR（仮想現実）や AR（拡張現実）を用いたリ
ハビリテーションは、病院内にいながら自宅や公
共交通機関の利用を擬似体験することを可能にす
る。特に神経変性疾患における歩行障害（すくみ
足等）に対し、AR による視覚誘導を用いる手法は、
患者の QOL 向上に大きく貢献している。

おわりに
　今後の病院リハビリテーションは、病棟の壁を
越え、地域という広域なフィールドでその価値を
発揮しなければならない。山口県のような人口減
少地域において、リハビリテーションは単なる訓
練プログラムではなく、住み慣れた土地で最期ま
で自分らしく生きるための「地域を支える基盤医
療」そのものである。
　急性期から慢性期まで、一貫してリハビリテー
ション医療を提供できることが、持続可能な地域
医療の実現へと繋がると考えられる。

参考資料
1. 山口県：「第 8 次山口県保健医療計画」
2. 山口県：「山口県地域医療構想」
3. 日本リハビリテーション医学会：「リハビリテー

ション医療の将来展望」
4. 日本慢性期医療協会：「療養病棟におけるリハ

ビリテーションの在り方に関する提言」
5. 日本医師会：「地域包括ケアシステムとリハビ

リテーションの連携に関する報告」
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　夏季特集号「緑陰随筆」　夏季特集号「緑陰随筆」

原原 稿稿
◆原稿の種類◆

①随筆、エッセイ、紀行、詩
（一編 5,000 字以内を目安に、お一人 1作品まで

( 写真も掲載可能です )）
②短歌・川柳・俳句
③絵、イラスト（コメントもお願いします）
④写真（コメントもお願いします）

◆提出方法・締切日◆
　できる限りデータ（下記①又は②）でのご提出をお願い
いたします。

　作成方法により締切日が異なりますので、ご注意くださ
い。なお、締切日以降に提出された原稿は掲載できません
のでご注意願います。

①データ（e-mail）	 締切：令和 8年 6月 19日
②データ（USB/CD-R の郵送） 　締切：令和 8年 6月 19日
③手書き原稿の郵送	 	  締切：令和 8年 6月 10日
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募募 集集
◆送付先◆

e-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp
※ e-mail で送信される際は、原稿と写真の容量が 10MBを
超える場合は、分割して送信をお願いいたします。

郵送先：
〒 753-0814 山口市吉敷下東三丁目 1番 1号
  山口県医師会事務局 会報編集係

◆備考◆
①未発表の原稿に限ります。
②写真や画像の使用については、必ず著作権や版権等にご注意ください。
　☆第三者が著作権や版権等の権利を有している写真や画像は掲載できません。
③投稿された方には掲載号を 3部謹呈します。
④医師会報は本会ホームページにも PDF 版として掲載いたします。
⑤レイアウト（ページ、写真の位置等）につきましては、編集の都合上、ご希望に沿
えない場合があります。
⑥原則として、会報の趣旨に沿った原稿は掲載させていただきます。ただし、編集上
の都合により表現の修正等をお願いする場合があります。
　※公序良俗に反するもの、誹謗中傷するもの、政治・宗教に関するものは掲載でき
ません。
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令和 7 年度 日本医師会母子保健講習会令和 7 年度 日本医師会母子保健講習会
と　き　令和 8 年 2 月 8 日（日）12：30 ～ 16：00と　き　令和 8 年 2 月 8 日（日）12：30 ～ 16：00

ところ　日本医師会 大講堂ところ　日本医師会 大講堂

[ 報告：常任理事　河村　一郎 ]

　標記講習会が日本医師会の渡辺弘司 常任理事
の司会により開催され、日本医師会の松本吉郎 
会長の挨拶の後、シンポジウムが行われた。

シンポジウム
テーマ「プレコンセプションケアを考える」
座長：日本医師会常任理事	 渡辺　弘司
　　　日本医師会母子保健検討委員会副委員長　

三牧　正和
１．プレコンセプションケアについて
国立成育医療研究センター女性総合診療センター

女性内科診療部長　荒田　尚子
　プレコンセプションケアとは、2006 年に米国
疾病管理予防センターにて、「女性の健康と妊娠
転帰に対する医学的・行動的・社会的リスクを、
予防と管理を通じて特定・修正することを目的と
した一連の介入」と定義された。妊娠前からの生
活習慣や病気が「妊娠・出産・赤ちゃんの健康」
に影響する。例えば、風しん、サリドマイドなど
の感染症・薬剤、肥満や痩せ、タバコ、アルコー
ル、葉酸摂取の不足による神経管閉鎖障害、糖尿
病・甲状腺機能異常・高血圧症など妊娠前から
の医学的に問題となる状態もある。日本では周産
期死亡率、妊産婦死亡率は世界に比べて低いが、
プレコンセプションケアについては遅れている。
2022 年の平均寿命は男性 81 歳、女性 87 歳で
あるが、健康寿命はそれぞれ 73 歳、75 歳で病
気を抱えて生きる期間が長い。女性は 90 歳まで
2人に一人、95歳まで4人に一人が生存している。
健康な赤ちゃんを産むには妊娠前から介入し、次
の世代のリスクを減らすことが重要である。
　日本では、①若い女性の栄養の問題、②若者の
ヘルスリテラシーが低い、③妊娠リスクの上がっ
ている女性が増加しているという問題があるので

プレコンセプションケアが必要である。①では、
1995 年以降、BMI が 18.5 未満の割合が 20％を
超えている。それによって赤ちゃんの出生体重が
親世代から平均 180 ～ 190g 減少しており、早
産も増えている。肥満も将来の糖尿病、高血圧、
脂質異常、脳・心血管疾患、ロコモティブシン
ドロームなどがあり、問題である。②では、月経
にまつわる諸健康問題、HPV ワクチン接種が進
まない、ワクチン接種率・がん検診率が低い、女
性の健康は女性自身で守る意識の低さ（特に避妊
や性感染症に対して、妊娠前・妊娠中・産後の女
性の高喫煙率）などがある。③では、肥満や痩せ
の増加、小児期・AYA 世代までに病気になった
女性や低出生体重で生まれた女性が生殖可能年齢
に成長したことから生活習慣病や慢性疾患を持つ
女性が増加、不妊治療、晩婚化から出産年齢の高
年齢化などがあり、妊娠リスクが上がっている。
30 歳代の女性の高血圧は 3.3%、糖尿病の可能性
は 4.4% ある。
　日本では成育基本法が成立し、2021 年の成育
医療等基本方針の中に「女性やカップルに将来
の妊娠のための健康を提供すること（狭義のプレ
コンセプションケア）」が始まり、2023 年の日
本医学会で、メタボ、フレイル・ロコモに加え、
若い世代の健康活動としてプレコンセプションケ
アが取り上げられ、2025 年 5 月 22 日、こども
家庭庁からプレコンセプションケア推進 5 か年
計画が立ち上げられた。本年 1 月からプレコン
サポーター養成講座が開講し、医療用相談対応
マニュアルの作成、プレコンノートというリーフ
レットの作成などを行っている。
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２. わが国における妊婦の栄養管理の歴史
　   2021 年新たな妊婦の体重増加指導の

目安策定までの変遷
浜松医科大学医学部特命研究教授　伊東　宏晃

　わが国の妊孕世代女性は痩せ願望が強い。
2017 年の調査では 20 歳代の女性の BMI は平均
20.6、30 歳 代 の 女 性 は 21.6、40 歳 代 は 22.3
と低い。2013 年の妊婦の摂取エネルギーの調査
では、妊娠中期では厚労省の推奨値から 30%、
妊娠末期では 37% 不足している。20 歳代、30
歳代の女性の摂取エネルギーは 1990 年代には
1,900kcal/day あ っ た の が、2000 年 代 に 入 り
1,600 ～ 1,700kcal/day に減少している。それに
伴い、低出生体重児の比率も 1980 年は 5.3% で
あったのが年々増加し、2011 年には 9.6% とな
り、他の先進国に比べ断トツに多い。妊娠前の母
体 BMI が低値であること、妊娠中の母体の体重
増加が少ないこと、母体の喫煙は SGA 児出生の
リスク因子とされている。
　母体環境は胎児発達に影響し出生後環境に適
応しやすいように児の体質を変化させるという
Predictive Adaptive Responses（PARs）仮説、想
定外の出生後の環境に適応不全を来す適応不全仮
説とあり、母体の低栄養は胎児の低栄養となり、
低出生体重児になり、低エネルギー環境への適応
をするのに省エネルギー体質の獲得をして適者生
存と過剰なエネルギー摂取による肥満・2 型糖尿
病などのハイリスク群に分かれる。例えば 2,500g
以下の低出生体重児では正常児の 2.38 倍、4,000g
以上の巨大児では 3.10 倍の 2 型糖尿病患者が発
生する。つまり肥満・痩せなど母体の環境因子（母
体栄養、母体合併症）が将来の健康・生活習慣病
発症のリスクとなる（Developmental Origins of 
Health and Disease：DOHaD 学説）。
　1981 年に日本産科婦人科学会は、妊娠中毒症
を発症した妊婦の治療として低エネルギー摂取を
推奨した。1999 年には妊娠中毒症予防に非妊時
の BMI が 18 未満の妊婦には 10 ～ 12kg、18 ～
24 の妊婦には 7 ～ 10kg、24 以上の妊婦には 5 ～
7kg の体重増加を推奨とした。ただ、それ以前か
ら出生体重の低下はあった。2019 年 8 月、妊娠
による生理的な体重増加値を下回っている可能性

が危惧されること、妊娠高血圧症候群の予防効
果を指示する新たなエビデンスに乏しいことから
推奨停止となった。2021 年 3 月、妊娠中の体重
増加指導の目安として、非妊時 BMI18.5 未満の
妊婦は 12 ～ 15kg、18.5 ～ 25 の妊婦は 10 ～
13kg、25 ～ 30 の 妊 婦 は 7 ～ 10kg、30 以 上
の妊婦は個別対応（上限 5kg）となった。
　出生体重の減少は最初の低エネルギー摂取推奨
以前からあり、それはテレビの普及、ミニスカー
トの流行、女性の痩せ願望がある。妊娠中の体
重増加の目安は上がったが、これだけで出生体重
の上昇はあまり戻らないと思われる。幼児・学童
期からの食育指導、中学・高校期の健康教育、成
人期でのプレコンセプションケア、インターコン
セプションケアが必要と考える。米国在住の日本
人も他国人に比べ、正期産児の出生体重、妊娠前
BMI が低く、妊娠中の体重増加が少ない。海外
も含めた日本人の生活様式の変容が必要である。

３. 女性の低体重／低栄養症候群（FUS）とは何か？
～プレコンセプションケアにおける位置づけ～
順天堂大学大学院スポーツ医学・スポートロジー／

代謝内分泌内科学　田村　好史
　日本人 20 代女性における痩せの割合は 1975
年ごろから増加し始め、現在は 20% 以上になっ
ている。OECD 加盟国の痩せた女性の割合は日本
が 16.15% と 2 位の韓国 7.86% を大きく上回っ
ている。痩せた女性は糖尿病になりやすい、筋肉
量、身体活動量が低下し、エネルギー摂取量も低
下する。さらに、痩せや低栄養から青年・成人期
から骨減少症、月経不順、耐糖能異常となり、将来、
骨粗しょう症、骨折、糖尿病となる。普通体重の
20 代から 60 代の女性の 77% が痩せが理想と答
えている。20 歳の時に痩せていて現在痩せてな
い人は骨減少症は少ないが、20 歳の時に痩せて
なくて現在痩せている人では骨減少症が多い。
　日本肥満学会では、2024 年 9 月に若年女性の
低体重／低栄養の疾患概念確立を目指したワー
キングループを発足した。Female Underweight/
Undernutrition Syndrome（FUS）（女性の低体重
／低栄養症候群）と命名され、「低体重又は低栄
養の状態を背景として、それを原因とした疾患・
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症状・徴候を合併している状態」とし、18 歳以
上で閉経前までの成人女性を対象とした。低栄養・
体組成の異常（BMI ＜ 18.5 など）、性ホルモン
の異常（月経周期の異常）、骨代謝の異常、その
他耐糖能異常などの代謝異常、循環・血液の異常

（徐脈、低血圧）、精神・神経・全身症状（抑うつ、
身体活動低下など）が見られる。摂食障害、二次
性の低体重（甲状腺機能亢進症・悪性疾患など）
は除外している。FUS の原因としては SNS・ファッ
ション誌などのメディアの影響、社会経済的要因・
貧困などによる低栄養、体質性痩せがある。
　痩せ願望は小学 1 年生ごろから生じ、親・友
人からの体型に関する指摘に始まり、メディアの
影響、友人の痩せ指向などがあり、体型不満、痩
せ願望へとなる。痩身志向者への対応としては、
適正なボディイメージの形成、メディア情報を適
切に評価・活用する、健康リスクについての理解、
バランスの良い栄養摂取の重要性などの教育介入
が必要である。体質性痩せの場合でも骨密度低下
のリスクが指摘されているので骨密度測定や血液
検査が必要である。社会・経済的要因へは自治体
や福祉団体による支援が必要である。また、新た
なスティグマ（差別・偏見）を生む可能性がある
点にも留意が必要である。
　今後の方向性としては、ガイドライン策定、健
診制度への組み込み、教育・産業界との連携、戦
略的イノベーション創造プログラム（SIP）との
連携が必要である。FUS が疑われる人には冷え性、
肌の状態が気になる、髪の状態が気になる、抑う
つ症状などがある。自己肯定感が低く、不安を感
じやすい人がなりやすく、ストレスによる過食が
あったり、ダイエットを意識して朝食を抜きがち
で心身の不調が活動意欲を奪い、さらなる不調へ
とつながる。3 食きちんと食べる、1 日 8,000 歩
歩く、7 時間寝るという生活習慣を変えることで
FUS 症状も改善する。現在、内閣府の研究開発で、
養護教諭を対象としたボディイメージ教育、健保・
健診会社などと協同して定期健康診断で FUS の
リスク、骨粗鬆症リスク判定、企業と一緒にマイ
ウェルボディ協議会を立ち上げ、認知度を上げる
よう PR などしている。

４. 学校における性教育の考え方・進め方
　　日本女子体育大学体育学部

スポーツ科学科教授　横嶋　　剛
　学習指導要領では、学校における体育・健康
に関する指導は体育科、家庭科及び特別活動の時
間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動及び
総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特
質に応じて適切に行うとなっている。性に関する
指導の内容では、小学 4 年で「体の発育・発達」
で思春期の体の変化など、中学で性感染症、エイ
ズなど感染症の予防、生殖に関わる機能の成熟と
適切な行動、高校でも感染症の予防、生涯の思春
期、結婚生活における健康について教えることに
なっている。小学校では知識及び技能、課題を見
つけ適切な方法を考え、それを伝える思考力・判
断力・表現力について、中学では受精・妊娠を
取り扱うものとし、妊娠の経過は取扱わないもの
とするとしている。「・・の事項は取り扱わない
ものとする」等の「はどめ規定」はこれらを教え
てはならないという趣旨ではなく、すべての子ど
もに共通に指導するべき事項ではないという趣旨
である。平成 15 年の学習指導要領の一部改正に
より、各学校は子どもたちの実態に応じ、学習指
導要領に示していない内容を加えて指導すること
ができることになった。高校では受精、妊娠、出
産とそれに伴う健康課題について理解できるよう
にするとともに家族計画の意義や人工妊娠中絶の
心身への影響についても理解できるようにすると
なった。令和 7 年 3 月、日本学校保健会が月経
の正しい理解とその対応という冊子を作成した。
主に中高で活用されている。
　集団指導と個別指導があるが、集団指導は全員
一律に行う。個別指導は個別の児童生徒や任意の
小集団を対象として意図的・計画的に取り組むも
のである。個別指導はすべての学校で実施すべき
内容ではない。事前に保護者にも通知して、実施
するかどうか、また、指導内容や指導方法につい
て学校が十分検討した上で計画的に実施する。発
達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を
図ること、保護者の理解を得ること、プライバシー
の配慮、実施場所への配慮が必要である。オプト
イン、オプトアウトという選択的な参加、不参加
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もあるが、日本ではまだ行われていない。
　外部講師として医師、歯科医師、薬剤師、保健
師などが想定されるが、内容については事前に学
校との打ち合わせが必要である。

５. こども家庭庁におけるプレコンセプション
ケアに関する取組
こども家庭庁成育局母子保健課長　田中　彰子

　昨年、プレコンセプションケア推進 5 か年計
画をとりまとめた。一つはプレコンセプションケ
アに関する概念の普及で、現在 1 割以下の認知
度を 5 年後に 80% まで上げたい。そのためには
プレコンセプションケアの普及に係る人材（プレ
コンサポーター）を育成する。目標は 5 万人以
上。二つ目はプレコンセプションケアに関する相
談支援体制の充実で、「性と健康の相談センター」
等プレコンセプションケアに関する一般的な相談
ができる窓口の認知を推進し、専門家による相談
支援体制の整備を図る。目標は相談窓口認知度を
100%。三つ目は専門的な相談支援体制の強化で
専門相談医療機関数 200 以上を目標とする。そ
のために医療者用相談対応マニュアルを作成し、
周知する。

　「プレコンセプションケア・アドバイザー（仮
称）養成のためのマニュアル作成ワーキング
グループ」を設置して、「プレコンサポーター
TEXTBOOK」を作成する。また「医療機関等に
おけるプレコンセプションケア相談対応マニュア
ル作成ワーキンググループ」では「プレコンセプ
ションケア医療者用マニュアル」を作成する。プ
レコンサポーター養成講座も開設した。プレコン
サポーターは、住民へのセミナー、出前講座、研
修等の企画、実施、企業の社員への情報提供、教
育機関への出前講座などを行う。ウェブサイト「は
じめようプレコンセプションケア」も昨年 9 月
に開設した。「性と健康の相談センター」は現在
96 自治体（47 都道府県、49 市）で実施している。
また、基礎疾患のある妊産婦等への妊娠と薬に関
する相談支援を実施している。なお、本年 3 月 6
日に東京でプレコンシンポジウムを開催する。

〒753-0814　山口市吉敷下東3-1-1　山口県医師会総務課内 会報編集係
E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp

山口県医師会報の表紙を飾る写真を随時募集しております。
アナログ写真、デジタル写真を問いません。
ぜひ下記までご連絡ください。
ただし、山口県医師会員撮影のものに限ります。
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第 57 回第 57 回
若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会

と　き　令和 8 年 2 月 1 日（日）9：30 ～ 15：40と　き　令和 8 年 2 月 1 日（日）9：30 ～ 15：40

ところ　鳥取県医師会館ところ　鳥取県医師会館

ワークショップⅠ
鳥取県における成人先天性心疾患に対する移行
医療の現状と課題
① 当院成人先天性心疾患外来における取り組み
　　鳥取大学医学部附属病院

高次集中治療部助教　中村　研介
　近年、先天性心疾患に対する小児期医療の進歩
により、多くの患者が成人期を迎えるようになっ
た。一方で成人期以降も、残存・再発する構造異
常、不整脈、多臓器障害、進行性心不全など多く
の課題を抱えており、成人先天性心疾患（Adult 
Congenital Heart Disease：ACHD）診療の重要性
が高まっている。ACHD 診療の特徴は、生涯にわ
たり患者に寄り添う必要がある点と、小児期から
成人期への円滑な移行医療が不可欠である点にあ
る。
　演者は循環器内科医として心不全診療を専門と
し、画像診断、心臓リハビリテーション、緩和医
療に携わってきた。心不全診療では、単に薬物治
療を行うだけでなく、運動療法、自己管理支援、
心理社会的支援を含めた包括的介入が重要であ
る。これらの経験を基盤に、当院では循環器内科
を主体とした ACHD 外来を開設し、小児循環器
科、心臓外科と連携しながら診療体制を構築して
きた。
　ACHD 患者の多くは自覚症状が乏しい段階か
ら心不全リスクを有しており、いわゆる心不全
Stage B の段階での早期介入が極めて重要である。
当院ではこの段階から専門的評価を行い、必要に
応じて薬物療法、非薬物療法、心臓リハビリテー
ションを導入している。また、再手術や高度専門
治療が必要な症例については、県外の専門施設と
密に連携し、診療の継続性を確保している。

　多職種連携も ACHD 診療において欠かせない
要素である。心臓リハビリテーションチーム、緩
和ケアチーム、看護師、医療ソーシャルワーカー
などと協働し、疾患教育、自己管理支援、社会的
支援を行っている。特に心不全緩和ケアにおいて
は、終末期に限らず、病期を問わず早期から介入
することが重要であり、アドバンス・ケア・プ
ランニング（ACP）を通じて患者本人の価値観や
意思を共有している。
　30 歳代後半の複雑先天性心疾患患者の一例で
は、小児期に複数回の手術歴を有し、成人期に進
行性心不全を呈した。薬物療法及び非薬物療法を
最大限行ったが心不全は進行し、侵襲的治療の選
択が検討された。本人は自宅での生活継続を強く
希望され、家族とともに ACP を重ねた上で、緩
和ケアチーム及び在宅医療機関と連携し在宅療養
を支援した。多職種・多施設間で定期的に情報共
有を行うことで、症状緩和と心理的支援を継続し、
本人の意思を尊重した診療を行うことができた。
　ACHD 診療は循環器内科単独で完結するもので
はなく、地域医療機関との役割分担と連携が不
可欠である。今後も多職種・地域連携を基盤に、
ACHD 患者が住み慣れた地域で安心して生活でき
る体制づくりを進めていきたい。

②小児科からみた成人先天性心疾患移行診療の
現状と展望
鳥取大学医学部附属病院小児科講師　美野　陽一
　 近 年、 先 天 性 心 疾 患（Congenital Heart 
Disease：CHD）患者の治療成績向上により、多
くの患者が成人期を迎えるようになった。これ
に 伴 い、 成 人 先 天 性 心 疾 患（Adult Congenital 
Heart Disease：ACHD）診療の重要性が全国的に

報告：専務理事　伊藤　真一
常任理事　河村　一郎[	 ]



令和 8 年 3 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1987 号

169

認識されつつある。一方、地方においては ACHD
診療体制の整備が十分とは言えず、小児科が成人
患者を長期間診療し続ける状況が少なからず存在
している。
　鳥取県は地理的条件及び医療資源の制約から、
CHD に対する外科手術を県内で完結できないと
いう特徴を有する。その結果、患者は島根県、岡
山県、広島県、さらには大阪、福岡などの遠方施
設で手術を受けてきた。術後フォローは各施設に
委ねられており、距離的要因や担当医変更などに
より、診療継続性が損なわれる事例も認められた。
　このような背景を踏まえ、2023 年より当院で
は小児科と循環器内科が協働し、ACHD 外来を新
設した。立ち上げに際しては、小児循環器内科
及び成人循環器内科による定期的な合同カンファ
レンスを開催し、移行対象症例の検討、診療情報
の共有、移行後の経過確認を行っている。さらに、
産婦人科、消化器内科、リハビリテーション部門、
看護師、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワー
カーなど多職種が参画し、包括的診療体制の構築
を進めてきた。
　ACHD 外来開設後、18 歳以上の患者数は年々
増加しており、当初は病状の安定した症例が中心
であったが、近年はフォンタン術後などの複雑
心疾患や未手術症例の紹介も増加している。これ
により、小児科が主体的に成人期以降を見据えた
診療移行を計画的に進める意識が醸成されつつあ
る。
　一方、地域中核病院へのアンケート調査からは、
小児科が成人患者を診療する上で、精神疾患の合
併、妊娠・出産への対応、社会保障制度や医療費
に関する問題、生活習慣病など成人特有の疾患管
理に困難を感じている実態が明らかとなった。ま
た、患者及び家族が小児科での継続診療を希望す
ることや、信頼して紹介できる成人診療の受け皿
が明確でないことが、移行の障壁となっているこ
とも示唆された。
　今後の課題として、①明確な移行基準及びプ
ロトコールの整備、②小児科・内科合同カンファ
レンスの継続、③患者・家族向け説明資料の体系
化、④成人期医療及び社会保障制度に関する教育
機会の充実、⑤医療ソーシャルワーカー等による

移行支援体制の強化が挙げられる。
　年齢のみを基準とした一律の移行ではなく、患
者個々の成熟度、社会的背景、疾患特性を踏ま
えた段階的移行が重要である。いつでも相談可能
な中間的診療拠点としての ACHD 外来の存在は、
小児科・内科双方にとって心理的安全性を高め、
地域全体の診療の質と安全性向上に寄与する。
　ACHD 診療は単一施設で完結するものではな
く、地域連携の中で育成される医療体制である。
今後も多職種・多施設の協働を通じ、地方におけ
る持続可能な ACHD 診療体制の確立を目指して
いきたい。

③当院における移行期医療支援の取り組み
　－ソーシャルワーカーの視点から－
　鳥取大学医学部附属病院医療福祉支援センター

主任ソーシャルワーカー　河村　香苗
　移行期医療支援は、診療科や医療機関の変更と
いった医療体制の移行に焦点が当たりやすい。し
かし、医療ソーシャルワーカー（以下、MSW）
の視点からは、患者本人及び家族がこれまでの生
活過程において、いかに意思決定に関与してきた
かという社会的経験の蓄積が、成人期における自
立や医療移行の成否に大きく影響すると考えられ
る。
　先天性疾患や小児慢性特定疾病、医療的ケアを
必要とする患者は、成長に伴い、就学・就労、進
路選択、将来設計など多岐にわたる課題に直面す
る。これらの過程において、本人が意思を表明し、
選択し、その結果を引き受ける経験が十分に確
保されないまま成人期を迎える例も少なくない。
MSW は、人と環境の相互作用に働きかけ、本人
の自己決定を尊重しつつ、意思決定過程への参画
を支援する専門職である。
　移行期医療支援のプロセスは、「備える」「支え
る」「整える」「つなぐ」の段階に整理できるが、
特に「備える」段階は、その後の支援の基盤とな
る重要な時期である。この段階において、安心で
きる大人との信頼関係を構築し、本人が意思決定
に関与する経験を積み重ねることは、将来の自立
及び主体的な医療参加に不可欠である。
　重症先天性疾患を有する20代女性の症例では、
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幼少期より社会参加を意識した生活環境が整えら
れ、青年期には訪問看護・訪問診療の導入により、
家族以外の支援者との関係性が形成された。さら
に、障害年金申請に際しては、本人の意思表明を
契機として手続きが進められ、自己決定の経験が
生活上の達成感や自立意識の醸成につながった。
　移行期医療支援において重要なのは、支援の主
体が常に「本人」であることを確認し続ける姿勢
である。医療者や家族、組織の都合が優先されて
いないかを省察し、本人の視点に立った支援を行
うことが、真の意思決定支援につながる。MSW
は、多職種連携の中で倫理的視点を共有し、患者
の自己決定と社会的自立を支える役割を今後も果
たしていく必要がある。

④先天性心疾患のある子どもへの成人期に向け
た支援について
　　鳥取県子ども家庭部家庭支援課

課長補佐　岡田　桂子
　鳥取県家庭支援課では、先天性疾患等のある子
どもへの支援、とりわけ小児期から成人期へ移行
する「トランジション期支援」を重点課題として
取り組んでいる。
　指定難病は長期にわたり療養が必要で、重症化
すれば生命に危険が及ぶ疾患であり、令和 7 年
4 月時点で全国約 800 疾患が対象となっている。
鳥取県では約 600 人が受給者として認定されて
おり、人口規模に比して高い割合となっている。
　県では医療費助成に加え、通院時の交通費や付
添者の宿泊費助成など、長期療養を支える支援を
行っている。また、慢性疾患を有する子どもが自
立した生活を送れるよう、「小児慢性特定疾病児
童等自立支援事業」を実施し、相談支援体制の整
備や自立支援員の配置を進めている。令和 7 年 4
月からは鳥取大学医学部附属病院と連携し、患者
本人や家族からの相談対応を開始した。今後は生
活面・就労・制度利用など、幅広い支援を展開す
る予定である。
　一方、思春期から成人期への移行期においては、
小児医療から成人医療への円滑な移行が大きな課
題となっている。診療内容や支援体制の違いによ
り、患者や家族が不安を抱えやすく、医療・福祉・

教育・就労支援など多機関による連携が不可欠で
ある。
　こうした課題を受け、国は関係機関が連携す
る体制構築を目的としたモデル事業を実施してお
り、鳥取県もこれに参加した。県内では協議会を
設置し、関係者間の顔の見える関係づくりを進め
るとともに、移行期支援センターの必要性や役割
について議論を重ねてきた。患者や家族が相談し
やすい窓口の整備、情報共有の強化、生活支援機
能の充実が重要との意見が多く寄せられた一方、
運営主体や人材確保といった課題も明らかとなっ
た。
　移行期支援の推進には、小児期からの早期支援、
患者の年齢や状態に応じた支援スキルの整備、そ
して医療機関を中心とした関係機関の連携が不可
欠である。課題は多いものの、県としては医療現
場との連携を深めながら、持続可能な支援体制の
構築に取り組んでいく。

⑤患者側が経験した医療と、今後の発展への期待
 患者代表　岩本　瑞希

　先天性心疾患を有する当事者として、これま
での経過と地域医療における課題について述べた
い。幼少期に先天性心疾患（修正大血管転位症、
心房心室中隔欠損症、WPW 症候群）と診断され、
5 歳時にダブルスイッチ術を受けた。地元の一般
校に通学していたが、高校生のころに不整脈発作
が頻発し、長期入院とカテーテルアブレーション、
薬物治療を受けた。その後 30 代まで比較的安定
していたが、薬剤（アミオダロン）の副作用によ
り治療変更を余儀なくされ、再び発作が増悪、心
不全症状が進行した。2022 年には複数の外科手
術とペースメーカー植込みを受け、現在は東京の
専門病院と鳥取県内医療機関で経過観察を受けて
いる。
　こうした経過の中で、地元で生活する上で感じ
た不安は大きく 4 点ある。第一に緊急時対応で
ある。専門病院では発作時に迅速なモニタリング
や検査が行われる一方、地域医療では成人先天性
心疾患に対する経験不足から、十分な対応が得ら
れなかった経験がある。第二に定期受診の問題で、
成人後も小児科受診が必要となり、周囲との違和
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感を覚える場面がある。第三に一般診療所受診時
の薬剤処方で、基礎疾患への理解不足により症状
が悪化した経験がある。第四に家族の不安であり、
特に幼少期には救急受診の判断、入院時のきょう
だい児への影響、経済的負担など、家族全体に大
きな負担がかかっていた。
　これらを踏まえ、私は自身の病状や緊急時の
対応方法を主治医と共有し、必要な情報を自ら伝
える工夫を行っている。また、将来を見据えた人
生設計や終末期のあり方についても考えるように
なった。先天性心疾患は複雑で、幼少期には本人
が病状を十分理解できないことが多いが、成長段
階に応じて医師・保護者・本人が病状を共有する
機会を設けることが重要だと感じている。
　医療の進歩により、成人期を迎える先天性心疾
患患者は今後さらに増加する。高度な治療ができ
なくとも、地域において病状を理解し、検査や相
談に応じられる体制があることは、患者と家族に
とって大きな安心につながる。専門病院と地域医
療機関が連携し、少しずつ地元で対応できる範囲
を拡げていくことが、患者の生活の質向上につな
がると考える。

特別講演Ⅰ
慢性疾患をのりこえていく子どもたちのために
－自立支援から移行期支援・

Lifelong Cardiology をめざして－
　愛媛大学大学院医学系研究科

小児・思春期療育学講座教授　檜垣　高史
　先天性心疾患の治療成績は飛躍的に向上し、
95% が成人期へ到達する時代となった。しかし、
成長とともに構造的問題、手術侵襲、さらには加
齢が重なり、成人期には特有の心機能障害や遺残
症が顕在化するため、生涯にわたる継続的な経過
観察が不可欠である。またライフステージに沿っ
て就職・就労、結婚・妊娠・出産などへの適応が
必要となってくる。成人先天性心疾患（ACHD）
は現在小児の先天性心疾患よりも多くなってお
り、中等症から重症の症例が 32% と増加してい
る。かつては根治術と言われていたが、現在は心
内修復手術と言われ、死亡率、不整脈の合併症、
再手術は 40 ～ 50 歳で増加してくる。調子が良

くて症状がなくても一般集団より突然死、心疾患
関連死、心不全、感染性心内膜炎、肺高血圧、不
整脈の頻度が高い。
　先天性心疾患は若年症例が多いことから、本人
が手術や治療などの経過を覚えていない、自分の
病気・病態、起こりうる合併症について認識でき
ていない、そのため成人になると怠薬、ドロップ
アウトを生じ、症状が悪化してしまうこともある。
20 歳になったら循環器内科医が診るのか、小児
循環器医がずっと診るのか、小児科では成人特有
の問題への対応が難しく、成人科では小児期特有
の疾患に関する知識や経験が少ない。ACHD が入
院するための病床が必要であり、多くの部門の協
力が不可欠であり、ACHD 診療体制の構築が必要
である。2025 年に日本循環器学会／日本小児循
環器学会から ACHD の改訂版ガイドラインが出
ている。小児期から成人期へのスムーズな「移行
期医療」が必要であり、患者教育、自立支援、成
人医療機関との情報共有、多職種連携が必要であ
る。ただ、循環器小児科から循環器内科医に移行
する場合、患者が大きな不安を持つなどの問題も
あるが、小児科医が診続けることも問題である。
　2015 年児童福祉法が改正され、小児慢性特定
疾病児童等の自立支援事業が新規の法定事業とし
て追加された。愛媛県では NPO 法人ラ・ファミ
リエが立ち上げられ、病気の子どもたちとその家
族のために、療養生活支援、悩みや心配事の相談
支援、患児同士の交流支援、きょうだい支援、学
校への就学学習支援、就職・就労支援などを行っ
ている。愛媛大学小児科外来でも自立支援員が面
談、相談支援事業を行っている。移行期・成人先
天性心疾患センターも 2021 年 1 月から開設さ
れた。小児循環器医、循環器内科医、小児心臓外
科医、成人心臓外科医などで構成されている。病
院機能と地域の連携を考慮した自立支援・移行期
医療・生涯医療支援システムが必須と考える。

特別講演Ⅱ
ACHDにおける心不全診療
　　国立循環器病研究センター病院長／

鳥取大学名誉教授　山本　一博
　 先 天 性 心 疾 患（Congenital Heart Disease：
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CHD）は、外科治療及び周術期・長期管理の進
歩により生命予後が著明に改善し、現在では成人
期に達する患者が全体の半数を超えている。いわ
ゆる成人先天性心疾患（Adult Congenital Heart 
Disease：ACHD）の患者数は年々増加しており、
全体数の増加に加え、中等度から重症例の割合も
上昇している。このことは医療の進歩の成果であ
る一方、成人期に特有の合併症や予後悪化因子へ
の対応が強く求められる状況を意味している。
　ACHD 患者では、実年齢以上に臓器予備能の低
下を来している例が少なくなく、死亡や重篤な転
帰の主因として心不全及び不整脈（突然死を含む）
が重要な位置を占める。さらに肺高血圧、肝障害、
腎障害、腫瘍性病変など多臓器障害が重層的に関
与し、病態は極めて多様である。循環動態も、体
循環を左室が担う症例、右室が担う症例、あるい
はフォンタン循環など大きく異なり、同一疾患名
であっても臨床像は均一ではない。
　心不全治療の中心となる薬物療法については、
成人心不全領域と比較してエビデンスが著しく乏
しい点が ACHD 診療の最大の課題である。成人
心不全では駆出率に基づく治療戦略と薬物選択が
確立しているが、ACHD ではその枠組みを直接適
用できない症例が多い。近年のガイドラインにお
いても、体循環を左室が担う ACHD 症例に限り、
成人心不全に準じた薬物治療やデバイス治療を考
慮し得るとされるにとどまり、それ以外の循環様
式に対する明確な推奨は存在しない。
　ACE 阻害薬／ ARB、β遮断薬、ミネラルコル
チコイド受容体拮抗薬、ARNI、SGLT2 阻害薬な
どについては、小規模研究により BNP 低下や運
動耐容能改善などのサロゲート指標の変化が報
告されているものの、予後改善やイベント抑制
効果を示す十分な根拠は得られていない。特に
SGLT2 阻害薬は成人心不全では予後改善効果が
確立しているが、BNP 変化と必ずしも相関しな
いことが知られており、ACHD においても評価指
標の解釈には慎重さが求められる。
　一方、カテーテル治療の進歩は ACHD 診療
に大きな変革をもたらしている。心房中隔欠損

（ASD）に対する経皮的閉鎖術は代表的であり、
近年では肺血管抵抗が高い症例に対して薬物治

療により肺血管抵抗を低下させた後に欠損閉鎖を
行う「トリート・アンド・リペア」戦略が確立し
つつある。また、座位で低酸素血症が増悪するプ
ラチプネア・オルソデオキシア症候群では、PFO
や ASD 閉鎖により症状改善が得られる。さらに、
ACHD における知見が成人心不全治療の新たな発
想につながる例もあり、一定量の心房間シャン
トが循環動態に有利に働く可能性が示唆されてい
る。
　ACHD では、フォンタン循環における高心拍出
状態が必ずしも良好な予後と結びつかないなど、
成人心不全の常識が通用しない病態も多い。また、
肝硬変や肝細胞がん、蛋白漏出性胃腸症など多臓
器合併症が生命予後や生活の質に大きな影響を与
える点も特徴である。
　さらに、医療移行後の患者の自立支援や疾患理
解、感染性心内膜炎予防の教育、アドバンス・ケ
ア・プランニング（ACP）の推進も重要な課題で
ある。ACHD では意思決定に親が関与する場面が
多く、終末期医療における葛藤は一層大きい。
　ACHD は今後も患者数の増加が予想される領域
であり、循環器内科のみならず多職種・多領域が
連携し、独自のエビデンス構築と包括的支援体制
を確立していくことが不可欠である。

ワークショップⅡ
鳥取県における肥満診療と学校健診
①鳥取大学医学部附属病院小児科での肥満診療
について
　　鳥取大学医学部周産期・小児医学分野

講師　藤本　正伸
　2024 年の学校基本調査に基づく肥満度 20%
以上の小学生は 8.7%、中学生は 10.1% とされて
おり、10 年前よりそれぞれ 1.5% 増加した。小
児期の肥満は成人期へ移行しやすく、成人 2 型
糖尿病リスクが上昇する。自閉症スペクトラム障
害（ASD）や注意欠如多動症（ADHD）を持つ患
者の肥満有病率はそれぞれ 21.8%、14.7% と高い。
食行動の特性、身体活動の低下、リスペリドン・
アリピプラゾールの副作用、虐待など社会的・家
庭的環境などが原因かと思われる。

【 症 例 1】8 歳 男 児、 肥 満 度 34%。Highly 
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sensitive child で味にこだわりがあり、野菜を食
べなかった。数字にもこだわりがあるため、体重
測定、間食のカロリー表記の確認を指示したとこ
ろ、間食のカロリーが高いものを避け、2 年後肥
満の改善を認めた。

【症例 2】8 歳女児、肥満度 51%。父子家庭で父
親が調理をするため食事が単調であった。学校給
食での野菜摂取、炭水化物摂取量の減量などで肥
満度が改善した。

【症例 3】7 歳男児、肥満度 70%。自閉症スペク
トラム障害でアリピプラゾール内服。その後も肥
満度 94% と改善なし。養護教諭、栄養士、MSW
など多職種で対応中。

②鳥取県西部保健医療圏における学校検尿尿糖
陽性者の現状把握
　　鳥取大学医学部附属病院小児科

特命助教　山口由起子
　2010 年から 2025 年に鳥取大学附属病院で精
密検査を行った小中学生は 63 名（男性 27 名、
女性 36 名）で 1 回目の学校検尿で尿糖（±）以
上を尿糖陽性とした。小学生の 0.04%、中学生
の 0.08% が尿糖（±）以上であった。診断の内
訳は 1 型糖尿病 1 人、2 型糖尿病 6 人、境界型
13 人、MODY（家族性若年糖尿病）2 人、腎性
糖尿 16 人、正常型 25 人、全体の 34.9% が耐糖
能異常や糖尿病などの異常をきたしていた。境界
型・2 型糖尿病患者の肥満患者は 57.9% であっ
たが 4 割は非肥満であった。境界型・2 型糖尿病
は SGA（Small for Gestational Age）が 31.6% と
多く、DOHaD 仮説は成人期前から適応されてい
る可能性がある。

③小児・思春期における肥満症治療の重要性
鳥取県立厚生病院病院長　花木　啓一

　11 歳の肥満頻度は 2020 年ごろには一次漸減
していたが、コロナ禍で再上昇し、2024 年では
男性約 13%、女性約 10% となっている。学童期
肥満の予後調査では、男性の 8 割、女性の 6 割
が成人肥満へ、学童期高度肥満の 85% が成人肥
満へ移行していた。2008 年より特定健診・特定
保健指導により一次・二次予防を展開しているが、

40 歳からの特定健診と特定保健指導では十分な
効果が得られない。小児期に既に肥満による健康
障害（高血圧、糖尿病、肝疾患など）を持ち、内
臓脂肪型肥満・肥満関連代謝異常を呈している肥
満を「小児肥満症」と定義して治療介入を強化し
ている。3 歳から肥満と診断され、9 歳で肥満度
95%、11 歳から高血圧、19 歳で拡張型心筋症と
なり、20 代で亡くなった事例を経験した。近年、
薬物療法、胃切除などの外科治療を適用する機運
が高まっている。

④鳥取県における学校健診の現状と取組
　　鳥取県教育委員会体育保健課

指導主事　前田　仁美
　鳥取県は全国に比べ、肥満児は少ないがやせが
多く、齲歯が小学生で多い、喘息・アトピー性皮
膚炎が多い。養護教諭が学校でさまざまな健康教
育を行っている。不登校児の健診は学校医のクリ
ニックや他学年の日に来てもらってしている。

⑤鳥取県の学校心臓検診の現状と課題
鳥取県立中央病院小児科部長　倉信　裕樹

　鳥取県では小 1、小 4、中 1、高 1 に 12 誘
導心電図を行っており、心電図判読委員会で判
読している。心臓病調査票を配布しており、調
査票では家族や親戚の中に 40 歳以下で心疾患や
原因不明で急死した人がいるかという問いがあ
り、家族歴からブルガダ症候群を診断した例も
ある。心電図所見についての判定については、日
本小児循環器学会のガイドライン、2025 年 JCS
／ JSPCCS ガイドラインを使用しており、要精検
は約 3%、受診率は令和 6 年度 85.2% であった。
学校生活管理指導表は医療機関と学校、家庭間で
の情報共有を可能とし、管理指導を行う上で重要
な役割を果たす。課題は、1 次検診の判読方法の
違い（東部・中部は医師の集団討議で抽出例を絞
り込む集団判読であるが、西部は個別判読）、2
次検診は保護者側に任せており受診率が 8 割程
度、学校生活管理指導表の費用が家族負担であり、
医療機関ごとに異なる（2,000 ～ 5,000 円）な
どである。
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第 46 回産業保健活動推進全国会議第 46 回産業保健活動推進全国会議
と　き　令和 7 年 10 月 23 日（木）13：00 ～ 17：00と　き　令和 7 年 10 月 23 日（木）13：00 ～ 17：00

ところ　日本医師会館　大講堂ところ　日本医師会館　大講堂

[ 報告：副会長　中村　　洋 ]

中央情勢報告
　　厚生労働省労働基準局安全衛生部

労働衛生課長　佐々木孝治
①メンタルヘルス対策
　「メンタルヘルス対策」について、今回の制度
改正の背景の 1 つは精神障害の労災認定件数が
増加していることである。令和 6 年に 1,055 件
と初めて 1,000 件を超え、伸び幅が大きい状況
となっている。内訳として、1 位がパワーハラス
メント、2 位が仕事内容・仕事量の変化、3 位は
顧客・取引先・施設利用者等からの著しい迷惑行
為となっている。今後のメンタルヘルス対策とし
て、ストレスチェック制度の実施に加えて、ハラ
スメント対策も講じる必要がある。
　今回の改正の 1 つとして、50 人未満の小規模
事業場について、今までストレスチェックが努力
義務であったところを義務化している。集団分
析、職場環境改善については引き続き努力義務と
なり、状況を見ながら、検討したいと考えている。
公布が令和 7 年 5 月 14 日で、施行まで 3 年間
の準備期間が設けられている。
　準備期間である現在、50 人未満の事業場のマ
ニュアルがないため、ワーキンググループを設
置し、マニュアルの作成を行っている。特に小規
模の事業所において留意してほしいところを事務
局としてピックアップし、議論していただいてい
る。例えば、外部委託先の適切な選定は、小規模
になるほどプライバシーに配慮が必要とされるた
め、どのように選ぶのがよいのか等を議論してい
る。現在、ワーキンググループで議論しており、
年度内にはマニュアルを完成させて、来年度には
披露できればと考えている。また、地域産業保健
センター（以下、地産保）の体制の拡充も進めて
いる。地産保では 50 人未満の小規模事業所に対

して、無料で登録産業医による面接指導などを実
施いただいている。この度のストレスチェック制
度義務化で地産保への申し込みが増えていくこと
が予想される。そこで、今の体制をさらに強化す
るために、来年度の予算要求に反映させたいと考
えている。また、こころの耳というポータルサイ
トで取組み事例を紹介するなどのツールを提供し
ている。相談事業もこの中で行っており、電話、
SNS 等を通じて相談することができる。令和 6
年度の実績では 7,000 件を超える相談があった。
②治療と仕事の両立支援
　今、病気を抱える労働者の割合は全体の約４割
を占めている。また、病気を理由に退職した人の
中では治療開始前に退職を決める人が２割を超え
ている。両立できるような就業形態がなかったと
いう声も多く、今後両立支援を充実させていく必
要がある。支援の取組みを行っている事業所の割
合は５割に留まり、産業保健スタッフを配置する
など仕組みや体制にかかわるものは全体の 1 割
程度である。
　国としては「治療と仕事の両立支援ガイドラ
イン」に、両立支援の制度、具体的な進め方を示
している。また、迅速な手続きをするための治療
と仕事の両立支援カード様式を作成している。
　また、「メンタルヘルス不調者の主治医向け支
援マニュアル」を作成しており、主治医と企業側
の連携をサポートできるような内容になってい
る。
　「治療と仕事の両立支援ナビ」というポータル
サイトを開設しており、まだ掲載事例が少ないた
め、今後拡大していきたいと考えている。
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産業保健総合支援事業に関する活動事例報告
（1）山口産業保健総合支援センターにおける活
動現況と今後の展望
　　山口産業保健総合支援センター

副所長　戎本　　潤
①山口産業保健総合支援センターの概要
　山口県は、面積は約 6,112 平方 km と東京 23
区の約 10 倍、人口は約 126 万人と東京 23 区の
約 10 分の 1 である。各地域が独立した特徴を持っ
ており、産業としては西から下関市は鉄鋼、造船、
山陽小野田市、宇部市はセメント工業、防府市
は自動車、周南市は化学工業、岩国市は石油化学
と多岐に渡っている。北側の長門市や萩市は、海
産物の加工が中心であり、その他山口市北部では
リンゴなど農業も発達している。
　山口産保センターの組織構成は、センター内は
所長と副所長とチームスタッフ、専門職スタッフ
合計 9 名から構成されている。その他、外部の
スタッフとして、メンタルヘルス対策支援アドバ
イザー、促進員等がいる。
②山口産業保健総合支援センターの現況
　山口産保センターの研修について、令和 6 年
度の実績は、専門的研修 101 回を実施しており
全国平均を上回っている。専門的研修では参集型
と Web 型を併用している。令和 2 年度のコロナ
禍で、回数も参加者数も落ち込んでしまったが、
令和 3 年度以降 Web 研修を導入したことと相
まって、徐々に回復している。テーマ別の内訳と
して、令和 6 年度は参集型ではメンタルヘルス
や職場環境を主に取り扱っており、Web につい
てはメンタルヘルス、ハラスメントが中心となっ
ていた。
　参集型と Web 開催のテーマ別に参加者を見る
と、ほとんどのテーマで Web が参集型を上回っ
ている。令和 6 年度の研修参加者を対象に研修
希望テーマについてアンケートを実施した結果、
職場環境、メンタルヘルス、ハラスメントといっ
た項目の需要は大きいので、これらを重点項目と
して研修テーマを設定している。また、化学物質
対策等のテーマの希望もあるため、今後実施を検
討していきたい。
　個別訪問支援については、令和６年度の山口産

保センターの実績は、産業保健指導は全国平均並
み、メンタルヘルスと両立支援の個別訪問が全国
平均を大きく上回っている。特にメンタルヘルス
の 309 件は、全国 1 位の数字であり、この実績
は旧メンタルヘルス促進員 4 名の尽力によるも
のである。4 名とも旧メンタルヘルス促進員で、
令和 6 年度からメンタルヘルス・両立支援促進
員を務めており、促進員だけでなくセンターの相
談員や研修講師も務めて活躍してもらっている。
促進員の構成の特色として、経験豊富な、80 代
男性が 2 名、70 代女性１名、50 代女性１名と
なっており、エイジフレンドリーでセンター業務
に多大な貢献をいただいている。世代交代も課題
となっているため、促進員の育成が急務となって
いる。
　相談実績については全国平均を大きく下回って
おり今後一層周知を行い、相談先として指名され
るセンターを目指していく必要がある。
　山口産保センターの両立支援窓口について、本
年 5 月 1 日には萩市の病院に開設され、県内で
10 か所目の相談窓口となった。山口県と同規模
の人口 120 万人台の都道府県と比較しても、窓
口数は多く、面積が広いため各地域に窓口を分散
してアクセスしやすいようになっている。なお、
山口県内両立支援センター相談窓口による令和 6
年相談の件数は、合計 118 件だった。
③山口産業保健総合支援センターの概況
　県内の地域窓口は 9 か所あり、各窓口には、
対象運営主幹、コーディネーター、登録産業医が
おり、下松と岩国には登録保健師（コーディネー
ター兼務）がいる。そして徳山の地域窓口の方に、
センターの保健師が常駐している。配置の経緯と
して、平成 29 年度山口産保センターにおいて実
施した地域窓口での保健師の活用という調査研究
が発端となっている。当時、地域窓口の支援サー
ビスに保健師が活用されていないという意見があ
り、調査研究の結果としては、保健師 1 人の派
遣で対応が可能であるとか、事業場から好評であ
り、継続したサービスも希望する声があった。調
査結果を受けて、平成 30 年度に保健師を地域窓
口に配置して小規模事業所への保健指導を行う
というモデル事業を山口産保センターで実施する
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ことになった。モデル配置の保健師には、当時
センターの相談員だった方を起用して徳山地域窓
口に配置した。その配置が効果的であったため、
平成 31 年 1 月からセンターの常勤保健師として
採用することとなり、現在まで勤務を続けてもらっ
ている。地域窓口全体の個別訪問の実績は、訪問
件数は 300 件台で推移している。保健師の訪問
は令和 4 年度から少しずつ実績が上がっている。
地域窓口全体の相談実績は全国平均より少ないが
増加傾向にあり、今後も増加が見込まれている。
④今後の展望
　コロナ禍以降の Web 参加者が増える一方で、
参集型の研修の受講促進について周知を継続する
こと、テーマ設定を工夫していくことを目指して
いる。また、促進員に対する表彰制度、新規促進
員の育成を行っていきたいと考えている。また、
センターに対する認知度向上のために周知を地道
に続けること、登録保健師の追加配置も検討して
いく。

（2）高岡地域産業保健センターについて、そし
てこれから
高岡地域産業保健センター運営主幹　上田　芳彦
　富山県は砺波地域と、富山地域、魚津地域、そ
して高岡地域があり、高岡地域には氷見市、高岡
市、射水市という構成で高岡地産保を設置してい
る。高岡地域の産業は、高岡市は伝統工芸やアル
ミの加工工業、氷見市は製造業や海運業、射水市
は漁業が盛んであり、地域内でさまざまな産業が
ある。高岡地域の全事業所の 1 万 4,555 のうち、
50 人未満の事業所数は 1 万 4,003 か所とほとん
どが中小企業である。
　高岡地産保の令和 6 年度の事業実績は、事業
所登録数は 65 事業所、健康相談窓口を 76 回開
設し、健康相談者数は 89 名、それから健診結果
の意見聴取者数が 3,535 名となっている。職場
巡視は 38 回実施し、産業医研修会は 3 回実施し
ている。高岡地域の登録産業医は、高岡地区で
50 人、10 万人あたりの数は 17.3 人である。登
録産業医の年齢構成を見ると、一番多い年代が
70 代で全体の 41% を占めている。その下の 60
代は 17 名で 33% を占めており、60 代、70 代

でほぼ実動しているため、比較的高齢化が進んで
いる。ちなみに 40 代、50 代は 7 名や 4 名とか
なり人数が少なく、今後の課題といえる。
　年々登録事業場数が減少していること、登録産
業医の高齢化に伴う産業医数の減少、50 人未満
の事業所の増加による地産保の負担増に備えて対
策が必要と考えている。また、若い世代の産業医
の稼働を増やしていくことも必要と考えている。
また、メンタルヘルス対応、化学物質リスクアセ
スメント対応能力も充実させていきたい。
　以上のような課題の対策として、まず実地研修
に力を入れて実務を学ぶ場を増やすこと、40 代
50 代の登録産業医の意欲と質を向上させること、
メンタル対応能力の向上として AI を活用してい
くこと、また、科学物質、リスクアセスメント対
応能力の向上のための研修会を増やすことを検討
している。新規登録産業医の職場巡視の随伴をす
でに実施しており、好評いただいているので継続
していきたい。
　また、工場見学・製作体験を観光として行って
いる工場の職場巡視を行う研修会の事例もある。
また、メンタルヘルス対応能力の向上と実地研
修の回数を増やすという二つの課題を踏まえて、
メンタルヘルス不調者の事例を提示しグループ
ワークで議論する形式の研修会も行っている。事
例検討会では、ドローンを活用して広大な工場の
職場巡視が行えるようにしている。
　今後の課題として、若い産業医が産業衛生活動
に興味を持ち、活動意欲を高める工夫をしていく
こと、30 人以上 50 人未満の事業所への産業医
配置に向かって、地産保のマッチング支援・パッ
ケージ支援を行っていくこと、50 人未満の事業
場のストレスチェックに対応していけるように
ICT ツールを活用していくことなどが必要と考え
ている。

（3）那覇地域産業保健センターの活動について
　那覇地域産業保健センター

コーディネーター　大城　宏人
　沖縄県の職場における定期健康診断有所見率の
推移について、令和 6 年の沖縄県の有所見率は
70.7% と全国平均を大きく上回っている。また、
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男性の肥満率については 47.6%、女性の肥満率は
31.4% といずれも全国 1 位となっている。
　沖縄県の有所見率が高い要因として、戦後の
アメリカ型の食文化の輸入から高脂肪、高糖質の
食事が増え、脂肪エネルギー摂取比率が全国平均
を大きく上回るようになった。また、飲酒習慣の
ある男性が約 9 割、女性が約 7 割と非常に高く、
さらに車社会の進展により、日常生活での運動量
が少ない人が多い。これらの生活習慣が、現在の
高有病率や肥満に繋がっていると考えている。
　沖縄県の地産保は地域ごとに 5 つ設置されて
いる。労働者の規模別に事業場を見ると、半数以
上が 50 人未満の企業であり、中小企業の支援が
重要であることがわかる。那覇地産保管内の事業
者の業種別では、第 3 次産業であるサービス業
が大半を占めており、接客娯楽業、商業、教育研
究業も多くなっている。
　事業場から申し込み、お問い合せがあるきっか
けで最も多いのが、継続的に利用している事業者
からの依頼である。また、労働基準監督者からの
指導をきっかけに申し込むケースも多い。最近で
は、健康経営の強化を目的とした相談からの申し
込みが増えている。独自の取組みである、「うち
なー健康経営宣言」をきっかけとした申し込みも
ある。
　「うちなー健康経営宣言」とは、令和 3 年に沖
縄県医師会、沖縄県、沖縄労働局等の 5 つの関
連機関が連携して働き盛り世代の健康課題を解決
し、健康長寿県沖縄の復活を目的とした宣言と
なっている。この制度では、まず、事業場の代
表者が指定された項目の中から、実際に取り組む
項目を選び、申請すると後日「宣言証」が交付さ
れる流れである。取り組む項目は必須項目と、任
意事項がある。まず必須事項の 1 つ目は、労働
安全衛生法に基づく年間の健康診断を実施する
こと、2 つ目は、検診結果に基づき保健指導、保
健相談、特定保健指導を受けさせること、3 つ目
は、健康診断で有所見となった従業員に対する措
置として医師の意見を聞き、必要な就労上の措置
を行うことである。任意事項は仕組みとして全部
で 14 項目あり、従業員の家族の検診受診を奨励
する、健康増進に関する数値目標を設定するなど

がある。
　那覇地産保の活動実績について、意見聴取は
年々申し込みが増加しており、令和 6 年は事業
場数で 541 件、人数では 5,140 名の実績がある。
長時間面接指導は、働き方改革の影響もあり利用
数は減少傾向に向かっている。健康相談について
は年度により件数の増減がある。
　今後、意見聴取が事業主の義務であることを認
識してもらい、従業員の健康管理に取り組む体制
の構築を支援していく。また、離島への対応も課
題として挙げられており、事業場へのアプローチ
方法、産業医の旅費・スケジュールの考慮につい
て今後検討していく。また、地産保の体制を強化
し、登録産業医・保健師及びコーディネーターの
人材確保に取り組んでいく。

シンポジウム
－高年齢労働者の労災対策－
（1）高年齢労働者の労働災害防止対策の現状
　　厚生労働省労働基準局安全衛生部

安全課長　土井　智史
　労働災害の現状について、労働災害による死
亡者数と死傷者数の推移を見ると、死亡災害は常
に減少し続けており、令和 6 年には 746 名まで
減少している。一方で、休業４日以上の死傷者数
は、長期的に見れば減少傾向となっているが、平
成 21 年の最低値を最後に、そこから徐々に増加
傾向である。産業別の労働災害の状況を見ると、
昭和 50 年の数値は製造業、建設業が全体の約 7
割を占めているが、令和 6 年の数値では製造業、
建設業は約 3 割まで減少している。また、現在
では第三次産業の労働災害の割合が５割以上を占
めており、増加しているという実態がある。製造
業、建設業の労働者数の減少に伴い、労働災害の
数、割合が減少している。
　また、現在、60 歳以上の労働者は 1,771 万人
おり、全体の 19.1% を占めている。一方で、そ
の死傷者数全体の割合では、60 歳以上の高齢者
が 3 割を占めている。
　以上のようなデータから、近年の労働災害の増
加には高齢化による影響、第三次産業化による
影響があると考えられている。第 3 次産業のう
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ち、特に社会福祉施設などでは、介護需要の増大
に対応できず人手不足が続いており、安全意識が
十分には徹底されていない業種で災害が増加して
いるという傾向がある。それから、転倒や腰痛な
どの労働者の作業行動に起因する災害も増加して
いる。令和 6 年と平成 30 年を比較すると、社会
福祉施設・飲食店等の転倒災害は 3 割弱増加し
ており、動作の反動・無理な動作（腰痛等）は 4
割弱増加している。
　労働災害の発生率を性別と年齢階層別 Web に
比較すると、男女とも 50 歳を超えるころから平
均値を超えて、労働災害の発生率が高まっていく
傾向にある。特に女性は一定の年齢になると、骨
密度が低下して骨折の危険性が高まると言われて
いる。
　次に、労働災害による休業見込み期間は、年齢
を経るにつれて休業期間が長くなり、事故が発生
した際に重篤な災害に繋がりやすいのが高齢者の
特徴といえる。年齢別の身体機能の状況について
も年齢を経るにつれて機能が落ちていくことが分
かっている。
　高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイド
ライン（エイジフレンドリーガイドライン）が策
定されている。職場改善の取組みを進めるための
支援策として、作業環境の改善を行う費用を助成
するために、エイジフレンドリーガイドラインに
基づく取組みを行った事業者に対して補助金を出
して作業環境の改善を進めている。令和７年度か
ら新設した総合対策では、労働安全衛生の専門家
によるリスクアセスメントをまず行って、その結
果を踏まえて労働災害防止措置を講じた場合に、
その経費の 5 分の 4（上限 100 万円）を支援す
るという対応をしている。エイジフレンドリーに
ついて、今後も周知を徹底していきたいと考えて
いる。

（3）高年齢労働者の安全と健康確保について
松葉労働衛生コンサルタント事務所　松葉　　斉
　エイジフレンドリーガイドラインにおける基本
的な取組みとしてリスクアセスメントがある。リ
スクアセスメントには物のリスクという見方と、
人のリスクという見方があり、物のリスクは、施

設設備機械の不調・不便さはないかを調査するこ
と、人のリスクは、健康診断や体力チェックを通
じて、労働者のリスクがある現状を見つけ出して、
把握することである。
　実際の事例として、茨城県の特別養護老人ホー
ムでは、従来女性介護士２名が 80kg を超える利
用者の介助を行っており、負担が大きかった。そ
こでアーチ形のリフトを導入することで、介助負
担・利用者の心理的な負担双方が軽減したという
事例もあった。
　また、腰痛予防対策のチェックリストを職員に
対して行った結果、介助の姿勢に問題があること
が判明した。そこで、１人で担当していた介助作
業を２人制に改善し、膝パッドを導入することで
膝・腰の負担も軽減した。その結果、半数以上の
職員の腰痛の数値が改善された。こういった作業
姿勢の教育も極めて重要になっている。
　また、株式会社ケーズホールディングスでは、
以前、電子レンジや冷蔵庫の運び方の作業マニュ
アルがなかったため、腰痛を抱える社員もいた。
そこで、適切な持ち方と不適切な持ち方の例の写
真を使ってマニュアルを作成し、安全衛生教育に
活用している。
　リスクアセスメントとは、作業に潜むリスクを
洗い出して、見積もり、優先的に対処するものを
明確にし、リスクを低減する為の措置を検討、実
施することをガイドラインでは求められている。
エイジフレンドリーガイドラインの中でも高齢労
働者が増えていく職場環境の中で、新たなリスク
を発見して解消していくことがポイントになって
いる。
　株式会社カインズでは、パート・アルバイトの
従業員の声が職場環境の改善に繋がるように、危
険箇所などの気づきを社員区分なく行っている。
2 か月に 1 回、気づきを記入するシートを提出し、
整理して会議に諮り、課題を共有して実際に改善
策を実施、本当にできているかチェックをしてい
る。2020 年に店舗安全対策推進室を設立して以
降、事故件数は 219 件から 95 件と大きく減少
した。
　現場で働いている人の声を拾いながらリスクを
見つけて、対策措置を講じていく取組みを進めて



令和 8 年 3 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1987 号

179

いきたい。

説明・報告
産業医需要供給実態調査事業に関する報告
産業医需要供給実態調査事業委員会　一瀬　豊日
　全国に産業医が必要な 50 人以上の事業場は約
14 万あり、積極的に産業医を選任する事業者を
含めると、19 万 8,000 の事業場で約 6 万 2,000
人の産業医が選任されており、年間 2 万の事業
場で 8,000 人の医師が新規着任、そのうち約
2,000 人が、いわゆる初めての産業医というのが
現在の形態である。
　産業医と事業場の産業保健事業についての認識
の差を解消すること、実地研修の実現が困難であ
る地域があること、大企業の中で産業保健サービ
スの展開をより効率化するなど、多様な課題を解
決していくために研究班を結成し、実験事業を実
施した。
　主たる業務内容が産業医である、又は勤務施設
を産業医とする医師は令和４年には 2,000 人を
超えており、増加している。また、２番目に多い
業務内容が産業医である医師も増えているため、
実地研修に協力できる産業医の掘り起こしも可能
と考えられる。
　大企業の分析をすると、50 人未満の事業場で
も 50 人以上と同等の水準で健康管理を提供して
いる企業がある。これはグループ会社に対して本
社が契約してサービス提供をする、本社がグルー
プ規定を策定して実施を勧奨する事例などがあ
る。
　産業医実地研修は、実際に現地で研修するこ
とが最も推奨されているが、広範囲の地域をまた
がっている県など、地域によっては実地研修の開
催が困難ということや、参加できる事業場が少な
いという課題がある。この問題に関して、東北大
学と協力して ICT 機器を使用した研修によるボト
ルネック解消のトライアルを実施した。非常に効
果的な一面がある一方、機器の費用が高額である
こと、機器の画像の管理等に課題がまだある。
　中小企業での活動が低調な理由の調査では、労
働者の産業保健認知が低い、健康管理が不十分、
健康診断の受診率が低いなどの課題が挙げられ

た。以上のようなボトルネックを解消していくた
めに、職場で実際に安全衛生活動を行う、職場巡
視、衛生委員会に参加するなどで労働者のワーク
エンゲージメントを向上させる可能性があるとい
うデータが集まっている。また、健康支援の認知
が高まることで労働生産性損失を低下させること
も指摘されている。

協議
司　会：日本医師会産業保健委員会　堀江　正知
発言者：厚生労働省労働基準局

安全衛生部労働衛生課長　佐々木孝治
　　　　厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長　　　土井　智史
　　　　日本医師会常任理事　　　　松岡かおり
　　　　労働者健康安全機構理事　　中岡　隆志
　　　　産業医学振興財団事務局長　井上　　真
事前に提出のあった質問
埼玉県医師会　地産保の産業医活動支援モデル
事業について、今後の小規模事業場でのストレス
チェック義務化に対応するためにも、小規模事業
場における産業医の選任や登録産業医の充実は不
可欠である。本事業は現時点では単年度の予定と
聞いているが、何年かは継続が必要と考えるが、
いかがか。
佐々木課長　現在 16 の都府県と 30 の地産保
センターで手上げがあり、事業を実施している。
令和 7 年度は 11 月まで募集をしている。令和 8
年度に関しては現在、予算要求を行っている段階
である。

新潟県医師会　厚労省から、小規模事業場へのス
トレスチェック義務化を進めるため、地産保の体
制強化策として 2026 年度予算概算要求に「登録
産業医への謝金増額」を盛り込むことを検討して
いる旨の報道があった。今後地産保が主として役
割を果たしていくために、登録産業医及び保健師
等のスタッフの増員、さらにはセンターそのもの
の体制強化が必要となる。産業医に対する謝金増
額以外の体制強化策をお聞かせいただきたい。
佐々木課長　地産保の体制強化策として、産業医
に対する謝金増額は令和 10 年度の実施を検討し
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ている。引き続き、地産保の体制強化については
予算の中で検討していきたいと考えている。

山梨県医師会　山梨県では小規模事業場が多く、
産業医実地研修先となる事業場が限られており、
実地研修の実施に困難を抱えている。大規模事
業所を有する都道府県医師会の実地研修先におい
て、遠隔参画型の研修としてドローンを活用した
巡視を導入できないか。また、映像を借りて講師
を招き、巡視のポイントを指導する研修を行いた
いと考えているが、実施できる可能性はあるか。
また、映像教材やデジタル教材を組み合わせたハ
イブリッド型産業医研修の仕組みづくりを検討い
ただきたい。
松岡常任理事　現在一部の産業保健総合支援セン
ター、都道府県医師会においてドローンや映像を
活用した研修会が行われている。実際に事業場訪
問を行う研修と併せて、実施を検討していただき

たい。また、既存の映像や各団体が提供する動画
テキストを活用していくことを日本医師会として
検討している。
　実地研修の形態について、事業場訪問による研
修のほか、ディスカッションやグループワーク、
作業環境測定の実施等、受講者が主体的に発言や
体験を行う研修を実地研修として認めている。日
本医師会で一律で開催方式を指定することは困難
であるが、現在ある開催形式を利用してそれぞれ
の地区の実情に合わせた実地研修を行っていただ
きたい。動画教材の提供については検討を行って
いるところである。

山口県医師会メールマガジンのお知らせ

　   山口県医師会では、メールマガジンにより会員の皆様へより多くの情報をお届けいたします。
   ぜひ、ご登録をお願いします。
 　  メールマガジン配信をご希望の方は、①又は②の方法でご登録ください。
 　　　①スマートフォンの方
　　　　右の QR コードからアクセスし、必要事項を入力してください。

 　　　②パソコンの方
　　　　yamajoho@yamaguchi.med.or.jpへメールをお送りください。
　　　　（折り返し、登録に関するご案内をお知らせいたします。）
   ・本メールマガジンは配信専用です。
   ・ご連絡いただきましたメールアドレスは本事業でのみ利用し、他に提供はいたしません。
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令和 7年度 社保・国保審査委員連絡委員会
と　き　令和 8年 2月 5日（木）15：00 ～

ところ　山口県医師会 6階　会議室

[ 報告：専務理事　伊藤　真一 ]

　冒頭、加藤会長より、令和 8年の診療報酬改

定と医療業界を取り巻く環境と医師会の取り組み

に関しての挨拶がなされた。

協議
１　創傷処理（筋肉臓器に達するもの）の査定
について〔山口県病院協会〕
　創傷処理（筋肉臓器に達するもの）が創傷処理

（筋肉臓器に達しないもの）に査定される。

　国保連合会に問い合わせたところ、ホームペー

ジに登載されている「審査情報事例」は、あくま

でも原則認めるものであり、全ての事例を認める

ものではない。

　審査委員の判断で、創傷処理（筋肉臓器に達す

る）手術を施行していないと判断された。との回

答であった。

　今回の事例は、前額部挫創（長さ 10cm 、深

さ骨膜前面に至る。）、頬部裂創（長さ２cm、深

さ真皮に至る。）に対して、創傷処理（筋肉臓器

に達する）を施行。査定理由に納得しかねる（頭

部以外の部位においても同様の査定あり）。

　全事例「筋肉臓器に達する」で算定していない。

月に１例程度の請求で全て査定される。レセプト

審査で診療行為に対して行っていないだろうとの

判断で査定されるのは遺憾である。

【参考】

※支払基金ホームページ「支払基金における審査

の一般的取扱い」掲載

　次の部位に対する K000 創傷処理（筋肉、臓器

に達するもの）の算定は、原則として認める。

頭部・眼瞼

　国保中央会ホームページ「審査情報事例」にも

同様の事例掲載

【厚生労働省通知】「筋肉臓器に達するもの」につ

いては、「単に創傷の深さを示しているものでは

なく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合を

いう。」

　原則として認める。審査委員の判断により手術

記録や症状詳記を求める場合もある。

２　PCI 治療におけるガイディングカテーテル
使用本数〔山口県病院協会〕
　山口県医師会報第 1946 号にて PCI 治療に使用

するガイディングカテーテルの使用本数について

形状が合わなければ 2本まで認めることもある

とされたが、現状では査定されている。どのよう

な基準になっているか示していただききたい。

　原則として、左右の冠動脈に対してそれぞれ 1

本を基準とし、形状が合わなかった場合は片側２

本まで認めることもあるが、注記が必要である。

提出された事例については片側で３本算定されて

おり、２本とした。

３　経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによ
るもの）〔山口県病院協会〕
　高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル

治療（24,720点）において、アテレクトミーカテー

テルで加療後にステント留置すると、ステント留

置術（21,680 点）に査定されている。どのよう

な基準で査定されるか示してほしい。

　当事例については「経皮的冠動脈形成術（特殊

カテーテルによるもの）１高速回転式経皮経管ア

テレクトミーカテーテル」の算定は認められるが

症状詳記の記載が望ましい。
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４　 腹腔鏡から開腹へのコンバージョンに対す
る算定について（社保）〔山口県病院協会〕
　当院では、腹腔鏡の時間が全体手術の半分程度

の時間を費やし、やむを得ず開腹へコンバージョン

した場合は、腹腔鏡下手術で算定している。本

症例は、腹腔鏡に係る時間が少し短いが、十分な

時間を費やしており、症状詳記の内容からも腹腔

鏡で腹腔内の確認のみを行い、開腹へコンバー

ジョンした症例ではない。腹腔鏡から開腹へのコ

ンバージョンに対する算定については、以下の①

又は②のどちらが該当するのか。

①完遂した術式で算定（開腹での請求以外認めない）

②場合によっては腹腔鏡での算定を認める。この

場合は、どうような場合が認められるか。

　②原則として、腹腔鏡下手術の算定を認めるが、

症例により手術・麻酔の時系列での経過時間や手

術記録・症状詳記を求める場合もある。

５　骨内異物除去術の査定〔山口県病院協会〕
　他院で右中指伸筋腱断裂にて腱縫合術 +DIPJ

固定術を施行し、当院で骨内異物（挿入物を含む）

除去術を施行した。手術記録を記載したが、創傷

処理（筋肉、臓器に達する）に査定となった。ご

検討いただきたい。

　骨内異物（挿入物を含む）除去術の算定は認め

られない。

６　免疫チェックポイント阻害剤による irAE 心
筋炎のスクリーニング検査について

〔山口県病院協会〕
　免疫チェックポイント阻害剤による irAE 心筋

炎のスクリーニング検査は、早期発見と重症化防

止のために重要である。免疫チェックポイント阻

害剤による irAE 心筋炎のスクリーニング検査と

して心筋トロポニン I を実施（ECG 未実施）した

場合、以下の①～③について、保険請求は可能か。

①心筋炎病名をつけた場合

②コメント対応（免疫チェックポイント阻害剤に

よる irAE 心筋炎のスクリーニング検査実施）

③必ず ECG の実施が必要

　免疫チェックポイント阻害剤が投与されてお

り、薬剤性心筋炎の疑い病名が付されていれば、

投与開始から３か月間に限り、ECG 未実施での

心筋トロポニン I 又は心筋トロポニンＴ（TnT）

のいずれか１項目の算定を認める。投与開始から

３か月経過後は、症状により適宜判断する。

７　手術予定以外の入院における核酸検出検査
の査定〔山口県病院協会〕
　当院では入院前に感染防止の観点から SARS 、

COV で核酸検出検査を必ず施行している。手術

予定以外の入院は 5類へ移行された後より、査

定対象となっているので、ご検討いただきたい。

　入院前、手術前ともにスクリーニング検査では

認めない。新型コロナウイルス感染症を疑う症状

がある場合に限り算定を認める。
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８　悪性リンパ腫病名について〔山口県病院協会〕
　悪性リンパ腫の患者で骨髄穿刺をした際に、必

ず悪性リンパ腫骨髄浸潤、又は悪性リンパ腫骨髄

浸潤疑いの病名を付けないといけないのか、一般

的な見解を求める。

　悪性リンパ腫の傷病名で認める。

９　特別食加算の算定について〔国保連合会〕
　特別食加算については、厚生労働省通知におい

て、「手術前後に与える高カロリー食は加算の対

象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後に

おいて胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、

特別食の加算が認められる。」と示されているが、

以下の傷病名等に対する特別食加算の算定が認め

られるか、協議願いたい。

①大腸癌術後

②食道癌術後

　①②とも特別食加算の算定を認める。

10　｢タリージェ錠｣の適応について〔支払基金〕
　タリージェ錠の添付文書の効能・効果は「神経

障害性疼痛」のみである。

　平成 23 年 7月 14 日開催の社保・国保審査委

員連絡会で「リリカ」の適応について整理された

が、「タリージェ錠」の適応についても「リリカ」

と同じ取扱いでよろしいか協議願いたい。

　適応となる「神経障害性疼痛」は、リリカと同

じ取扱いとする。

11　骨内異物（挿入物を含む）除去術等の取扱
いについて〔国保連合会〕
　骨内異物（挿入物を含む）除去術の留意事項

に「鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、

J000 創傷処置、K000 創傷処理又は K000-2 小

児創傷処理の各区分により算定する。」とあるが、

次の１から 7について骨内異物（挿入物を含む）

除去術を認めるか、協議願いたい。

１　小児橈骨・尺骨骨幹部骨折に対して骨折経

皮的鋼線刺入固定術を施行し、骨癒合術後に全

身麻酔下にキルシュナー鋼線の抜去を行った。

（5,200 点）

２　末節骨骨折、骨性マレット指に対する経皮

的鋼線刺入術後、２か月で鋼線抜去を行った。

（3,620 点）

３　手指関節固定術（鋼線・銀線を使用）した場

合の鋼線除去手術を行った。（3,620 点）

４　橈骨遠位端骨折での鋼線を使用した観血的整

復固定術後の鋼線除去手術を行った。（5,200

点）

５　手指靭帯再建術、関節脱臼整復術など関節の

一時仮固定に鋼線を使用し、術後４か月で鋼線

除去手術を行った。（5,200 点）

６　膝蓋骨骨折に鋼線にて観血的整復術を行い、

術後６か月で鋼線除去手術を行った。（3,620点）

７　足部リスフラン関節脱臼骨折に対して観血

的整復術を行い、術後４か月で鋼線除去手術を

行った。（3,620 点）

　全国統一基準に至っていないので、山口県での

暫定基準として請求の参考とする。全国統一基準

が示された場合は全国統一基準の取扱いによる。

　１、２、４、５　認めない。創傷処理で算定。

　３、６　骨内異物（挿入物を含む）除去術を認

める。

　７　手術記録を添付の上、その内容により判断

する。
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令和 7 年度 郡市医師会令和 7 年度 郡市医師会
学校保健担当理事協議会 ･ 学校医部会合同会議学校保健担当理事協議会 ･ 学校医部会合同会議

と　き　令和 7年 11 月 13 日（木）15：00 ～と　き　令和 7年 11 月 13 日（木）15：00 ～
ところ　山口県医師会　6階「会議室」ところ　山口県医師会　6階「会議室」

開会挨拶
加藤会長　学校保健に関しては、令和 7 年 8 月
21 日、KDDI 維新ホールで中国地区学校保健研
究協議大会を開催し、3 日後の 8 月 24 日に山口
グランドホテルで中国地区学校保健・学校医大会
を 10 年ぶりに現地開催した。本日は報告等を含
め多くの議題があるので活発な討論をお願いした
い。子どもたちの健康を守ることと同時に子ども
たちに健康リテラシーをつけてもらうことも大事
だと思っているので、皆様方の今後のご活躍を期
待している。

協議事項
１．令和 7年度中国地区学校保健・学校医大会
について
河村　本大会は毎年中国 5 県が持ち回りで開催
しており、今年度は山口県が当番となり 8 月 24
日（日）に山口グランドホテルで開催し、69 名
の方に参加いただいた。中国 5 県からの研究発
表と瀬川記念小児神経学クリニックの星野恭子 
先生、日本医師会の渡辺弘司 常任理事の特別講
演を行った。
　研究発表では、鳥取県から「鳥取県における
電子メディア利用教育啓発の推進」で、鳥取県で
は平成 19 年度からメディアの接し方啓発推進事
業を開始し、鳥取県ケータイ・インターネット教
育推進員を養成し、児童・生徒を対象とした啓発
事業の実施と教職員研修及び保護者等研修を行っ
てきた。また、鳥取県子どものインターネット利
用教育啓発推進協議会を設立して、PTA に向け
た電子メディア機器とのより良い付き合い方に関
する啓発などに取り組んできた。鳥取県教育委員
会では、メディアリテラシー等について専門知識
を持ったデジタル・シティズンシップエデュケー

ターを養成し、県内の学校に派遣しているという
報告があった。
　2 番目が島根県から「安来市就学前健康診断に
おける音声言語検診の取り組みについて」で、音
声言語検診を 2 年前から安来市では就学時健診
に取り入れている。市内で多くの言語聴覚士（ST）
のいる病院にお願いして、ST 中心の小児構音障
害リハビリテーションチームを立ち上げて、令
和 5 ～ 6 年の 2 年間で就学時健診の実施人数が
250 人、音声言語検診の有所見者の割合は 11 ～
12% で男子が少し多い傾向があった。測音化構
音や吃音などの症例提示があった。
　3 番目が岡山県から「岡山県聴覚障害児支援中
核機能強化事業の 3 年間の成果と今後の展望」で、
岡山大学の先生から報告があった。コロナ禍では、
令和 3 年度に厚労省から聴覚障害児支援中核機
能モデル事業の体制が提唱され、岡山県は令和 4
年度に参画した。難聴児の通園施設のある岡山か
なりや学園がハブになり、各ろう学校、学校と連
携して家族に対しても支援をしていく形で開始し
た。実施内容としては、連携事業、家族支援事業、
巡回支援事業研修授業などを行っているという報
告があった。
　4 番目が広島県から「広島市学校保健会のあゆ
み」で、広島市では昭和 34 年に学校保健委員会
が設立されたが、平成 26 年に組織役員の推進化
を図って専門委員会を 7 部門として専門医を配
置した。内科的疾患対策委員会、アレルギー疾患
対策委員会、視力対策委員会、耳鼻咽喉科保健対
策委員会、歯科保健対策委員会、学校環境衛生
対策委員会、こころの健康対策委員会の 7 つの
部門を立ち上げた。それによって会議の調整がス
ムーズになって意見交換が活発になった、専門性
の高い協議が行われるようになった、という報告

[ 報告：常任理事　河村　一郎 ]
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があった。
　山口県からは、私が「山口県における健康教育
の実際」について、現在どのような健康教育が誰
によって、どのように、どの程度行われているか
を調査して報告した。
　特別講演では、星野先生に睡眠について講演い
ただいた。寝るのが遅いと、引きこもり、身体的
な訴え、不安・抑うつ症状や非行的行動が増え、
自己肯定感が下がること、平日に眠らず土日で爆
睡する社会的時差ボケを生じている中学生は、イ
ライラ、睡眠不足感が増すという報告もある。治
療として、寝ようと思っていても眠れない子には
メラトニン製剤や抗不安薬を使う、早く寝るが起
きられない子には起立性調節障害の治療のほか、
入眠前のアリピプラゾールの少量投与も有用であ
るという講演があった。
　2 番目に日本医師会常任理事の渡辺先生から

「学校保健の現状と課題」について講演いただい
た。文部科学省では令和 7 年度から学校健診の
見直しを行うため、「学校における持続可能な保
健管理のあり方に関する調査委員会」を設置して、
学校健康診断の検査項目の意義やプライバシーへ
の配慮等の保健管理、教職員の負担、学校医の確
保などについて 3 年間かけて検討することとなっ

ている。日本医師会では学校健康診断を再検討
するワーキンググループを立ち上げて、前述の調
査委員会と情報共有しつつ、耳鼻科・眼科の学校
健診における課題、脊柱側弯症検診における機器
導入、学校健康診断情報管理体制について検討を
行っているという講演があった（詳細は山口県医
師会報令和 7 年 10 月号参照）。

２．令和 7年度中国四国医師会連合総会第 4分
科会について
河村　9 月 27 日に山口県が当番で開催した中国
四国医師会連合総会分科会における学校保健関
連項目について報告する。以前は中国四国学校保
健担当理事協議会という名称で単独開催していた
が、昨年の岡山開催より中国四国医師会連合総会
の分科会の一つとして行われ、今年度も同様の形
で行った。渡辺日医常任理事にコメンテーターと
して参加いただいた。
　脊柱側弯症検診については、愛媛県・徳島県・
香川県ではかなり検査機器の導入が進んでいる
が、他の県ではまだあまり導入されているところ
はない。徳島県では小学校 5 年生、中学 1 年生
の男女を対象として実施し、4.8% が側弯症とし
て診断されたが、視触診による 0.4% と比較とし

*

*

*

*
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て約 10 倍上昇したとの報告があった。現在、脱
衣で測定しているところが多いが、着衣で検査可
能な廉価の検査機器も開発されている。渡辺日医
常任理事からは機器ごとに有病率の違いがあり、
今後検証が必要という意見があった。
　学校医不足の問題については、地方ではかなり
深刻になっていると思うが、島根県から学校医の
高齢化、若いドクターにコスパ・タイパの悪い学
校医の仕事が嫌遠されていることや、訴訟リスク
のある側弯症検診、そのほか女子生徒の診察、成
長曲線の判定、職員のストレスチェックなど学
校医の負担になっていること、耳鼻科、眼科は学
年を絞って健診していることについて報告があっ
た。渡辺日医常任理事からは、文部科学省では
検討会を設置して今後、健診項目などについて 3
年間かけて検討することと、耳鼻科では重点的健
診という何学年かに健診を行うものや、眼科では
問診によるスクリーニングを行っているところも
あるとの報告があった。勤務医の先生に関しては、
文科省に疑義照会を行い、勤務医個人ではなく施
設と教育委員会が契約を結ぶことによって勤務内
に学校医の仕事をできるようにして負担を軽減す
ることができるように対応している。
　不登校児への対策では、現在どの県でも小中学
校では校内サポートルームを設置しているところ
が多く、山口県でも令和 5 年度から中学校に設
置が進んで成果を上げているとの報告をした。
　学校健診後の受診勧奨とフォローアップ体制の
課題では、渡辺日医常任理事から現在、学校健診
の精密検査受診率は心臓検診が 90% 以上、腎臓
検診が 60% 程度、肥満検診が 30% 程度、運動器
検診が 40% 程度となかなか受診率が上がらない
が、児童・生徒・保護者への啓発は必要であるこ
と、熊本県では受診率が高く、養護教諭との連携
が充実しているという話があった。
　思春期女子児童の診察について、岡山県では保
護者から県教委に「内科健診でなぜ服を脱がない
といけないのか、脱衣しなければならないのであ
れば診療所で個人的に受ける」という意見があっ
た。渡辺日医常任理事からは、保護者に健診項目
の必要性について理解を求めることと、学校と学
校医の情報共有が大事という話があった。

　学校心臓健診における小学 4 年生の対象拡大
について、島根県では現在、小学校 4 年生全員
に心電図を検査しているが、渡辺日医常任理事か
らは全国的に拡げるためには有効性、エビデンス
が必要という話があった。
　日医への要望の中で、保護者や児童生徒に対す
る学校健診の意義の徹底についての要望があった
が、茨城県医師会、大阪府医師会では学校健診の
意義について作成した動画をホームページで公開
しており、それを参考にしていただくとよいと渡
辺日医常任理事から意見があった（詳細は山口県
医師会報令和 7 年 12 月号参照）。

３．三師会と県教育庁との懇談会について
河村　令和 5 年度より本会・歯科医師会・薬剤
師会と教育庁との懇談会を開催しており、令和 7
年は 9 月 12 日に 3 回目の懇談会を開催した。
　県医師会からの提出議題としては、特別支援学
校を障害のある子どものための福祉避難所に指定
する取組みへの協力を要望し、県教育庁から、特
別支援学校の福祉避難所への指定促進は非常に重
要だと認識していること、現在、岩国・防府・下
関・萩の 4 つの総合支援学校を福祉避難所とし
て指定しており、田布施・宇部・下関南の各総合
支援学校についても指定に向けて検討していると
いう回答があった。続いて、プレコンセプション
ケアの啓発について要望したが、外部講師による
講演等に加えて、産婦人科医会等と連携した個別
指導の実施など子どもの性と健康に関する普及啓
発・相談支援の取組みの充実を図っていきたいと
考えているという回答があった。そのほか、がん
教育を推進するための教材を活用した子宮頸がん
の授業についても要望した。
　県薬剤師会からはオーバードーズの現状と課題
について報告があったが、岩国市で中学生にアン
ケートを行ったところ、オーバードーズをしたこ
とがあるという回答が約 2 割あったという報告
などがあった。

４．学校研修会・学校医部会総会について
河村　令和 7 年度の学校医研修会は、6 月 1 日
に開催し、川崎医科大学眼科学 2 教授の長谷部 
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聡 先生に「子どもの近視とその予防」について
講演いただいた。
　令和 8 年度の研修会については、令和 8 年 6
月 21 日（日）に山口県医師会 6 階会議室で開催
させていただく。本会学校医部会で協議の結果、
学校保健と災害医療をテーマとして、石川県のま
るおかクリニック院長の丸岡達也 先生に講演い
ただく予定となっている。予防接種医研修会では

「Vaccine hesitancy について」と題して、大阪府
のふじおか小児科の藤岡雅司 先生に講演いただ
く。学校心臓検診精密検査医療機関研修会は現在
検討中である。

５．学校産業医について
河村　本会から提出した令和 8 年度県の施策・
予算措置に対する要望のうち、学校保健に関する
要望「産業医資格を有する者による教職員の健康
管理の推進について」を報告する。
　山口県では多くの学校において児童生徒の健康
管理を担う学校医が教職員への健康管理を行う学
校産業医を兼務している。また、教職員 50 人未
満の学校では、産業医設置が努力義務であるため、
産業医資格のない医師も学校医の職務として教職
員の健康管理を担っている現状がある。厚労省か
ら法律の一部改正があり、「職場のメンタルヘル
ス対策の推進」として、50 人未満の事業所につ
いてもストレスチェックの実施が義務となり、今
後 3 年以内に 50 人未満の学校においても義務に
なり、学校医への負担が増えてくるのではないか
と思われる。学校医とは別に学校産業医（山口県
では「学校管理医」と称する）を設置してもらえ
ないかというのが医師会からの要望事項である。
また、現在、学校管理医の報酬が広島県、岡山県
とかなりの額差があり、産業医としての適切な業
務の提示と報酬の支払いにより、現在の曖昧な教
職員健康管理の実態を改善したいということで要
望させていただいている。

県教育庁　学校産業医については、学校安全・体
育課の所管ではないため回答できない。

河村　地域によっては学校医自体の数が少ない

のでできるところとできないところとあると思う
が、今後検討いただき、報酬についても考慮いた
だきたい。

県教育庁　資料は持ち帰って教育庁内で共有して
おきたい。

６．学校保健担当理事、学校医部会委員からの
意見・質問について
（1）学校保健に関する地域や意見での取組みに
ついて
藤原委員　防府医師会では学校保健研修会を開催
しており、今年は口腔機能発達不全症について、
子どもの口の発達を優しくサポートするとして、
防府リョーマデンタルクリニックの吉田先生、起
立性調節障害について、特に朝起き不良の考え方
として、山口赤十字病院の大淵先生に講演いただ
いた。参加者は合計 56 名で、主には養護教諭だが、
PTA、校長、教頭、園長先生にも参加いただき、
毎年開催している。

（2）学校保健に関する県教育委員会への質問に
ついて
〇子どもの AED 講習について
藤原委員　先日、山口市医師会で行われた小児救
急の研修会で、埼玉では学校の先生や保護者が倒
れたときに子どもたちが助けたという話を聞いた
ので、山口県内でもそういうことが果たしてどの
程度可能性があるのだろうかと思った。子どもた
ちへの講習はどの程度されているのか。

県教育庁　各学校の保健体育の授業の中で、発達
の段階に応じて学習をしている。小学校では怪我
などの簡単な手当ての知識及び技能、中学校では
心肺蘇生法などの応急手当の知識及び技能、高等
学校では障害や疾病の悪化の軽減、正しい手順や
方法、応急手当の速やかな実施などを学んでいる。
授業以外でも消防署などから専門の講師を招いて
児童生徒を対象とした AED の講習会を実施して
いる学校もあるが、正確な学校数や実施回数につ
いては把握していない。
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田原副部会長　さいたま市では 58 の市立学校の
正門あるいはその付近に AED を 24 時間使える
ように設置しているという報告もあった。今後の
検討課題に挙げていただければありがたい。

県教育庁　子どもたちへの救命教育や AED がど
こにでもある状態についてだが、県内の養護教諭
を対象とした山口県養護教諭研究協議大会で令
和 5 年度に公益財団法人日本 AED 財団理事長の
三田村秀雄 先生に「学校での心臓突然死ゼロを
目指して～もし児童生徒が心停止になったら～」
という講演をいただき、子どもたちへの救命教育
は重要であること等について教えていただいた。
県立学校については全ての学校に AED を設置し
ている。

田原副部会長　学校に備えてある AED を 24 時
間使える体制になっているか。

県教育庁　学校も鍵が閉まって警備がかかるよう
になっているので、24 時間学校の AED が使用で
きる状況については課題が多い。

田原副部会長　さいたま市では校門の外に設置し
て 24 時間使えるようになっている。将来的な方
策として検討いただければありがたい。

池田委員　徳山医師会では小学生を対象とした
AED 講習会を毎年開催しており、毎回募集すれ
ばすぐに 100 名程度の定員が埋まっている。地
域でもそういった活動を積極的にした方がよいの
ではないかと思う。

○教職員のメンタルヘルスについて
岩崎委員　ストレスチェックは教職員数に関わら
ず行われていると伺っている。メンタルを理由に
離職あるいは休職を余儀なくされる職員数の状況
はどのようになっているか。現段階での県の取組
みとして、相談先のフローはどうなっているか。

県教育庁　県立学校においては、毎年度教職員に
対し、定期健康診断及びストレスチェックを実施

し、また年度当初にはメンタルヘルス・ポケット
ブックを配布し、心身の健康管理を行っている。
メンタルヘルス・ポケットブックには心の健康相
談利用券を付しており、専門医や心理士等の相談
機関約 90 か所から自分で選び相談することが可
能となっている。利用履歴は県教委においては把
握しておらず、教職員が安心して気軽に利用でき
る仕組みを構築している。
　県立学校においては、メンタル不調を理由に
病気休暇や休職となった教職員について、それら
がほとんど復帰して勤務している状況である。各
校において管理職面談や普段の声かけ等により教
職員個人の悩みや相談を聞く場を持ち、随時対応
している。また、相談窓口として教職員健康管理
センターを設置し、保健指導員による相談を行い
心の健康相談ホットラインによる電話相談、面談
による心の悩みや健康についての相談に対応して
いる。

○プレコンセプションケアについて
江本委員　県で思春期保健に関するリーフレッ
トを作成しているので紹介する。プレコンセプ
ションケアは、将来、妊娠・出産を望んだ場合に
健康な体であるように、若いときから健康に気を
つけましょうというコンセプトのものだが、どう
しても女性中心のものが多い。やはり男女あって
の妊娠・出産なので、男児についても精索静脈瘤
など思春期以降増加する病気があることを啓発す
べきと考え、リーフレットに加えていただいた。
　現状としては、男性不妊症の原因として最も多
いのが精索静脈瘤と言われている。思春期以降、
10 ～ 15 歳ぐらいまでの男児の約 15％程度には
精索静脈瘤があるのではないかと言われており、
成人してもパーセンテージがあまり変わらないと
いうことで、自然治癒はなかなかなく、そのまま
持ち越しているのではないかというのが現状であ
る。
　男女の思春期早発症や女児の月経関連のトラ
ブルについては、学校健診の中では問う内容では
ないが思春期保健としては重要である。宇部市で
は教育委員会の協力を得て、家庭でできるセルフ
チェックシートを 2 年前から継続して学校で配
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布してもらっている。セルフチェックシートを元
に病院を受診してくれる子どもがこの 2 年で増
えている。
　精索静脈瘤についても思春期に自分で異変を感
じていた子どもの調査をすると 9 割以上が誰に
も相談できなかったという報告もある。学校健診
の中で見つけるものではないので、保護者含め本
人に精索静脈瘤という病気があるということを学
校や小児科の先生たちに外来を通して情報発信を
していけたらと思っている。山口大学泌尿器科の
白石教授は、中国地方で唯一の男性不妊症の専門
医で、このあたりに力を入れておられ、自分もや
りたかったことなので、もし情報発信の内容など
協力できることがあれば自分もリーフレットなど
の作成に協力したいと言っていただけた。

河村　学校健診では難しいと思われ、10 代の男
子になると診療所でもなかなか見せたりすること
がないので、チェックリストがあるとすごく助か
ると思う。

江本委員　チェックポイントとしては 90％以上
が解剖学的に左側に出るということが一つ、両側
性の子もいるが左陰嚢の左右差が明らかに出て腫
れていないかということと、鼠径部、足の付け根
が静脈瘤なので、子どもたちが表現するのは、何
かモコモコしたものがあると表現するということ
で、そういったものがないかお風呂に入ったとき
などに見て、といった発信の仕方でよいかと思っ
ている。

河村　宇部市にはそういったチェックリストがあ
るのか。

江本委員　まだ作っていないが、今後学校での配
布などが許されるなら作っていけたらと考えてい
る。少子化は山口県も深刻だが、不妊症の原因に
もなることと、白石教授が言われているのが、生
殖年齢が終わった 50 代後半から 60 代の男性を
700 人程度調査し、精索静脈瘤がある人とない
人とを比べると、1 人目のお子さんの妊娠率はあ
まり有意差がなかったが、2 人目、3 人目につい

ては、実際に子どもを 1 人以上望んでいたが自
然妊娠した数に明らかに有意差があり、2 人目以
降の不妊症に関係しているのではないかというこ
とで、これを早くに見つけて治療することが、将
来の少子化対策にもなるのではないかと伺ってい
る。

河村　チェックリストができたら、この会で披露
いただければと思う。

〇インクルーシブ教育について
池田委員　教育委員会からインクルーシブ教育に
ついての資料が配布されたので紹介したい。
　まず教育支援委員会の役割や実際の判定の流
れ、障害のある児童生徒の就学先決定の流れ、特
別支援学校、特別支援学級、通級による指導の対
象になり得る障害の種類と程度が書かれている。
要はどの程度の障害があれば支援学校なのか、あ
るいは支援学級、通級、通常になるのかという障
害ごとの判定基準が書かれている。
　聴覚障害では、特別支援学校は両耳の聴力レベ
ルが概ね 60dB 以上の者のうち、補聴器等の使用
によっても通常の話声を介することが不可能又は
著しく困難な程度、支援学級は補聴器等の使用に
よっても通常の話声を解することが困難な程度の
ものといった基準がある。
　知的障害では、知的障害の診断だと通級指導の
判定が出ず、支援学校か支援学級になる。自閉症
の診断だけでは支援学校には該当しないが、なぜ
自閉症の子たちが支援学校に行っているのかとい
うと、自閉症と知的障害の２つの診断名がついて
いるから支援学校の判定が出ている。当然、実際
には教育委員会の先生方が診断書とは違ったこと
であっても、その子のことを考えて判定を出して
いるので、必ずしも診断が全てではないが、逆に
医師の診断書はそれだけ重たいことであるため、
特に診断書を書かれる先生方はこういった判定の
基準を知っておいた方がよいと思い紹介した。

藤原委員　田原副部会長から質問を預かっている
ので代読する。女子の ADHD に関して不注意優
勢になる傾向があるが、月経気分不快障害、感情
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制御などからより注意深く見る必要があるのでは
ないか。また、すべての児童生徒の問題行動の背
景に逆境体験、虐待、ネグレクト、家族のアルコー
ル中毒、DV、離婚などが存在することをチェッ
クする必要があるのではないか。

青島委員　女子の ADHD に関しては多動があま
り目立たず、学校生活などで問題が明るみに出に
くいため、実は苦労している子が多いと言われて
いる。女子のADHDをどうやって見つけていくか、
その困難さをどうやって拾っていくかはひとつの
課題である。ADHD は衝動性の問題があるので、
自傷する子どもや過食の子どものなかにも結構い
る。気分のアップダウンがあるが、よくよく聞い
ていくと ADHD なのではないかという子どもに
もたくさん出会う。月経に関しては、ADHD であ
ろうがなかろうが、思春期年代の女子はホルモン
の変動が情緒にも非常に関係するし、当然 ADHD
タイプの子どもは情緒が不注意症状にも影響を及
ぼすので、関連性はあると言えると思う。月経に
関する困難は思春期の子どもたちにとって大きな
問題なので、注目していきたいテーマだと思う。
　逆境体験は子どものメンタルヘルスにおいて、
精神科医療でもとても大きく注目されているとこ
ろだと思う。大人でパーソナリティ障害と診断が
つくような人たちも、もしかしたら逆境的な育ち
があるのではないかとか、虐待をする親にもやは
り逆境的な体験があって、自分の養育体験が子ど
もの養育にも影響しているのではないかというこ
ともたくさんある。それを言うと、ほとんどの精
神障害において逆境的な体験が関連しているので
はないかと思って見ていく必要があり、子どもの
メンタルヘルスを見ていく上でも重要である。学
校健診後の受診率という話が以前の会議でもあっ
たが、受診率が上がらない背景には子どもの環境
のベースである家庭の課題もあると思う。
　教職員の先生方のメンタルヘルスについて、私
はとても関心があり、先生方が抱えているスト
レスがいかに大きいかを考える。そして忙しい方
が多いのでおそらく精神科受診のための利用券を
持っていてもクリニックに来られない、行けない。
しかも、真面目な先生方ほど教職にある自分が

メンタルヘルスで病んでよいのかとか、待合で知
り合いに会うのではないかとか、そういうことで
も悩み行きにくい、行けないといった話も伺う。
先生方のメンタルヘルスをどう支えるかは重要な
課題と考える。先ほどの逆境体験という話でいく
と、どうしても逆境的な育ちをする子たちはいる
わけで、もちろんそれを減らしていくのは重要だ
が、それは例えば、周産期の時点から母子それぞ
れのメンタルヘルスを見ていくということだと思
うし、逆境体験のある子どもたちをどうやってケ
アをしていけばよいのかという点においては、再
トラウマをいかに防ぐかというトラウマケアの観
点がとても重要になる。再トラウマを防ぐという
のは、また傷つく、また同じような目に遭ってし
まうことを防いでいくということだが、学校現場
がどれだけ安心な場か、学校がどれだけ情緒的に
支えてあげられるか、そういうことになってくる
ので、そこで先生方に期待することは大きいが、
そういったことまで先生が背負っていくのはとて
も大変だと思う。先生方がメンタル的に満ちてお
られることがとても重要であり、職員室など教職
の方々で作られるチームや、全体集団のメンタル
ヘルスといったことまで影響が及んでいく。そう
いった観点で例えばスクールカウンセラーの方の
なかに職員室全体のメンタルヘルスを見ることが
できる人がいたりすると、とても心強いことだと
思う。

江本委員　ひと昔前、月経前症候群（PMS）は
30 代半ばで子どもを 2 人ぐらい抱えていて、子
育てをしながら家事をしてというストレスを背景
に出る月経前の不調と教科書的に書いてあったと
思うが、今はとても若年化してきており、小学生
で初経が 1 回来ただけでも、PMS を疑い、お母
さんに促されて受診する子もいる。
　マスコミや雑誌も PMS について発信しはじめ
たので広く認知されてきているが、お子さんや
自身のメンタルな不調や社会的（学校や職場、人
間関係など）にもうまくいかない原因が月経で
はないか？と考えるお母さんや若い女性が実際
増えている。排卵が起こることで、月経前のホル
モンバランス上、周期的に生じるさまざまな不調
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が PMS であることから、婦人科では治療として、
排卵を抑えるピルを使うことが一般的である。最
初はピルを飲んだという安心感からか、とても良
くなったと言う方でも、しばらく継続していると
また調子が悪くなったと言う方が結構おられる。
つまり、PMS は必ずしも月経だけが原因でなく、
自身の性格や、背景に抱えている精神的なスト
レス、環境などさまざまな因子が複雑に関与して
いる場合が少なくないと思われる。例えば恋人と
別れると、PMS 症状が増悪するケースや、自傷
行為を繰り返すなど希死念慮を抱くケースもあ
る。小児期の虐待経験や、不登校、複雑な家庭環
境の増加とともに、単純な PMS ではない子がか
なり増えてきている印象である。

７．学校医活動記録手帳について
河村　学校医活動の記録の令和 6 年度集計結果
を報告する。令和 6 年度は 524 冊配布し、248
枚の提出があり、提出率は 47.3% であった。提
出数 248 に対して回答数合計は 646 だが、これ
は令和 2 年度から一枚の記録表に複数校分の記
録を記入する形式となったためで、646 は学校
医の担当している学校数を示す。
　また、現在、県医師会では財政状況を踏まえて
事業の見直しを行っており、学校医活動記録手帳
の今後について協議いただきたい。この記録手帳
は、平成 20 年度から徳山医師会で使用されてい
たものを、平成 24 年度から山口県医師会で発行・
集計を行うようにしたもので、活動を記録するこ
とで、自身の活動の振り返りに役立てていただく
ことと、記録の集計により県内学校医の活動状況
を目に見えるものとすることを目的としている。
現在は本会で作成した記録手帳を年度始めに各郡
市医師会を経由して学校へ配布し、学校医の先生
方には随時活動を記録していただいた上で次年度
記録を提出いただく形で運用している。ここ数年
の回収率は 40％台で、集計結果は学校医部会役
員会及び本日の郡市医師会学校保健担当理事協議
会で共有している。

　県医師会から例えば医師会ホームページに公開
してダウンロード形式にして利用いただくという

案や、発行終了するという案も提示したが、出席
した学校医部会役員、各郡市担当理事の皆様から、
記録手帳の役割は終わったと思われ、今後はダ
ウンロード形式としてよいのではないかという意
見をいただいたことから、今後、県医師会で検討
することとなった。

８．令和 6年度学校検尿集計結果について
河村　山口県教育委員会では毎年、学校検尿の結
果を集計しており、今年度の結果を提供いただい
たが、精密検査受診率が伸びたという印象を持っ
た。前年度は小学校で 6 割程度の受診率だった
かと思うが、令和 6 年度は小学校で 72.1% であっ
た。

９．その他
〇本県の施策に係る課題の共有について
県教育庁　山口県教育振興基本計画の推進指
標では、肥満傾向児の出現率は令和 3 年度小 5
男女の出現率を基準値としており（小 5 男子
11.42%、小 5 女子：8.09%）、令和 9 年度の目
標値を小 5 男子：9.0%、小 5 女子：6.0% とし
ている。計画 2 年目である令和 6 年度には、小
5 男子 16.39%、小 5 女子 10.50% と進捗が大幅
に遅れている状況となっている。
　生活習慣の変化の影響などが要因として考え
られることから、健康診断結果を踏まえた個別指
導、望ましい生活習慣の定着に向けた健康教育の
充実、生活の中で運動に親しむ習慣をつくるなど
の取組みを進めているところだが、課題として共
有させていただく。
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令和 7 年度 山口県医師会県民公開講座令和 7 年度 山口県医師会県民公開講座
と　き　令和 7 年 12 月 7 日（日）13：00 ～ 16：05と　き　令和 7 年 12 月 7 日（日）13：00 ～ 16：05

ところ　山口県総合保健会館 2 階「多目的ホール」ところ　山口県総合保健会館 2 階「多目的ホール」

　令和 7 年 12 月 7 日（日）、山口市の山口県総
合保健会館の多目的ホールで県民公開講座を開催
した。
　加藤会長の開会挨拶の後、第 16 回フォトコン
テストの表彰式が行われ、その後、審査委員長の
下瀬信雄  様による講評が行われた。
　今回の県民公開講座は最初に産業医科大学の
大和 浩 教授に禁煙に関する講演をしていただい
た後、特別講演としてテレビでも活躍されている
髙嶋弘之 様に講演いただき、多数の参加があっ
た。

講演
紙巻きタバコ、加熱式タバコ、電子タバコの　
　　違いとそれをやめる方法・やめさせる方法
　産業医科大学産業生態科学研究所

健康開発科学研究室  教授　大和　　浩
はじめに
　2005 年、日本循環器学会や日本呼吸器学会、
日本口腔衛生学会など９つの医歯学会が合同で作
成した「禁煙ガイドライン」において「喫煙は“喫
煙病（依存症＋がん、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病
など）”という全身疾患であり、喫煙者は“積極
的禁煙治療を必要とする患者”」「喫煙すること自
体が病気」と定義され 1）、翌 2006 年から禁煙治
療に公的医療保険が適用されることになった。仮
に、「嗜好品」であれば、医療保険が適用される
はずがない。ちなみに、広辞苑第７版でも「嗜好
品」から「タバコ」は削除され（2018 年）、ウィ
キペディアでは自分でコントロールすることがで
きない「嗜癖品」として扱われている。

I．タバコに起因する２つの依存
　タバコに対する依存性は、①「ニコチンに対す
る身体的依存」、②タバコがないと物足りないと
感じる「心理的依存」の２つが強固に結びつくこ

とで禁煙を困難にしている。
　筆者もかつて典型的な「タバコ依存」の患者で
あった。浪人時代に喫煙を始め、大学時代にやめ
られなくなり、呼吸器内科に入局しても禁煙でき
ず、教授に隠れて、喫煙できる循環器内科の医局
に行って吸うほど重症の患者であった。今思うと、
口臭や衣服についたニオイ（三次喫煙）で教授に
は私が喫煙者であること分かっていたはずである
し、当時の循環器内科の非喫煙者に対して受動喫
煙の加害者になっていたことを猛省している。

1）ニコチンに対する身体的依存
　図１はフィリップモリス社による自社製品の紙
巻きタバコ（マールボロ）と後述する加熱式タバ
コ（アイコス）を喫煙した場合の血中ニコチン濃
度の推移である 2）。いずれも、8 分後に最高値と
なり、その半減期は約 2 時間であることが示さ
れている。筆者がかつてそうであったように、喫
煙者は一定レベルの血中ニコチン濃度を維持する
ために頻回にニコチンを補給せねば平静を保つこ
とができない。つまり、「依存」という観点から
は加熱式タバコも同様であり、加熱式タバコの使
用者もニコチン依存症として禁煙治療が必要であ
り、医療保険も適用される。

　　　図 1　紙巻きタバコと加熱式タバコによる
　　　　　　血中ニコチン濃度
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2）タバコに対する心理的依存
　生活や仕事のさまざまな状況で喫煙している
と、タバコがないと「口寂しい」「間が持たない」「物
足りない」と感じるようになる。これが、心理的
依存である。さらに、「仕事のストレスがあるか
ら禁煙できない」と言い訳する人も多い。仕事中
は誰しも１～ 2 時間おきに休憩をとる。小休憩
のタイミングは血中ニコチン濃度が半分に低下し
た状態であり、喫煙によって脳内で放出されるド
パミンが脳内報酬回路を刺激し多幸感を、アセチ
ルコリンが覚醒と集中力を回復させる。昼食抜き
で血糖が下がった状態で食べるおにぎりが美味し
いと感じられるのと同じである。
　小休憩による仕事のストレス解消とニコチン切
れのストレス解消は区別ができないため、多くの
喫煙者は「仕事のストレスがあるから禁煙できな
い」という思い込みにつながる。また、ニコチン
濃度が低下すると思考能力も低下する。その状態
で喫煙すると脳が活性化されて良いアイデアが浮
かぶ。その結果、かつての筆者のように「タバコ
を吸うと仕事がはかどる」という現象が確かに発
生する。しかし、それは本来の能力に近づくだけ
である。逆に言うと、ニコチン濃度の低下で脳の
活性が低下している状態はホワイトカラーにとっ
て潜在的な「サボり」であり、集中力が定期的に
低下するために労働災害 3）と交通事故死亡のリ
スク 4）を高める。

Ⅱ．職場におけるニコチン依存の問題点
　法律、ガイドライン、及び、労働衛生の３管理、
快適職場づくりの観点から、職場に喫煙者（ニコ
チン依存症の患者）が存在することの問題点につ
いて記述する。
　2020 年に全面施行された改正健康増進法で
は、「望まない受動喫煙」をなくすことが求めら
れている 5）。具体的には、第一種施設（学校、病
院、行政機関等）は敷地内禁煙、第二種施設（国
会、一般企業、飲食店等）は屋内禁煙、あるいは、
喫煙専用室を設置してそれ以外の共用スペースは
禁煙とすることが求められている。

1）作業環境管理：受動喫煙
　2000 年代、排気装置を設置し、出入口で 0.2m/s
の空気の流れを発生させる喫煙室を設置すること
が推奨されたが、実際に運用してみると喫煙室の
外でも微小粒子状物質（PM2.5）が上昇すること
が認められ、タバコ煙の漏れは防止できないこと
が分かった（図 2）6）。
　喫煙室からタバコ煙が漏れる原因を以下に示す

（図 3）。
・喫煙者の入退室による出入口の気流の乱れ
・肺に残った煙の禁煙区域での呼出（約 4 分間）

　肺に残った煙の排出は約４分間続く。喫煙直後
の呼気が強烈にクサイのは、その場で吸っていな
いがタバコ煙を吐き出し続けているからである。
建物を全面禁煙とした上で喫煙後４分以内に屋内
への立入を禁止するルールが必要である。
　また、喫煙室の清掃を業者に委託している場合、
担当者が高濃度の受動喫煙に曝露されることが防
止できない（図 4）7）。
　第一種施設（病院、学校、行政機関等）では、
条件付きで屋外に喫煙所を設置することが認めら
れてはいるが、その場所から風下 25 メートルで
も粉じん計で検出できる「望まない受動喫煙」が
発生するので、改正健康増進法を遵守できない

（図 5）8）。さらに、清掃業者が「望まない受動喫煙」
に曝露されることは屋外であっても変わりはない

（図 6）。

図 2　喫煙室内外の微小粒子状物質（PM2.5）の測定
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　以上より、改正健康増進法が求めている「望ま
ない受動喫煙」を完全に防止するためには、職場
や公共施設を敷地内全面禁煙とした上で敷地周囲
での喫煙も禁止する以外に手段はない。

2）作業管理、労務管理、快適職場の観点から
勤務中の喫煙禁止
　勤務中の喫煙ができる職場では、タバコ離席に
よる職場離脱が発生し、以下の問題が発生する。
・喫煙者本人の作業効率の低下（着席していても

ニコチン濃度低下⇒脳機能低下）

図 3　喫煙室からの漏れを防止できない 3 つの原因

図 4　清掃業者の職業的で高濃度の受動喫煙 図 5　喫煙場所の風下で発生する受動喫煙

図 6　喫煙場所の清掃業者の受動喫煙（筆者測定）
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・喫煙場所から戻るまで待たねばならないことに
よる組織全体の効率低下

・喫煙者の離席中の電話応対等による周囲の余分
な業務負担

・喫煙後のタバコ臭（三次喫煙）による周囲への
精神的負担（不利益）

　三次喫煙とは、喫煙後の口臭や衣服から発生
するタバコ臭であり、気管支喘息や化学物質に過
敏な体質の者とっては発作や気分不良の原因とな
る。持病がない人においてもタバコ臭は快適な職
場づくりの妨げとなる。なお、喫煙後のタバコ臭
は、2010 年の厚生労働省健康局長通知で「残留
タバコ成分」と定義され、注意喚起が行われてい
る。
　喫煙前後の口臭に含まれる総揮発性有機化合物

（Total Volatile Organic Compounds：TVOC） を
測定したところ、喫煙前の状態に戻るまで 45 分
が必要であった（図 7）9）。このデータが元になり、
北陸先端科学技術大学院大学では喫煙後 45 分間

の敷地内への立入が禁止され、イオングループや
野村総研 HD では職場に入る 45 分間前（出勤前、
昼休憩）の喫煙の自粛を求めるなど、「45 分間ルー
ル」として広まりつつある。特に、「接客者がタ
バコ臭いと購買意欲が半減する」という調査もあ
り 10）、企業に損失を与えかねない問題として検
討するべきである。

3）健康管理：喫煙関連疾患の予防
　健康日本 21（第二次）で示されたように、高血
圧と喫煙は日本人の主要な死因であり、喫煙による
超過死亡数は毎年 18 万 7 千人である（図 8）11）。
その医療費は企業や国の健康保険に余分な負荷と
なるため、喫煙関連疾患（がん、脳卒中、心筋梗
塞など）に罹患する前に禁煙治療費を補助して禁
煙に誘導する企業が増えてきた。この流れが健康
日本 21（第三次）でさらに加速することを期待
したい。

図 7　喫煙後の口臭に含まれる化学物質による三次喫煙

図 8　我が国における危険因子に関連する非感染性疾患と外因による死亡数 令和元（2019）年
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4）在宅勤務における問題点
　新型コロナウイルス後、在宅勤務を取り入れる
企業が増え、自宅で喫煙することによる近隣住宅
への「望まない受動喫煙」が社会問題としてクロー
ズアップされている。図 9は集合住宅の２階の
ベランダでタバコを燃焼させ、上のフロアと同じ
フロアの隣家のベランダと窓を開けた室内でタバ
コ煙の濃度を測定した結果である 12）。上のフロ
アだけでなく、同じフロアの隣家でもベランダか
ら室内にタバコ煙が流入することが確認された。
戸建て住宅の庭先で喫煙する場合、風下へ40メー
トル離れた住宅への加害者となる（図 10）。台所
の換気扇の下で喫煙した場合は、排気に含まれるタ
バコ煙によっても同様の被害が発生する（図 11）。
　在宅勤務を行っている企業では、社員が近隣の
家庭に対して「望まない受動喫煙」の加害者とな
らないように社員の喫煙を自宅であってもゼロに
することは企業の社会的な責任と考えるべきであ
る。

5）加熱式タバコと電子タバコ
　コンビニエンスストア等のレジの向こう側にあ
り、従業員の手を介して購入せねばならないもの
が加熱式タバコである。陳列棚から消費者が商品
を手に取り、レジで購入するものが後述する電子
タバコである 13）。
　加熱式タバコ、電子タバコ、紙巻きタバコの相
違点を以下に示す（図 12）13）。

5-1）加熱式タバコ
　令和 6 年の国民健康・栄養調査では、20 ～ 30
代の喫煙者の半数以上が加熱式タバコを喫煙して
いることが報告されている（図 13）14）。
　加熱式タバコは粉末にした葉タバコを使用して
おり、紙巻きタバコから発生するほとんどの有害
物質は、たとえ濃度が低減されたとしても発生す
る。実際、紙巻きタバコの喫煙者に発生が多い急
性好酸球性肺炎を発症し、ステロイドの大量投与
で救命された重症例が報告されている（図 14）。
　ラットに鼻部曝露した動物実験では、紙巻きタ

図 9　集合住宅のベランダ（2 階）での喫煙による上階と隣家への受動喫煙

図 10　住宅街、40 メートル離れた受動喫煙 図 11　台所換気扇→共用廊下→隣家への被害
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図 12　加熱式タバコ、電子タバコ、紙巻きタバコの相違点（稲葉らの論文より）

図 13　紙巻きタバコと加熱式タバコの使用者の割合（令和 6 年 国民健康・栄養調査）

図 14　加熱式タバコの喫煙によって発症した重症肺炎
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バコの曝露と同程度の肺気腫が発生したこと、ま
た、心血管系の反応は同じであったこと、加熱式
タバコを喫煙した妊婦から生まれた子どものアレ
ルギー発症率が増えたことも報告されている。
　厚生労働省のホームページに公開されている
2018 年時点の「加熱式タバコにおける科学的知
見」において、発がん性物質であるホルムアルデ
ヒドは紙巻きタバコの 15 ～ 25% 発生すること
が記載されており 15）、長期間の使用で発がんす
るリスクも懸念されている（図 15）。

　加熱式タバコの新聞等の広告では屋内で使うこ
とが可能であることがアピールされているが、部
屋を暗くして特殊なレーザー光線を照射すると周
囲の空気を汚染することは明らかである（図 16）。
それを裏付けるように、加熱式タバコを使用する
父親と同居している非喫煙の妻と子どもの尿から
ニコチンの代謝物（コチニン）と遺伝子障害の指
標が検出されたことが報告された（図 17）。
　「有害性化学物質を 95% 低減」をアピールする
ことで急速に蔓延した加熱式タバコであるが、毎

図 15　厚生労働省、加熱式タバコにおける科学的知見（2018 年）

図 16　加熱式タバコによる受動喫煙
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年 19 万人の死者を発生させる紙巻きタバコを比
較すること自体がナンセンスである。

5-2）電子タバコ
　海外ではニコチン入りのリキッドを加熱して発
生させたエアロゾルを吸入する電子タバコが一般
的であるが、わが国ではニコチン入りのリキッド
を使用する電子タバコの販売は医薬品医療機器等
法により禁止されている。近年、大麻成分を含む
リキッドを電子タバコにより吸引して警察に逮捕
される者、あるいは、日本では未承認の鎮静剤（エ
トミデート）を含むリキッドを霧化して吸引して
酩酊状態となるいわゆるゾンビタバコが社会問題
となっている。大麻成分をその場で検出する試薬
はあるが、エトミデートの検査試薬は存在せず、
化学構造を少しずつ変化させて出回るため、その
対応は困難であることが報道されていた（2026
年 1 月）。
　いずれもリキッドの主成分は経口摂取しても無
害なグリセロール（独：グリセリン）であるが、
粘稠な有機溶剤でありエアロゾルとして肺に吸引
することの危険性・安全性の検証は行われていな
い。

　海外では、電子タバコの使用による重症肺炎が
多発し、米国 CDC から電子タバコ関連肺傷害と
して警告が発せられている 14）。

5-3）水タバコ（シーシャ）
　葉タバコにミントやフルーツ、チョコレート
などのフレーバーを混ぜ、ペースト状にし、木炭
で加熱して煙を発生させ、水を通してチューブで
吸い込むものである。トルコなど中近東の風習で
あったが、ファッション感覚で若者を中心に全国
に急速に拡がっている。
　店内は一酸化炭素、二酸化炭素、微小粒子状物
質（PM2.5）で汚染されていること、従業員の呼
気中 CO 濃度は重喫煙者並みに上昇することを日
本公衆衛生学雑誌に受理されており、近々、公開
される予定である（図 18）。

６）最終的な解決策は「喫煙率ゼロ」
　2024 年 5 月の日本産業衛生学会において、某
大規模事業場（2,020 人）の画期的な喫煙対策が
優秀演題賞を受賞した 14）。2020 年で喫煙者 367
人（15%）に対して以下の施策を実施した。
・全体から個人への介入⇒本人、上司、人事部の

図 17　紙巻きタバコと加熱式タバコによる家族への受動喫煙
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三者面談で禁煙を強く勧奨
・社長から直筆署名入りの卒煙メッセージ
・採用、昇進、定年後継続雇用の要件「非喫煙」
　2021 年 の 喫 煙 率 は 9.2%、2022 年 は 5.6%、
2023 年 4 月に 2.2%、同年 11 月には 0.3%（7 人）
まで下がり、2024 年 5 月の学会発表時にはさら
に 1 名が禁煙し、3 年間で 367 人の喫煙者は 6
人にまで減少した（図 19）。
　同様の対策をすべての企業が採用すれば、健康
日本 21（第三次）で掲げられている成人喫煙率
12％の早期達成に貢献できると思われる。

おわりに
　タバコ１箱の値段が 500 ～ 600 円（2025 年
12 月）となり、公共的な空間や職場での喫煙が

制限されても喫煙している人は、「吸いたいから
吸っている」のではなく、「やめられないから吸っ
ている」気の毒な状況であることを理解すること
が対策の第一歩である。
　改正健康増進法に伴って発出された「職場にお
ける受動喫煙防止のためのガイドライン（令和元
年）」では、本稿で紹介したような良好事例を衛生
委員会等で紹介すべきことが記載されている 15）。
社員・国民の健康は企業・国家にとって資産であ
る。仮に、心筋梗塞や脳卒中でベテラン社員が倒
れた場合、新人を入れても戦力にはならない。
　喫煙者がゼロになれば、タバコ離席がなくなり
企業全体のパフォーマンスが上がること、タバコ
臭がない快適な職場環境になること、帰宅後や在
宅勤務日に近隣家庭への加害者とならない、など

図 18　水タバコ（シーシャ）バーの店内の空気環境汚染

図 19　全体への呼びかけから個人へのアプローチに切り替えた企業の喫煙率
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良いことづくめである。
　喫煙者のためにこそ、「吸わない社員・国民
100%」を掲げた職場・国家のタバコ対策を推進
して欲しい。
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特別講演
元気の秘訣は音楽にあり！
　　株式会社シンバ取締役兼

ゼネラルプロデューサー　髙嶋　弘之
　特別講演は、バイオリニスト高嶋ちさ子さんの
お父様である髙嶋弘之さんをお呼びして「元気の
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秘訣は音楽にあり！」の演題でご講演をいただき
ました。まず、なぜ高嶋弘之さんをお呼びしたの
か経緯を説明させていただきます。
　私が書いた飄々の原稿を読まれたことのある方
ならお気づきと思いますが、広報委員である私は
熱烈なビートルズファンで、趣味が高じて音楽雑
誌などへの資料提供や原稿執筆などの活動もさせ
ていただいています。そんな関係で日本一有名な
ビートルズ研究家、藤本国彦さんを通じて数年前
から髙嶋弘之さんとも交流させていただくように
なりました。髙嶋弘之さんは俳優・髙島忠夫さん
の弟さんで、音楽業界で働いてこられた方です。
昭和 39 年ビートルズ日本デビュー時に東芝音楽
工業ビートルズ担当初代ディレクターを務められ、
あの有名な「抱きしめたい」「ノルウェーの森」な
どの邦題を付けられたのもすべて髙嶋さんです。
その後も数々の日本人アーティスト、由紀さおり
さん、フォーククルセダーズ、谷村新司さんなど
を世に出し、現ポニーキャニオン、現ユニバーサ
ルミュージックの要職を務められた後、現在も現
役で音楽業界活動をなさっています。先述のとお
り、お子様は今をときめくバイオリニストの高嶋
ちさ子さんで、最近ではもう一人の娘さんである
ダウン症の未知子さんと 3 人で高嶋ファミリー
としてテレビでもご活躍です。
　そんな髙嶋さんは現在御年 91 歳ですが非常に
パワフルで、お会いするたびにどこからこのパ
ワーが生まれてくるのだろうと不思議に思ってい
ました。そんな髙嶋さんは 2 年ほど前に「笑う
老人生活」という本を出版され、そこにはいまも
元気に活躍なさっている理由がつまっています。

これを読んで、ぜひ県民公開講座でその元気の秘
訣を県民の皆さんにお話ししていただいと思いお
呼びしたというわけです。
　ご講演はビートルズのこと、世に出した日本人
アーティスト達のこと、音楽業界の裏話、ダウン
症の未知子さんのこと、ちさ子さんのこと、高
嶋ファミリーとして出演している番組のこと（ご
講演の 2 週間後に高嶋ファミリーの特集番組が
2 時間にわたりゴールデンタイムに全国放送され
ました）などなど多岐にわたりました。なんと
髙嶋さんは 91 歳にして歌手としてソロステージ
デビュー（！）もされたそうでそのお話も聞けま
した。また髙嶋さんは仕事上でいくつも挫折を経
験もされたそうですが、その挫折さえも自慢話と
おっしゃる元気ぶりです。1 時間の枠でご講演を
お願いしていましたが、あっという間に 1 時間
が経過し、これならばもっと長い時間でお願いし
ておけばよかったと後悔したほどです。実際、髙
嶋さんは「（笑いながら）もっと長くしゃべらせ
ろ」とおっしゃっていました。とにかく、まった
く 91 歳とは思えないパワフルなご講演で、おそ
らく聴衆の皆さんは圧倒されたことと思います。
また年配の方々はまだまだ私も頑張れると力をい
ただけたのではないでしょうか。本当にお元気で、
山口に来られてからお帰りになるまでご講演以外
の時間もずっとお元気にお話をされていたことも
お伝えしておきましょう。何度お会いしても毎回
ビックリさせられる 91 歳、髙嶋弘之さんなので
した。

[ 文責：広報委員　吉川　功一 ]
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令和 7 年度 第 2 回令和 7 年度 第 2 回
JMAT やまぐち災害医療研修会JMAT やまぐち災害医療研修会

～被災地になった場合の初動対応と水問題について～～被災地になった場合の初動対応と水問題について～
と　き　令和 7 年 11 月 29 日（土）15：00 ～ 17：25と　き　令和 7 年 11 月 29 日（土）15：00 ～ 17：25

ところ　山口県医師会 6 階　会議室ところ　山口県医師会 6 階　会議室

会長挨拶
加藤会長　日ごろより地域において医療のさまざ
まな分野でご活躍いただき感謝申し上げる。山口
県の JMAT は平成 26 年から始まっているが、そ
の前に東日本大震災があり、JMAT を作ることに
なった。毎年 2 回研修会を実施しており、今は
28 チーム、200 名の人が JMAT に登録している。
今年度の第 1 回 JMAT 研修会はクロノロジーの
実習を行った。本日は座学で、山口県医療政策課
の山根良太 様より山口県の災害医療体制につい
て、そして被災地でも大きな課題となる水問題に
ついて WOTA 株式会社国内防災事業部プロジェ
クトリーダーの渡邊賀括 様より、能登半島地震
から学ぶ国難級災害への備え、そして特定非営利
活動法人日本トイレ研究所の代表理事加藤 篤 様
より、災害時におけるトイレ問題について、ご講
演をいただくことになっている。災害時の水問題、
トイレ対策は非常に重要な課題である。徐々に改
善されつつあるが、災害時の仮設トイレの設置が
遅くなったり、不足したり、また入浴や手洗いが
十分にできない状況が災害の度に生じている。本
日のこの会で学ぶべきことは多いと思う。災害は
いつ来るかわからないので、備えが重要である。
本日の講演を参考にしていただいて、それぞれの
地域に戻って、JMAT の活動に活かしていただき
たい。

講演 1
山口県の災害医療体制
　山口県健康福祉部医療政策課

医療企画班　山根　良太
　本県の災害時医療救護体制は災害対策基本法に
基づき作成、山口県防災会議で策定している山口

県地域防災計画によって体系的な整理を行ってい
る。その中で医療救護は一次的には市町が実施し、
県はこれを応援、補完する立場となっている。よっ
て、発災時には災害市町村が先に動き、さまざま
な支援が必要になれば、県がそれをサポートする
体制になっている。
　災害発生時には、県知事を本部長とする災害対
策本部が設置される。その下に、さまざまな対策
部が置かれるが、医療関係では健康福祉部長を本
部長とする災害救助部（県保健医療福祉調整本部）
が設置される。その下に県内の８医療圏の保健所
において地域保健医療福祉調整本部が設置され、
県内 15 か所の災害拠点病院、18 か所の DMAT
指定病院はそれぞれの地域保健医療福祉調整本
部の指揮下で活動する。それぞれの機関に県災
害医療コーディネーターや小児周産期リエゾン、
DMAT や日赤救護班、JMAT などのさまざまな医
療チームが参集して活動する（図 1）。災害医療
コーディネーターは医療救護班等の派遣に関す
る助言・調整、災害拠点病院は傷病者の受け入れ
や DMAT 活動拠点本部の設置、山口県医師会は

図 1
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JMAT の派遣、日本赤十字社は医療救護班の派遣、
山口県看護協会は災害支援ナースの派遣、山口県
透析医会は透析患者の搬送調整を行う。大規模災
害時の災害救助部は救助総務班、医務班、健康管
理・防疫班、薬務班の 4 つの班に分かれている。
医務班は、医療及び助産、医療機関との連絡を担
当している。災害時に保健医療福祉活動を行う関
係団体としては、医療対策として DMAT、日赤
救護班、JMAT、DPAT、災害支援ナース、自衛
隊、食支援・栄養指導として JDA-DAT、自衛隊、
要配慮者対策として DWAT、こころのケアとし
て DPAT、生活不活発病対策として JRAT、歯科
保健医療対策として JDAT、感染症対策として
DICT がある（図 2）。発災時には 3 時間以内に災
害救助部が設置され情報収集を行い、総合調整と
して、急性期の 48 時間以内に都道府県災害医療
コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、
災害拠点病院では DMAT、災害拠点精神科病院
では DPAT が活動を開始、急性期から亜急性期（２
日～１週間）にかけて JMAT や災害支援ナース
に移行していく。

講演 2
能登半島地震の学びから、国難級災害に備える
　　WOTA株式会社国内防災事業部

プロジェクトリーダー　渡邊　賀括
　世界の水問題として需要と供給のバランスが非
常に悪いとのデータがあり、2030 年には、世界
人口の 40% 以上が水不足に陥ると言われている。
日本は蛇口をひねれば綺麗な水が出てくる国であ
るが、水道管の更新で非常に財政を圧迫している

という課題があり、2030 年の想定では、赤字に
なると言われている。弊社の水循環システム技術
を活用することで、その解決ができないかという
事で動いている。一度使った水を回収して、循環
させ、一般の方でも一定の運用ができるシステム
が特徴である。
　業界の既存のシステムでは水の状態把握は、ア
ナログ的で定性的な状態で行っている。一方、弊
社では、水処理の小型化センサーを開発して、コ
ストを大幅に低減しているのが特徴となってい
る。既存の運用というのは、経験則に基づき数十
年かけながら改善していくが、そのノウハウは個
人に蓄積されている。機械だけでは分からない感
覚があるかとは思うが、先ほどお話した水問題に
ついてスピード感を持って解決していくには難が
ある。弊社では、センサーのデータを利用し、水
処理技術を最適に自律制御して、アルゴリズムを
人ではなく機械に学習させ、常に最新のアルゴリ
ズムに改善・発展させている。これらの技術やシ
ステムを活用して水問題を解決したいと思ってい
る。
　弊社では防災事業と住宅向け事業の 2 つの事
業を行っている。まず住宅向け事業では、住宅に
エコキュートのような形で WOTA ユニット（住
宅向けの小規模分散型水循環システム）の設置を
進めている。雨水なども活用して風呂、洗濯、炊
事などで使用した水の 97% を再循環させるよう
な仕組みである。トイレの使用水はトイレのみで
別に循環させる。都市部は非常に人口が多くて、
設備が整っているので水道管施設を更新してい
くのが良いと思うが、中山間地域などで広い範囲
にまばらに住居がある場合は、水道管を 1km 設
置するのに 1 億～ 2 億円かかることを考えると、
WOTA ユニットを設置する小規模分散型の方が
貢献できる。もともとは一軒単位で設置していた
が、最近は集落単位で設置していくようになって
いる。
　一方で世界を見ると、水に困っている国はたく
さんあり、カリブ海のアンティグア・バーブーダ
という国の水不足に対し、弊社が国連気候変動枠
組条約第 26 回締約国会議（COP26）に招待して
いただいたのがきっかけで、各家庭に WOTA ユ

図 2
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ニット設置を開始した。日本のみならず、世界各
国で今プロジェクトを開始している。
　次に災害時の水問題について述べる。住宅向け
事業と防災事業の大きな違いは、住宅向け事業用
の WOTA ユニットは据え置きで持ち運びが困難、
水処理の仕方が手前に生物処理を行ってから膜処
理をするので、膜にかかるコストは下がり、ラン
ニングコストも非常に下がるが、生物処理を入れ
る分、水の循環が少し遅くなるデメリットがある。
一方で防災事業用の WOTA BOX、WOSH の商品
に関しては、可搬型で持ち運びが簡単なのが特徴
である。再生率も 98% で、膜処理しかしないの
で処理スピードが非常に速く、操作が一般の方で
もしやすく作ってあるので、専門知識は不要であ
る。防災事業用として、WOTA BOX はシャワー
ユニットと接続して、一度使ったシャワー水を循
環させて使える。主に官公庁が災害備蓄やイベン
ト利用目的で購入しており、災害現場でも使って
いただいている。100L の水を用意すれば、その
まま使用すると通常の大人 2 人分のシャワーの
量になるが、この WOTA BOX で 98% を再生す
ることで、100 回分使える。手洗いの WOSH は
官公庁や商業施設で使っていただいている。
　能登半島地震以前にも西日本豪雨や台風の時
などに 2 万人以上の方に WOTA BOX でシャワー
を浴びていただいている。いろいろなところで
WOTA BOX、WOSH で支援させていただいてい
る中で、能登半島地震が生じた。弊社の代表を
含め 1 月 2 日から乗り込んで、現地に 1 ～ 2 週
間のスパンで数回滞在した際に、断水のためシャ
ワーができない、手を洗えないという災害水スト
レスを実感した。インフルエンザなどの感染症の
蔓延、被災者のみならず、救援救助者や介護者も
過酷な環境下で入浴ができない、手も洗えないと
いう実態があった。最終的には長期断水の避難所
において 89% を WOTA BOX、WOSH 合計 300
台を使ってカバーできた。病院と介護施設にお
いても、68 か所で WOTA BOX を 13 台、WOSH
を 66 台活用した。医療機関などではアルコール
消毒は有効であるが、血液が付いた手の洗浄など
アルコール消毒だけでは賄いきれないところも多
い。断水した際は、給水車等により医療機関には

優先的に水補給されるが、働く方に対してまでの
手洗いや入浴設備をカバーするのは困難である。
自衛隊による風呂や公民浴場という方法もある
が、限られた時間でしか運用できない。病院内に
弊社のシャワー設備の設置は、支援する方の支援
という観点から必要と強く感じている。
　珠洲市長と弊社の代表が対談している中で、市
長が「水さえあれば良い、ということではない。」
と言われたのが非常に強く印象に残っている。電
気、ガスは比較的復旧が早いので、そこまで困ら
ないことが多い。食料や燃料に関しても、比較的
早い段階からお店がオープンして市販品を購入す
ることができた。しかし、入浴、手洗い、水洗ト
イレに関しては上下水道が破綻すると市販品では
賄いきれない。小型の浄水器が能登半島地震でも
持ちこまれたが、造水した水をどうやって分配す
るのか、配った後にどうやって排水するかが問題
である。能登半島地震の際には、下水道が損壊し
ているため、下水道を使用しないようにして下さ
い、水を流さないで下さいと、ずっとアナウンス
が流れていた。下水道の復旧には時間がかかるの
で、そういったところまで考えたソリューション
がないのが現状である。その点、造水から排水ま
で 1 つのユニットですぐに使える WOTA BOX、
WOSH は災害時の水問題の解決法になるのでは
ないかと感じている。
　能登半島の大地震発災時には、この弊社のプ
ロダクトは現地には 1 台も無かった。その中で、
300 台をどうやってカバーしたかと言うと、既
に購入していただいていた自衛隊や自治体、企業
からお借りした。また、設備の運用に関しては、
この規模の災害で、弊社の職員だけで運用してい
くのは無理だと最初の段階で分かった。1 番最初
に珠洲市の緑ヶ丘中学校に設置させていただいた
時に、誰か運用してほしいとお声掛けしたところ、
青年 50 人の方がグループを作ってくれた。その
グループにて 1 時間程レクチャーを行い、彼ら
に運用方法を随時広めていただいた。それを見
ていた政府や日本財団の支援があって、今回この
300 台が設置できた。いろいろなところで、お
言葉をいただきながら、政府も今回の能登半島の
地震を受けて、この水循環型シャワーの活用が必
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要であると判断していただき、災害備蓄をする方
針となった。交付金がついて、政府の後押しもあっ
て、導入が進んでいる。しかし、国難級の災害が
起きた場合の準備ができているかというと、まだ
できていない。能登半島地震は断水人口が 32 万
人であったが、南海トラフはその 100 倍と言わ
れており、能登半島地震での経験を基にもっとス
ムーズに活動できるプラットフォームが必要であ
る。それが、自治体間広域互助プラットフォーム
である。能登半島では 300 台でおよそ 3 万人を
カバーできたが、国難級災害では、1 万から 1 万
5,000 台必要である。能登半島地震では DMAT
や石川県が、水需要を把握して弊社に情報を伝え
ていただき、連携しながら進めたが、1 か月かかっ
てしまった。もっとスムーズに集められるように
したい。今後は 1 週間以内に届けられるような形
の仕組みを、今構想して進めている。そのため、
JWAD（Japan Water Association for Disaster/ 日
本災害水ストレス対策協会）を立ち上げる予定
で、12 月 4 日に、まずは全国知事会の 7 地方会
と提携する予定である。各都道府県が基点となっ
て、各市町村に持っているシャワーや手洗いを集
めて、被災していない地域から被災地域に運搬す
る取り決めである。被災している地域と、被災し
てない地域の橋渡しの役目を JWAD が行うこと
となる。
　被災地の医療現場における生活用水の早期確保
を、弊社が支援していきたいと考えている。今回
の能登半島地震を受けて、WOTA BOX、WOSH
などのプロダクトの必要性が確認され、あったら
いいなという物から、なくてはならないものに変
わって来たと実感している。事業を推進し、災害
時に誰も水に困らない環境を作りたいと思ってい
る。

[ 文責：常任理事　竹中　博昭 ]

講演 3
災害時におけるトイレ問題は命と尊厳に関わる
　特定非営利活動法人日本トイレ研究所

代表理事　加藤　　篤
　災害時のトイレ問題は、被災者の生命・健康・
尊厳に直結する極めて重要な課題である。私たち

が掲げる目標は「日常に近いトイレ環境の確保」
であり、これができないと不衛生・不快といった
問題だけではなく、排泄の我慢や水分摂取の制限
による健康被害など深刻な影響を引き起こす。そ
のため、災害時でもなるべく普段と同水準のトイ
レ環境を維持する必要がある。本講演では、その
ための 5 つのポイントを示し、過去の災害事例
や調査結果をもとに具体的な課題と対策を提示す
る。

ポイント 1：トイレは命と人権に関わる問題である
　阪神・淡路大震災、東日本大震災、能登半島地
震など、過去の大災害では必ずトイレ問題が大き
な困難として浮上してきた。阪神・淡路大震災の
避難所では和式トイレが汚物で埋まり「トイレパ
ニック」と呼ばれる状況が発生した。東日本大震
災でも、避難所の設備不良で「紙を敷いたトレー
に排便をして捨ててください」といった現実的で
はない掲示が見られ、多くのトイレが極めて不衛
生だった。
　被災者からの声には、子どもから「怖くてトイ
レに入れず草むらで排泄している」、高齢者やご
家族から「遠くて暗いトイレに行くのが辛い」「和
式や穴掘りトイレでは家族を連れて行けず避難
所をあきらめた」といった切実な訴えが並ぶ。能
登半島地震の避難所ではノロウイルス・コロナ・
インフルエンザの同時流行まで起きており、トイ
レ環境の悪さが感染拡大の一因になったと考えら
れる。
　さらに、携帯トイレの利用調査では、半数以上
の世帯がトイレに行くのを避けるために水分摂取
を制限し、約 3 割が体調を崩したと回答している。
トイレ環境の悪化が健康被害に直結している明確
な証拠である。

ポイント 2：災害時、排泄ニーズは非常に早い段
階で発生する
　過去の三大地震のデータでは、発災後 3 時間
以内に 4 割、6 時間以内に 7 割の人がトイレを
必要としている。能登半島地震では 6 時間以内
で 9 割に達した。水や食料よりも早く必要にな
るのがトイレであり、この認識が社会的に不足し
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ている。「命を守る」ことに直結するにもかかわ
らず、災害対策としては後回しにされがちな重要
課題である。

ポイント 3：外部からのトイレ支援はすぐには到
着しない
　能登半島地震の避難所調査では、3 日以内に仮
設トイレが届いたのは 10 か所中 1 か所のみで、
1 週間以上かかった避難所も多かった。東日本大
震災でも仮設トイレが整うまでに 2 週間～ 1 か
月以上かかった自治体もある。道路寸断や交通事
情の悪化により支援の到着は地域差が大きく、基
本的に「外部支援はすぐ来ない」と考えるべきで
ある。したがって、地域や施設自身の初動対応が
極めて重要になる。

ポイント 4：複数種類の災害用トイレを、時間経
過に応じて組み合わせて使う
　水洗トイレが使えなくなった際に対応できる災
害用トイレには、主に以下の 4 つがある。
・携帯トイレ（袋タイプ）
　発災直後に最も重要。建物内の便器にかぶせて
使える。プライバシー確保に優れ、安全に利用で
きる。しかし大量に使うとゴミが増える点に注意。
・簡易トイレ（個室型）
　感染症患者の隔離や個別利用が必要な場合に役
立つ。
・マンホールトイレ
　事前整備された専用マンホールに個室を設置す
るタイプ。停電・断水時でも機能するが、整備さ
れていない場所では使えない。病院などに整備す
る意義は大きい。
・仮設トイレ
　社会的に最も認知された方式であるが、到着が
遅れるという最大の弱点を持つ。
　これらを単独で使うのではなく、発災直後＝携
帯トイレ→状況に応じてマンホール・仮設トイレ
を併用というように、段階的・複合的に運用する
ことが最適解である。また、市販の携帯トイレの
品質には差があるため、専門機関が行う性能評価
に基づき、信頼できる製品を選ぶことが推奨され
る。

ポイント 5：モノの確保ではなく、「利用できる
環境」の確保が重要
　仮設トイレの多くは和式であり、高齢化率の高
い地域では利用者の身体状況とミスマッチが生じ
る。また、照明やアプローチの整備も不十分で、
夜間は危険で使えないケースも多い。つまり、ト
イレを「配置するだけ」では意味がなく、誰もが
安全に使える環境を整えて初めてトイレの機能が
成立する。
　そのためには行政の中にトイレ対策の責任者を
明確化し、避難所・病院等のトイレ確保計画を事
前に作成し、訓練を積むことが必要である。また、
適切なアセスメントと品質評価に基づきトイレを
選定・管理する仕組みも欠かせない。

まとめ
　災害時のトイレは「命と人権を守るための基礎
インフラ」であり、発災直後から必要になる極め
て重要な要素である。しかし外部支援はすぐに到
着せず、現場は不衛生・恐怖・健康被害にさらさ
れやすい。したがって、携帯トイレを軸に複数の
災害用トイレを時間経過に応じて組み合わせ、日
常に近い環境を確保することが不可欠である。そ
して、「モノを置く」だけでなく、誰もが安全に
使える状態を整えることこそが本質的なトイレ対
策である。

[ 文責：常任理事　茶川　治樹 ]



令和 8 年 3 月 山 口 県 医 師 会 報 第 1987 号

208

令和 7 年度 全国有床診療所協議会令和 7 年度 全国有床診療所協議会
中国四国ブロック会役員会・第 17 回総会中国四国ブロック会役員会・第 17 回総会
（中国四国医師会連合有床診療所研修会）（中国四国医師会連合有床診療所研修会）

と　き　令和 8 年 1 月 25（日）13：00 ～ 15：40と　き　令和 8 年 1 月 25（日）13：00 ～ 15：40

ところ　岡山県医師会館　401 会議室ところ　岡山県医師会館　401 会議室

[ 報告：山口県医師会有床診療所部会会長　正木　康史 ]

　1 月 25 日（日）岡山県医師会館にて開催され、
山口県からは伊藤真一 県医師会専務理事、阿部
政則 部会副会長、県医師会事務局と正木が出席
し、また中国四国各地より多くの参加者もあり、
活発な議論も展開され、有意義な総会であった。

役員会
　総会に先立ち、12 時より役員会が開催され、
山口県からは伊藤県医師会専務理事、県医師会事
務局と正木が出席した。最初にブロック会会長の
正木と全国有床診療所協議会の猿木理事長が簡単
に挨拶し、ブロック会会長の正木が司会を務めた。

報告事項
１）令和 7（2025）年度全国有床診療所協議会
中国四国ブロック会第 17 回総会・中国四国医
師会連合有床診療所研修会の運営について

　この後、13 時より上記総会並びに研修会を
平尾庶務担当理事の進行にて開催する。まず部会
長の正木が挨拶し、次いで令和 6 年度事業報告
並びに令和 6 年度収支決算報告の件を協議いた
だき、その後、江口成美 日医総研主席研究員と
城守国斗 日本医師会常任理事の特別講演、最後
に猿木和人 全国有床診療所協議会理事長より特
別発言をいただき、総会終了後、ホテルグランヴィ
ア岡山に移動し、交流会の開催が予定されている
旨を説明し、出席役員の承認をえた。

２）第 2回一般社団法人全国有床診療所協議会
総会（秋田大会）報告

　広島県医師会の土谷治子 常任理事より報告を

いただいた。令和 7 年 7 月 19 日（土）・20 日
（日）に、秋田県秋田市にて第 2 回一般社団法人
全国有床診療所協議会総会が開催され、メイン
テーマとして「地域医療のはざまを埋める有床診
療所」が掲げられた。一日目は総会議事の承認を
いただいた後、江口成美 日医総研主席研究員よ
り講演Ⅰ「地域医療の中の有床診療所－現状と
課題－」、森光敬子 厚生労働省医政局長より講演
Ⅱ「新しい地域医療構想と医師の偏在対策につい
て」、松本吉郎 日本医師会長より特別講演Ⅰ「地
域のなかの有床診療所」があり、その後懇親会が
開催された。二日目はシンポジウム「テーマ：今
こそ、今だからこそ有床診療所の活用を！」が開
催され、「地域に密着した整形外科有床診療所を
目指して」、「かかりつけ医機能向上のための有床
診療所の取組」、「秋田県における産科有床診療所
の役割と今後の展望」、「地域医療における耳鼻咽
喉科有床診の現状と役割」の 4 題の発表があり、
その後ディスカッションが行われた。最後に二木
博文 厚生労働副大臣より特別講演Ⅱ「これから
の日本の医療政策等について」があり、盛会の内
に終了した。

協議事項
１）令和 8（2026）年度第 18 回全国有床診療
所協議会中国四国ブロック会総会の日程につい
て（開催場所、開催時期）

　これまで慣例として、開催場所は中国四国ブ
ロック会の会員の交通利便性を考慮して岡山県医
師会館で、開催日時は 1 月末の日曜日としてい
るが、今回は令和 9 年 1 月 24 日（日）の会場仮
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押さえができていることを説明し、承諾をいただ
いた。

２）その他
　全国有床診療所協議会中国四国ブロック会の収
支状況の厳しい現状があり、特に交流会費負担が
大きかったこともあり、次回より交流会参加者よ
り実費全額徴収させていただくことの承認をいた
だいた。

総会
開会

　平尾庶務担当理事の司会で始まり、最初に、中
国四国ブロック会会長の正木が以下の挨拶を行っ
た。
　「本日は休日にもかかわらず全国有床診療所協
議会中国四国ブロック会総会並びに中国四国医師
会連合有床診療所研修会にご参加いただきありが
とうございます。今年の 1 月初めには山陰の方
で少し大きな地震があったりしましたが、会員の
皆様は健やかな新年を迎えることができましたで
しょうか。さて、衆議院議員解散、選挙、今後の
政治情勢を注視していく必要があるが、昨今の物
価高騰、人件費増等による医療機関の経営悪化は
著しく、会員の皆様も今年の診療報酬改定に期待
を寄せられていることと思う。本日は日本医師
会常任理事の城守国斗 先生にもご臨席いただい
ているが、日本医師会を初めとする医療関係団体
の懸命な働きかけ、全国有床診療所協議会も自民
党議連会議を開催しての要望活動などを行ってい
るが、何とか診療報酬本体部分プラス 3.09% が
確保できた。薬価改定等のマイナス 0.87% を考
慮すると実質はプラス 2.22% の改定率であるが、
松本日医会長の話では、財務省との交渉の際、改
定率の話は出ず、改定財源がいくら確保できる
か、いくら捻出できるかの話となり、これまで
の交渉はマイナス改定からの交渉であったが、今
回はさすがにプラス改定からの交渉スタートで
あっても、財務省との交渉ではプラス 1 ～ 2% の
攻防との感触があった中で、診療報酬本体プラス
3.09%、ネットでプラス 2.22% が確保できたこ
とは評価できると考えるが、皆様の評価は如何か。

このこともあって、今総会での講演は日本医師会
常任理事の城守国斗 先生と日医総研の江口成美 
先生にお願いさせていただいた。城守先生は日医
で総務担当、筆頭常任理事として、日医が抱える
諸問題に取り組んでおられるが、皆様ご存じのよ
うに以前には中医協委員もなさっており、現在も
日医の中で診療報酬改定に携わっておられる。診
療報酬改定答申が出る直前でもあり、むしろ話
しにくい点もあるようですが、われわれの一番
の関心事である診療報酬改定についても差しさわ
りのない範囲での講演をお願いさせていただいて
いる。また、江口先生は昨年度、医療機関の経営
実態調査を実施され、そのデータは厚労省や財務
省との交渉、あるいは中医協でのエビデンスデー
タとして活用されており、本日はそういった内容
のお話がいただけると思う。それと、本日は全国
有床診療所協議会理事長の猿木先生にもご臨席い
ただいており、特別発言をお願いしている。この
後引き続き総会議案のご審議をよろしくお願いす
る。」

議事
　全国有床診療所協議会中国四国ブロック会会長
の正木が議長となり、議事進行した。

１）令和 6年度事業報告の件
　令和 6 年度の総会は令和 7 年 1 月 19 日（日）
に岡山県医師会館にて開催され、令和 6 年度事
業報告の件、令和 6 年度収支決算報告・監事報
告の件、役員体制の件と会則変更の件が協議され、
承認された。続いて特別講演Ⅰ「医師偏在対策等
に関する最近のトピックス」を和泉誠人 厚生労
働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推
進室長・医師養成等企画調整室長より、特別講演
Ⅱ「有床診療所の現状と課題」を松岡かおり 日
本医師会常任理事より講演していただき、最後に
斎藤義郎 全国有床診療所協議会会長より特別発
言をいただいた。

２）令和 6年度収支決算報告の件
　平尾庶務担当理事より令和 6 年度収支決算報
告、伊藤監事より監査報告があり、承認された。
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３）今後の交流会開催について
　今後の交流会開催に関して、ブロック会の収支
決算の状況を勘案し、次回より出席者より実費全
額徴収させていただく旨の説明をし、承認をいた
だいた。

特別講演Ⅰ
有床診療所の経営と今後の課題
　　日本医師会総合政策研究機構

主席研究員　江口　成美
１）医療の現状
　令和 8 年度の診療報酬改定率は、本体改定率
＋ 3.09%、薬価等－ 0.87%、実質＋ 2.22% となっ
たが、本体部分が 3% 以上となる改定は 1996 年

（本体＋ 3.4%、薬価等－ 2.6%、実質＋ 0.8%）以来、
実に 30 年ぶりで、松本日医会長は「インフレ下
での今後の“道しるべ”となる極めて重要な改定
となった」と述べられている。
　令和 7 年度補正予算で、医療・介護支援パッ
ケージ医療分野に 1 兆 3,649 億円（賃上げ・物
価上昇に対する支援：5,341 億円、施設整備の促
進に対する支援：462 億円、福祉医療機構によ
る優遇融資等の実施：804 億円、医療分野にお
ける生産性向上に対する支援：200 億円、病床
数の適正化に対する支援：3,490 億円、出生数・
患者数の減少等を踏まえた産科・小児科への支援：
72 億円、医療・介護の確保、DX の推進、攻めの
予防医療の推進等：2,277 億円）が昨年 11 月に
閣議決定されている。
　医療・福祉分野の給与費と物価であるが、医
療・福祉分野の現金給与（月額 31.0 万円）は全
産業の平均（34.8 万円）を大きく下回っているが、
全産業でも実質賃金はマイナスが続いており、今
後も全産業の賃金引上げが必要であり、その中で
も医療・福祉分野の大幅な賃金引上げが望まれる。
患者数の推移（1990 ～ 2023 年）は 2023 年ま
での過去 30 年間、入院患者数は減少、外来患
者数は病院で減少、診療所は増加傾向にあるが、
2025 年にピークを迎え減少に転じる。病床利用
率も 2024 年では一般病床 73％、療養病床 85%
と減少傾向が続いており、平均在院日数も同期間
に一般病床 22.2 日⇒ 15.5 日、療養病床 179.1

日⇒ 117.4 日に短縮してきている。
　医療制度改革が進行中で、限りある資源を効果
的・効率的に使い、安定した医療機関経営が求め
られているが、諸外国に比べて医療費の対 GDP
比率の伸びは低い。医療・福祉分野の就業者数は
2025 年で 962 万人、全就業者の 14.0% にのぼり、
令和 7 年度 1 年間で 24 万人増加しており、他産
業と同等の賃金で人材を確保する必要がある。

２）有床診療所の経営状況と課題
　2025 年 9 月の有床診療所施設数は 5,160 施
設で、2002 年から約 1.1 万施設減少（マイナス
68%）している。無床化の最大理由は「看護職員
の雇用」と「医師の勤務負担」、続いて「患者減少」
や「人件費負担」などであるが、今まで何とか継
続してきた医療機関も、経営環境がさらに悪化す
れば病床維持を断念してしまう可能性が高く、地
域に必要な地域密着病床を失うこととなる。
　日医総研で昨年度（令和 7 年 6 月～ 7 月）診
療所の緊急経営状況調査（令和 5 年度⇒ 6 年度）
したが、診療所（無床＋有床）の経営は大幅悪化

（医療法人の医業利益率 6.7% ⇒ 3.2%）しており、
45% の医療機関が赤字で、人件費上昇・物価高
騰の影響が大きかった。有床診療所（医療法人）
の令和 6 年度医業利益率は前年度の 2.7% から
1.3% に減少し、赤字割合は 51.2% と半数以上と
なった。

３）有床診療所の今後
　令和 6 年度病床機能報告での有床診療所の回
答では、5 つの機能の内、「専門医療を担い病院
の役割を補完」と「緊急時に対応」が増加傾向で
あった。新たな地域医療構想では回復期機能が包
括期機能に変わり、医療機関機能報告も追加され
ており、今後、有床診療所の病床の位置づけを改
めて明確にしていく必要があるが、地域医療構想
調整会議において、有床診療所団体が構成員に
なっている構想地域は 341 中 35 にとどまって
おり、有床診療所の積極的な参加が望まれる。医
療資源の不足が心配される状況が生まれつつあ
り、柔軟な人員配置基準と病床体系を有する有床
診療所病床の有効活用が検討されるべきである。
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特別講演Ⅱ
日本医師会が抱える諸問題
　～かかりつけ医機能報告制度および

令和 8年度診療報酬改定～
日本医師会常任理事　城守　国斗

１）かかりつけ医機能報告制度について
①どうしてこの報告制度が導入されることになっ
たのか？
　骨太の方針 2015 に「かかりつけ医の普及の観
点からの診療報酬上の対応や外来時の定額負担に
ついて検討する。」と記載されて以来、これまで
10 年間にわたり議論が重ねられてきている。日
本医師会としては、この制度は「かかりつけ医」
と「かかりつけ医以外の医師」を区別するもので
はなく、かかりつけ医はあくまで国民が選ぶもの
であり、国民にかかりつけ医を持つことを義務付
けたり、割り当てることには反対である旨の主張
を行っている。
②本制度が議論された分科会の経緯と問題点
　1 号機能の当初案では、かかりつけ医機能の有
無による医療機関の分断を図るような案であった
が、日本医師会として強く主張し、現状の外来診
療形態を変えない案となっている。
③かかりつけ医機能報告の仕組み
　1 号機能の報告事項は、ⅰ）「具体的な機能」
を有すること及び「報告事項」について院内提示
し公表、ⅱ）かかりつけ医機能に関する研修の修
了者の有無、総合専門医の有無の報告、ⅲ）17
の疾患と一次診療を行うことができる疾患、及
び医療に関する患者からの相談に応じる、などと
なっている。
　2 号機能報告事項は、通常の診療時間外の診療、
入退院時の支援、在宅医療の提供、介護サービス
等と連携した医療提供、その他の報告事項、となっ
ている。
④かかりつけ医機能報告で医療機関が実際に行う
こと
　原則 G-MIS から報告することとなる。
⑤本制度の対象となる研修
　座学研修（知識）は、日本医師会の生涯教育制
度や日医かかりつけ医機能研修制度、日本病院協
会の総合医育成事業の研修等が、実地研修（経験）

は、日本医師会のかかりつけ医機能報告制度にか
かる研修における地域に根差した活動等が挙げら
れる。
⑥今後のスケジュール
　令和 8 年 1 月より、G-MIS での報告が開始さ
れている。以降、毎年 1 ～ 3 月（年 1 回）に定
期報告することとなる。
⑦かかりつけ医機能報告制度の目的
　地域のかかりつけ医機能（外来機能）の可視化
とその把握、及び地域の外来機能の弱点の補強で
あり、協議の場で議論し、地域を面で支えるかか
りつけ医機能の強化のために、多くの医療機関の
参加が必要である。

２）令和 8年度診療報酬改定
　補正予算の土台を発射台として、令和 8 年度
診療報酬改定においてさらなる物価高騰・賃上げ
対策が必要であると考えている。
①改定率
　診療報酬本体＋ 3.09%、薬価等－ 0.87%、ネッ
ト＋ 2.22% の改定率となったが、ここ 5 回の改
定ではいずれもネットではマイナス改定であっ
た。診療報酬本体＋ 3.09% のうち、賃上げ分：
＋ 1.70%、物価対応分：＋ 0.76%、食費・光熱
水費分：＋ 0.09%、令和 6 年改定以降の経営環
境の悪化を踏まえた緊急対応分：＋ 0.44%、後
発医薬品への置換えの進展を踏まえた処方や調剤
に係る評価の適正化、実態を踏まえた在宅医療・
訪問看護関係の評価の適正化、長期処方・リフィ
ル処方の取組強化等による効率化：－ 0.15%、上
記以外の分：＋ 0.25%、となっている。
②中医協の議論
　賃上げに向けた対応について、看護職員、病院
薬剤師その他医療関係職種の確実な賃上げをさら
に推進するとともに、令和 6 年度診療報酬改定
で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配
分された職種についても他の職種と同様に賃上げ
措置の実効性が確保される仕組みを構築する観点
から、賃上げに係る評価が見直された。
　外来・在宅ベースアップ評価料（1）は、病院
の約 9 割は届出ているが、診療所は約 4 割に留
まっており、届出・報告時の負担軽減のために、
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必要のない情報は可能な限り削減が図られている
ので、多くの医療機関にベースアップ評価料を算
定していただきたい。

　総会の最後に猿木和久 全国有床診療所協議会
理事長より「本日は活発な議論ありがとうござ
います。全国のブロック会の中で九州、関東甲信
越とこの中国四国ブロック会が非常に活発に活動
していただいている。今後、有床診療所がどう変
わっていくかが重要であり、究極のかかりつけ医
であり、人員配置等で柔軟性を併せ持つ有床診療
所は地域に欠かせない医療施設である。課題解決
型の全国有床診療所協議会にしていきたいと考え

ており、会員の方々から要望等も上げていただき
たいと考えている。若返りを図りつつ、日本医師
会とも協働し、頑張っていく所存である。それと、
自民党の議連も大事な組織であり、今回の改定率
＋ 3.09% となったのも高市総理誕生が大きな要
因であり、今回の衆議院選挙での自民党への支援
をお願いしたい」との特別発言をいただき、総会
を終了した。
　その後、ホテルグランヴィア岡山に移動し、講
演者も含めて多くの方に参加していただき、和や
かな交流会が開催された。

　
　院長を息子に譲り、時間が取れるようになりました。何
をしようか探していると、大阪の心斎橋大学を見つけま
した。藤本義一 先生が創立した、作家養成スクールです。
その中に、落語作家入門の講座を発見し、申し込みまし
た。月２回の授業で、オンライン講義、ハイブリッド講
義もあります。医療系の新作落語を作っていますが、難
しく、オチが浮かびません。講師の今井洋之 先生とご

縁ができ、私の訪問診療の落語を作っていただきました。令和 7 年 5 月に取材にこられ、往診先
の家族に取材をされ、令和 7 年 11 月末に、自宅の 2 階でお披露目しました。
　在宅医療にかかわりながら、CD「往診ハラショー」・絵本「命のほころび治します」そして、今
回の落語「笑う門に医師来

きた

る」ができました。
　在宅医療はちょっと大変ですが、楽しく仕事をするようにしています。

　今井先生の作られたプレスリリースです。
「何十年も地域医療を支えてきた医師の実話が新作落語に笑いで伝える、地域に寄り添う医療のかたち」
　自動車がなければ通院が困難な郊外の町で、何十年にもわたって高齢者の訪問診療に取り組んで
きた一人の医師・河郷 忍。雪の日も真夏の炎天下も車で各家庭を回り、在宅診療や看取りに立ち会っ
てきました。この長年にわたり地域の医療を支え続けた医師の姿をもとに新作落語が誕生しました。
河郷 忍 医師の診療に心打たれた落語作家が「社会問題になっている過疎地域の医療や訪問診療の
現実をもっと多くの人に知ってほしい」と現場の取材。人々の暮らしや、医師と患者の間に生まれ
る心の交流を笑いと暖かさに満ちた物語を描き上げました。

　落語家・桂福丸さんによる訪問診療を描いた落語「笑う門に医師来
きた

る」
　講談師・旭堂小南陵さんによるケアマネージャーの仕事を描いた講談「ケアマネージャー奮闘記」
　河郷診療所のホームページを検索して、落語会をクリックして下さい。
　落語・講談が見られますので。

笑う門に医師来
きた

る
岩国市　河郷　　忍
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令和 7 年度 医業承継セミナー令和 7 年度 医業承継セミナー
と　き　令和 8 年 1 月 15 日（木）15：00 ～ 16：28と　き　令和 8 年 1 月 15 日（木）15：00 ～ 16：28

ところ　ZOOM を使用してのオンライン講習ところ　ZOOM を使用してのオンライン講習

[ 報告：副会長　沖中　芳彦 ]

はじめに
　医業経営に関するセミナーは今回で 7 回目を
数える（令和 2 年の時はコロナ禍で開催を見送っ
た）。
　当セミナーの講演内容は一般的な解説であり、
当記事はそれを要約してまとめたものである。
個々の医療機関における承継と運営に関しては、
各々顧問先等の税理・会計事務所へまず相談する
ことをお勧めする。
　また、講演 2 にも触れられているが、医業承
継とは、親族の財産管理であり、その不動産売買
の領域である。また、前院長と後継した院長の
診療の方針、従業員雇用問題、承継後の課税など
を複合的に意識しておかないと、トラブルになる
ケースも考えられる。決して一人で対応せず、親
族・関係者間で情報共有することが望ましい。

過去のセミナーの会報記事
・1 回目　令和元年 12 月号（1013 ～ 1016 頁）
・2 回目　令和 3 年 3 月号（206 ～ 211 頁）
・3 回目　令和 4 年 2 月号（140 ～ 143 頁）
・4 回目　令和 5 年 4 月号（252 ～ 254 頁）
・5 回目　令和 6 年 2 月号（110 ～ 117 頁）
・6 回目　令和 7 年 3 月号（186 ～ 189 頁）

　冒頭、加藤会長より、令和元年度からの当会の
医業承継の取組み、実施したアンケート調査（開
業医、勤務医）、令和 3 年度から県の委託事業の
引き受け、令和 5 年度から開始した専門家によ
る初期相談業務に関しての紹介と、相談窓口や
マッチングに取り組んでいること等を含めた挨拶
がなされた。

講演 1
国の医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッ
ケージに基づく診療所の承継・開業支援事業
　　山口県健康福祉部医療政策課

医師確保対策班主任　貞明　佑希
はじめに
　昨年の同セミナー前半は、同課担当職員より、
医師の高齢化、後継者不在で閉院のケースを背景
に、地域医療の担い手を確保するための支援事業
に関して解説いただいたが、今回は地域の医療提
供体制の確保を図るため、重点医師偏在対策支援
区域における診療所の承継・開業に対して補助を
行う事業の説明をいただいた。
　県には、地域医療体制の確保と地域住民の健康
保持のために、有用な事業を提案／実現、展開し
ていただいており、この場を借りて感謝申し上げ
る。

医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ
　一言でいうと、厚生労働省が令和 6 年 12 月
25 日に策定した医師の地域的／診療科的な偏り
を解消するための包括的な取組みで、このパッ
ケージは医療法に基づく医療提供体制確保の基本
方針に位置付けられ、医師確保計画の実効性確保、
地域の医療機関の支え合い、経済的インセンティ
ヴ、医師養成過程の改善、診療科偏在の是正を基
本としているものである。

支援事業の目的と対象
　一定の定住人口が見込まれるものの、住民に対
する必要な医師数を確保できず、人口減少よりも
医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを
重点医師偏在対策支援区域と設定した上で、支援
区域において診療所を承継又は開業する場合に、
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当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定
期間の地域への定着支援を行うことにより、地域
の医療提供体制を確保することを目的とした事業
である。
　重点医師偏在対策支援区域は、山口県医療対策
協議会及び山口県保険者協議会による協議で決め
ており、現在は表 1のとおり。この補助対象は
くだんの区域において医科診療所を承継・開業す
る予定の方となっている。

補助対象経費及び補助率
　施設整備、設備整備と地域への定着支援に関し
ての支援となる（表 2）。

問い合わせ先
　下記担当課まで。申請書等も県ホームページか
らダウンロードできる。
山口県健康福祉部医療政策課医師確保対策班
　電話：083-933-2937
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/45/31 
2220.html

表 1

表 2
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講演 2
医業承継の実務と留意点
～円滑な承継の進め方とトラブル防止のポイント～
　公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会

山口県支部長　木下　徹彦
はじめに
　木下税理士には、過去 2 回のセミナーにて、
医業承継に有用な情報を講演いただいている。ま
た、県との医業承継に関する委託事業における各
種業務においても、迅速かつ適切に対応いただき、
また、専門家としてのアドバイスもいただいてお
り、感謝申し上げる。
　今回は、承継の現状と今考えるべき点、承継に
おける譲受側譲渡側のメリット／デメリット、承
継スケジュール、保守契約や基本合意と最終合意、
デューデリジェンス（DD）、承継の税務と労務、
従事職員の対応やトラブル予防などに関してのご
講演であった。過去のセミナー内容と重なる部分

（メリット／デメリット、出資持分譲渡、譲渡価格、
持分有り無しの医療法人、行政手続き等）もある
ので、今回は新しい情報を主に記すこととする。

現状
　令和 6 年の厚労省調査では、全国の診療所の
医師の過半数が 60 歳以上となっている。平均年
齢は平成 22 年から上昇、令和 6 年度は下降に転
じた。

　医業承継は地域医療を支える一つの手段である
が、診療所オーナーで現時点で後継者がいないと
回答したところは約 48% という結果がある。ま
た、引退を考える年齢としては、65 歳から 75
歳が多いという状況である。
　承継には早めのとりかかりが必要で、親族に後
継者がいる場合は親族内で、第三者承継を検討し
ている場合は、税理士等の専門家への相談がよい。

事前準備が必要
　譲渡側が最初にしておくことは、クリーンな財
務とカルテやデータの整理・棚卸、債務の確認で
ある。財務においては公私混同していることも多
いので、改めて確認してほしい。
　譲受側が行うべきことは、融資を含めて自己資
金の調達と、家族の同意である。

第三者承継の全体像
　初期相談、マッチング、基本合意締結、引き継
ぐ事業の内部調査、スタッフへの説明と各種手続
きというスケジュールに、半年から 1 年以上か
かることが多い。承継後の経営においても、関係
者との信頼関係を構築し、当初想定の効果が得ら
れるようにしておく。

秘密保持契約
　第三者承継は、当事者の診療や財務諸表に重大

承継スケジュールモデル
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な影響を及ぼすため、公表可能となる段階までは、
その内容が外部に漏れることのないよう、秘密保
持契約を必ず結び、その後、双方で情報開示とな
る。

基本合意書
　承継方法や対価、スケジュールが決まった後に、
譲受・譲渡者間で締結するもので、承継条件を書
面で明確化し、最終契約の締結に向けた協力を促
す重要なものである。記名捺印等の手続きとなる
ので、承継の本格的な雰囲気になる。
　合意書に盛り込む内容は、何をどう譲渡するか
の内容、スケジュール、一定期間は定めた当事者
間以外は交渉できない「独占交渉権」、そして適
正な評価手続きであるデューデリジェンス（以下、
DD）への協力義務である。この DD に関しては、
承継対価だけでなく、承継後の各種リスクの損害
賠償に関する事項や、職員の雇用条件に関する事
項が記載されるため、譲受者にとっては重要な位
置づけとなる。

デューデリジェンス（DD）
　DD は通常、1 か月～ 2 か月の期間で、譲受・
譲渡者が委託した専門家により、承継物件となる
診療所に対して行われる、いわゆる運営リスクや
価値を調査するもので、リスクを開示して信頼を
得る場ともいえる。
　DD は財務税務 DD、事業 DD、人事労務 DD、
法務 DD があり、譲受者は限られた時間と費用の

中で重点的に確認すべき事項を明確にし、どの分
野の DD を行うのが望ましいか検討する必要があ
る。通常、DD は 1 か月～ 2 か月の期間をとる。
　財務税務 DD で確認するポイントは、貸借対照
表や損益計算書などの財務状況から、資産価値や
収益力を数値として把握しておくことである。決
算書の利益ではなく、本来の収益力を算出し、ま
た、承継物件における債務や賃金額、支払保険料
が適正か否かも含めて把握する。
　人事労務 DD では、承継物件における労働者名
簿と条件に関する規則・規程を確認し、適切に
賃金が支払われているか、有給休暇の管理、退職
金積立の内容を把握しておくことがポイントであ
る。また、是正勧告のあった場合も、それを明記
するものを提示することが望ましく、自治体など
から助成金を受けている場合は、その利用を示す
資料も必要である。
　ほか、法人・設備 DD としては、承継物件にあ
る医療機器・設備のリース契約、買い替えなどが
必要かどうか、電子カルテやレセコンの導入状況、
さらには過去の個別指導の有無やレセプト返戻な
どのコンプライアンス面の把握もしておく。
　なお、DD はすべて行われなければならないと
いうわけではない。

最終契約
　DD が終了したのち、条件が合意した際に、譲
受者と譲渡者で締結する契約である。基本合意と
は異なり法的拘束力がある。違反した場合は損害
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賠償の可能性もある。この契約は最終契約締結後
の両者の義務を定める重要なものであるため、弁
護士等の専門が作ったものであっても、どのよう
な内容になっているかを確認して理解しておく。
　契約に盛り込む内容は、クロージング（後述。
契約を締結する最終段階のプロセス）の方法と前
提条件、対価と支払、譲渡者譲受者の誓約事項と
表明保証、問題発生時の賠償責任の範囲である。
　トラブル防止のため、開示情報が真実であるこ
とを保証する条項、譲渡側近隣での再開業を制限
する内容、契約から実行までの間、適切に維持管
理する義務、万が一の解約のときの違約金ルール
は、必ず押さえておくべきポイントである。

クロージング
　譲渡者が承継物件（鍵や通帳、権利書や印鑑）
を譲受者に引き渡し、譲受者はその代金を決済す
る最終手続きである。
　承継する医療機関が、医療法人と個人経営とで
手続き方法が異なるが、医療法人の場合は、法人
格を引き継ぐので比較的簡素であるが、個人経営
は手続き上、いったん廃止→新規開設、となるた
め、それに応じた引継ぎ手続きが必要になる。
　医療法人は比較的簡素であるが、持分あり／な
しの場合の共通手続きとしては、役員構成を入れ
替える必要がある。持分ありの場合は、出資持分
を譲受側に譲渡する必要がある。個人経営の場合
は、不動産の所有権の移転、開設者変更などの手
続き、職員の再雇用手続き、賃貸物件などの契約
者変更手続きが必要となる。

スタッフ対応
　承継の最大の課題はスタッフの離職である。承
継手続き期間では、雇用条件がどうなるか、環境
がどう変わるかなど、スタッフ側も不安が生じる。
現院長による説明と新院長との面談で、離職連鎖
を防ぐコミュニケーションが必要である。承継ま
でに必要な手続きの一つに、スタッフへの説明が
あるが、これは最終契約書の締結後が望ましい。
早すぎると不安をより招く。そして、就業を続け
るかどうかの意思確認をし、退職の場合は退職金
等の精算業務となる。継続して就業を続けるス

タッフに対しては雇用契約を改めて取り交わし、
就業規則の作成や更新をしなければならない。ま
た、新旧スタッフ間の融和を怠ってはいけない。

地域住民に対して
　院長が変わったことでの患者離れは避けたいと
ころである。旧院長として新院長をサポートし、
診療情報だけでなく家族属性なども伝えておく。
また、承継したことの地域住民への広報活動も手
を抜かない。

第三者承継の失敗事例
　事例として、譲受希望者が提示した物件評価金
額が低すぎて、譲渡希望者が納得しなかった、承
継においての就業ルールの大きな変更で、承継
直後にスタッフ多数離職、DD が不十分だったこ
とにより承継後に簿外債務が発見されたことがあ
る。

ポイントとまとめ
　木下講師の経験から、譲渡譲受のポイントを教
示いただいた。譲渡側としては、早い段階で余裕
を持ったスケジュールで計画的に進めること、交
渉時は隠し事をせず、ネガティヴなことも伝える
こと、地主などの利害関係者には普段から誠意を
持って対応すること、第三者承継には破談はつき
ものであること、譲受側に感謝をすることであり、
譲受側としては、秘密保持義務は必ず守り、交渉
時のトラブルも広い心で受け止めること、税務労
務に関しては伴走してくれるコンサルや専門家に
依頼すること、承継物件の創業者には敬意をもっ
て接すること、契約後は法令遵守して運営するこ
とを挙げられた。
　成功率を左右するものは、準備期間の長さで
あり、きちんとした秘密保持契約、基本合意、
DD、最終合意、スタッフや地域住民への理解を
怠ってはいけない。承継は地域の患者のため、地
域医療の担い手であることを念頭に、関係者全員
の理解と共有を得た承継手続きをしてほしい。
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令和 7 年度 山口県緩和ケア研修会令和 7 年度 山口県緩和ケア研修会
と　き　令和 8 年 1 月 18 日（日）9：15 ～ 17：30と　き　令和 8 年 1 月 18 日（日）9：15 ～ 17：30

ところ　山口県医師会 6 階　会議室ところ　山口県医師会 6 階　会議室

[ 報告：理事　藤井　郁英 ]

　「すべてのがん診療に携わる医師が研修等によ
り、緩和ケアについての基本知識を習得する」こ
とが、2007 年がん対策推進基本計画の目標とし
て掲げられ、2008 年健康局長通知「がん診療に
携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」
が出された。同年度より山口県の委託を受け毎年
1 回開催している。2017 年に新たに開催指針が
発出され、講義の一部が e-learning での事前学習
となり、e-learning と集合研修を組み合わせて行
う研修会に変更となった。
　18 年も継続できている本研修会の開催にあた
り、企画責任者の山縣裕史 先生をはじめ、ファ
シリテーターの先生方のご尽力に厚くお礼申し上
げる。
　この研修会の主な目的は、すべての医療者が①
痛みを始めとした、がんに伴う苦痛に対する緩和
ケアの基本的な知識、技術、態度を修得し、実践
できること。②困った時、抱え込まず、多職種チー
ムに相談する必要性と相談するタイミングを理解
すること、である。
　今回は、医師 15 名（うち研修医 9 名）、看護
師 2 名、介護支援専門員 2 名、薬剤師 2 名、医
療ソーシャルワーカー 2 名、計 23 名が受講され
た。
　集合研修のプログラムは以下の通りである。

１．e-learning の振り返り
山口県立総合医療センター　中村久美子

　緩和ケア概論、全人的苦痛と包括的アセスメン
ト、がん疼痛治療、呼吸困難、消化器症状、気持
ちのつらさ、せん妄、ACP、看取りのケア、家族・
遺族ケアなど事前学習した内容についての解説が
あった。

２．療養体験について
がん患者会「ポポメリー」の方

　ご自身の療養体験と若くしてがんで亡くなられ
た息子さんのことについてお話を伺い、目頭が熱
くなった。緩和ケアの大切さを改めて実感した内
容であった。

３．アイスブレーキング
しのはらクリニック　篠原　正博

　グループ学習に入る前のコミュニケーションと
して、8 名ずつの 3 グループで、まず 2 名ずつ
ペアで「プチ自慢」をテーマに 2 分間自己紹介
のあと、グループのメンバーに相手について 30
秒で他己紹介した。みんな笑顔になり、緊張がほ
ぐれた。

４．全人的苦痛に対する緩和ケア（グループ演習）
山口宇部医療センター　亀井　治人

　肺がん、多臓器転移、化学療法が奏効せず、さ
らに間質性肺炎のため、やむなく治療中止となっ
た典型的ながん性疼痛、病的骨折、排尿障害を有
する方について、緩和ケアチームとして 1 回目
のカンファレンスを行うという想定でのグループ
演習を行った。各グループにおいて、ファシリテー
ターの先生の適切な誘導のおかげで、疼痛緩和を
はじめ、問題点の整理、対策について、活発な意
見交換が行われた。

５．療養場所の選択と地域連携（グループ演習）
たていし内科在宅診療所　立石　彰男
山口大学医学部附属病院　高砂　真明

　「4．全人的苦痛に対する緩和ケア」で想定さ
れた方がご希望される退院後自宅での療養の実現
に向けて、解決すべき問題点、利用できる制度や
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地域の資源、経済的補助についても、医療福祉従
事者が顔の見える連携づくりが重要である。緩和
ケアの地域の資源を利用できるのは、患者さんの
権利であり、「家に帰れない患者はいない！」本
人が希望するのであれば、「どうすればできるか」、
患者さんにとっての最善をご家族の希望、役割も
考慮し、多職種間で建設的な意見を出し合った。

６．コミュニケーション（ロールプレイ）
　　山口大学大学院医学系研究科

高次脳機能病態学講座　松原　敏郎
　切除不能がんのシナリオをもとに、1 グループ
3 名に分かれ、患者役、福祉・医療従事者役、観
察役を順番に担当して、医療者の場合、医師であ
れば、悪い知らせをする医師の体験、薬剤師であ
れば、化学療法中に患者から副作用を尋ねられる
体験など、職種によって異なるシナリオが準備さ
れていた。求められるコミュニケーションスキル
を全員患者目線での擬似体験ができたことは大変
有意義であった。

７．がん患者等への支援
すえなが内科在宅診療所　末永　和之

　「がん患者等への支援」とは、第 3 期がん対策
推進基本計画（平成 30 年 3 月 9 日閣議決定）で
は、「尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」
を目指し、「がんと共生」を柱のひとつとした全
体目標が明記され、以下に取り組むことが示され
た。
①がんと診断された時からの緩和ケア
②相談支援・情報提供
③社会連携に基づくがん対策・がん患者支援

④がん患者等の就労を含めた社会的な問題
⑤ライフステージに応じたがん対策

「がん相談支援センター」について
　がん診療連携拠点病院などに設置されており、
無料で相談できる。活用できる助成金やサービス、
高額医療の手続きなど、がんに関することをなん
でも相談できる窓口がある。

　治療だけでなく、がん患者が前向きに生きられ
るよう、寄り添い、思いやり、その方にとって最
善の選択ができるよう、患者自身の考えを尊重し、
一緒に考える医療者にならなければならない。
　緩和ケアは「人権である」と研修会企画責任者
の山縣先生は繰り返し強調された。

研修会企画責任者
　山縣　裕史（山口大学医学部附属病院

　緩和ケアセンター）
　
研修会協力者
　末永　和之（すえなが内科在宅診療所）
　立石　彰男（たていし内科在宅診療所）
　松原　敏郎（山口大学大学院医学系研究科

　高次脳機能病態学講座）
　中村久美子（山口県立総合医療センター）
　篠原　正博（しのはらクリニック）
　亀井　治人（山口宇部医療センター）
　高砂　真明（山口大学医学部附属病院

　患者支援センター）
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第 176 回山口県医師会生涯研修セミナー第 176 回山口県医師会生涯研修セミナー
と　き　令和 7年 9月 7日（日）10：00 ～ 15：00と　き　令和 7年 9月 7日（日）10：00 ～ 15：00
ところ　山口県医師会 6階　会議室（ハイブリッド開催）ところ　山口県医師会 6階　会議室（ハイブリッド開催）

　まず導入として、ナノ医学の定義と基本特性が
整理された。「ナノ」とは 1 ～ 100 ナノメートル
のスケールを指し、髪の毛の数千分の 1 の大き
さである。この微小構造を用いることで、従来到
達困難であった分子・細胞レベルの標的化が可能
となる。ナノ粒子は「高性能」「多機能」「構造物
性効果」を兼ね備え、診断・治療・予防に新しい
展開をもたらすことが強調された。特に腫瘍血管
の透過性亢進を利用したドラッグデリバリーの仕
組みは、理論と実用が結びついた典型例として印
象的であった。
　次に臨床応用の具体例が示された。mRNA ワ
クチン（コミナティ ®、スパイクバックス ®）
における脂質ナノ粒子の応用は、その社会的イン
パクトの大きさから、ナノ医学の実力を広く示し
た事例といえる。また、ドキシル ® やアブラキ
サン ® といった抗がん剤製剤、さらには脳腫瘍
治療のナノサーム ® など、既に実用化されてい
る薬剤が多数あることが紹介され、ナノ医学が夢
物語ではなく確固たる臨床成果を積み上げている
ことが理解できた。

　講演の中心は、有機シリカナノ粒子の研究
であった。シリカは安定性と修飾の自由度が高
く、診断と治療を統合する「セラノスティクス

（Theranostics）」に適した素材である。蛍光色素
や金属を担持してマルチモーダルなイメージング
を実現すると同時に、光線力学療法・温熱療法・

放射線増感といった多様な治療戦略を可能にす
る。単一のプラットフォームで診断と治療を並行
させるこの概念は、今後の医療に革命的変化をも
たらすと強調された。
　具体的な臨床試験の紹介も印象的であった。
例えば、悪性脳腫瘍に対する高感度 PET イメー
ジングのために開発されたシリカナノ粒子「C 
dot」、前立腺がんにおける光温熱治療を可能にす
る AuroLase®、さらには多発性脳転移の放射線
増感剤として用いられる AGuIX® などが挙げら
れ、世界各国で実際に患者を対象とした臨床試験
が進められていることが示された。これらは診断
薬や治療薬としての応用が現実のものとなりつつ
ある証左であり、シリカナノ粒子が次世代の医薬
品素材として高いポテンシャルを備えていること
を裏付けている。
　さらに、免疫との相互作用に関する解説も興
味深いものであった。マクロファージは自然免疫
と適応免疫をつなぐ要の細胞であり、ナノ粒子の
取り込み挙動は疾患治療に直結する。PEG 修飾
による「ステルス化」で取り込みを回避する技術
や、逆に積極的に取り込ませる設計など、免疫学
と材料科学の融合領域が紹介され、腫瘍免疫の制
御や新しい治療標的としての可能性が明快に示さ
れた。
　特に、マクロファージの種類によってナノ粒
子の取り込み量や経路が異なること、PEG 耐性・
感受性といった性質の違いが存在することが示さ

特別講演 1特別講演 1

「ナノテクノロジーを駆使した医学「ナノテクノロジーを駆使した医学
（ナノ医学）の展開」（ナノ医学）の展開」

山口大学大学院医学系研究科器官解剖学教授山口大学大学院医学系研究科器官解剖学教授　　中 村 教 泰中 村 教 泰
［印象記：理事　白澤　文吾］［印象記：理事　白澤　文吾］
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れ、個々の細胞が持つ特異性を理解することが新
しい免疫療法の鍵となることが強調された。こう
した知見は、がんの腫瘍微小環境や動脈硬化の炎
症反応を制御するうえでも応用が期待され、今後
の免疫標的型ナノ医学の発展を支える基盤になる
と感じられた。

　総括として、中村先生はナノ医学の進展と限界
を明快に整理された。とりわけ発展の「ボトルネッ
ク」として、安全性の確立、患者ごとの生物学的
多様性、規制・承認プロセスの複雑さが挙げられ
た。これらの制約を克服することが臨床応用拡大
の鍵であり、今後の課題を明快に描き出された点
は聴衆に強い印象を与えた。
　また、今後 10 年を見据えた展望についても触
れられ、がん治療のみならず、循環器疾患や神経
疾患、さらには感染症や再生医療まで応用可能性
が拡がると述べられた。ナノ医学が精密医療の実
現に直結する技術であることが強調され、聴衆に
未来への期待を抱かせる内容であった。

　さらに、ナノテクノロジーの医療応用は単に薬
剤開発にとどまらず、診断・治療を同時に行う「負
担の少ない医療」の実現や、治癒を目指す革新的
戦略へとつながることが示された。こうした流れ
は医療のあり方そのものを変え、患者中心の医療
を具体化する原動力となる可能性がある点が印象
的であった。

　本講演を通じ、ナノ医学が基礎研究にとどまら
ず臨床の現場に着実に入り込みつつあることが理
解できた。分子スケールでの精緻な設計に基づく
医療は、従来の診断・治療の枠組みを超え、患者
ごとに最適化された革新的医療を実現する可能性
を秘めている。臨床医にとってもその未来像は強
い刺激となったに違いない。
　最後に、中村先生の卓越した研究成果と情熱的
かつわかりやすいご解説に、改めて深い敬意を表
したい。本講演は、参加者に知的刺激を与えると
同時に、医療の未来を考える大きな契機となった。
中村先生の今後一層のご活躍を心より祈念して、
本印象記を結びたい。

特別講演 2特別講演 2

「最新の循環器治療の話題について」「最新の循環器治療の話題について」
小倉記念病院副院長・循環器内科主任部長小倉記念病院副院長・循環器内科主任部長　　安 藤 献 児安 藤 献 児

［印象記：防　府　池田　安宏］［印象記：防　府　池田　安宏］

はじめに
　2025 年 9 月 7 日、小倉記念病院副院長（循環
器内科主任部長兼任）の安藤献児 先生による「循
環器治療の最新の話題」と題した講演が行われ
た。本講演では、循環器領域において近年目覚ま
しい進歩を遂げている二大トピック、「冠動脈疾
患（CAD）における抗血栓療法の変遷」と「ペー
シング治療の劇的な進化（LBBAP 及びリードレ
スペースメーカー）」について、最新のエビデン
スと自施設の実績を交えた詳細な解説がなされ
た。

1．冠動脈疾患における抗血栓療法の最適化
　講演の前半では、経皮的冠動脈インターベン
ション（PCI）後の抗血栓療法について、出血リ
スクと血栓リスクのバランスを考慮した最新の知
見が共有された。
①洞調律時の PCI 後療法：Short DAPT と単剤療
法の選択
　かつて標準であった長期の 2 剤抗血小板療法

（DAPT）は、出血イベントの増加が出血性死亡の
みならず全死亡リスクにも影響することから見直
しが進んでいる。本講演では、国内の重要なエビ
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デンスとして「STOPDAPT-2 試験」が紹介された。
同試験において、PCI 後 1 か月の DAPT 後にクロ
ピドグレル単剤へ移行する群は、12 か月 DAPT
群と比較して、心血管イベントと出血イベント
の複合エンドポイントで非劣性かつ優越性を示
したことが示された。さらに、慢性期の単剤療法

（SAPT）において「アスピリンとクロピドグレル
のどちらを選択すべきか」という長年の命題に
対し、「HOST-EXAM 試験」の結果が提示された。
同試験では、クロピドグレル群がアスピリン群と
比較して、虚血イベント及び出血イベントの双方
を有意に低下させた（HR 0.73）ことが示されて
おり、胃粘膜障害のリスクなども考慮し、クロピ
ドグレルが第一選択となりつつある現状が示唆さ
れた。
②心房細動（AF）合併時の PCI 後療法
　抗凝固薬（OAC）を必要とする AF 患者への
PCI（AF-PCI）においては、抗血栓薬の 3 剤併用
による出血リスクが懸念される。ここでは「AFIRE
試験」の結果に基づき、PCI 1 年以降の安定期に
おいては、抗凝固薬単独療法（リバーロキサバン
単独）が、抗凝固薬＋抗血小板薬の併用療法と比
較して、死亡率や出血イベントを有意に低下させ
ることが解説された。また、日本のガイドライン

（2020 年 JCS ガイドライン）における高出血リ
スク（HBR）基準の重要性にも触れられ、個々の
患者のリスクに応じた「引き算の治療」の重要性
が強調された。

2．ペーシング治療のパラダイムシフト
　講演の後半では、従来の右室ペーシング（RVP）
が抱える課題を克服する新しいペーシング手技に
ついての解説がなされた。
①左脚領域ペーシング（LBBAP）の台頭
　従来の RVP は、心室の非同期収縮を招き、心
不全入院や心房細動の発生率を高めることが知
られている（The MOST Study 等）。これに対し、
刺激伝導系を直接捕捉する「左脚領域ペーシン
グ（LBBAP）」は、生理的な興奮伝播を可能にす
る。安藤先生より提示された Geisinger-Rush レ
ジストリ等のデータによれば、LBBAP は RVP と
比較して、心不全入院リスク（HR 0.389）及び

全死亡リスク（HR 0.350）を有意に低下させる
ことが示された。また、国内データにおいても
LBBAP は RVP に対し心不全入院リスクを著しく
低下させる（HR 0.07）ことが示されており、房
室ブロックに対する第一選択としての地位を確立
しつつある。
② リ ー ド レ ス ペ ー ス メ ー カ ー の 進 化（Dual 
Chamber へ）
　デバイス感染やリード断線といった合併症を
回避できるリードレスペースメーカーについて
も、最新世代の「Aveir」システムが紹介された。
従来の Micra（VR/AV）に加え、右房にも留置
可能な Aveir DR の登場により、完全なデュアル
チャンバー（DDD）ペーシングが可能となった。
これにより、房室同期が保たれたリードレス治療
が可能となり、適応範囲が大幅に拡大している。
小倉記念病院における導入実績も 2023 年以降増
加傾向にあり、特に Frail（フレイル）を有する
高齢者や感染リスクの高い症例において強力な選
択肢となっている。

結語：2025 年以降の展望
　講演の締めくくりとして、安藤先生より 2025
年以降のペースメーカー治療の適応に関する私見
が提示された。
・完全房室ブロック：フレイルがない場合は生理

的な「LBBAP」、フレイルがある場合は低侵襲
な「リードレスペースメーカー」を選択。

・洞不全症候群：「心房リードレスペースメーカー」
の活用。

　本講演を通じ、循環器治療は「一律の標準治療」
から、患者個々の病態（虚血・出血リスク、心機
能、フレイル等）を見極めた「個別化医療」へ、
そしてより生理的かつ低侵襲なデバイス治療へ
と、急速にパラダイムシフトしていることを痛感
した。実臨床において、これらの最新エビデンス
を適切に還元していくことがわれわれに求められ
ている。
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特別講演 3特別講演 3

「マイクロ RNA 「マイクロ RNA 
　－未来の医療を変える小さな分子－」　－未来の医療を変える小さな分子－」

鳥取大学医学部実験病理学分野准教授鳥取大学医学部実験病理学分野准教授　　尾 﨑 充 彦尾 﨑 充 彦
［印象記：宇部市　福田　信二］［印象記：宇部市　福田　信二］

　セントラルドグマとしてゲノム DNA からメッ
センジャー RNA（mRNA）が作られ、その情報
をもとにタンパク質が作られる。この RNA 分子
の中で、タンパク質を作る情報を持っているもの
は 2% にも満たない。98% 以上はタンパクをコー
ド し な い non-coding RNA で あ る。non-coding 
RNA が非常に機能的な RNA だとわかってきた。
non-coding RNA は実は細胞の中のあらゆるとこ
ろでいろいろなタンパクと結合していろいろと
必要な働きをしている。そしてゲノムから転写
を受けてできた mRNA がタンパク質に翻訳する
ところを負に制御する現象を RNA 干渉と言う。
1993 年アンブロスは線虫で lin-4 遺伝子から小
さな RNA 分子が合成され、蛋白にならずに RNA
のままでいる、これをマイクロ RNA（miRNA）
と名付けた。ラブカンは lin-4 から合成された
20 数塩基という miRNA が mRNA の 3'UTR に結
合してタンパク発現量を調整しているの見出し
た。さらに 2000 年に let-7 という miRNA がヒ
トを含む多くの多細胞動物の中にも存在し、細
胞や組織が発生するタイミングを決めていること
を明らかにし、2024 年二人はノーベル賞を受賞
した。miRNA は蛋白でできた構造物に取りこま
れ、RISC（RNA induced silencing complex） を
形成する。RISC は構成因子である RNA の塩基配
列と相補的に結合する標的 mRNA を認識して、
切断したり、翻訳を阻害したりする。miRNA は
20 数塩基であるが、５' 側から２塩基目から８塩
基目までの７塩基の配列によってターゲットの
mRNA が決まっている。１つの miRNA で 100 種
の mRNA、すなわち 100 種のタンパクができる
のを負に制御できる機能がある。ヒトではおよそ
2,700 種の miRNA が見つかっており、組織や細
胞ごとに発現に特徴がある。マウスのデータでは

脳と眼は miR-124A、miR-29B が多く、骨格筋
や心臓では miR-1 が高発現しており、組織臓器
ごとに発現プロファイルが異なっている。ヒト子
宮頸癌細胞株である Hela 細胞に miR-124 を大量
に導入すると、神経系における mRNA のプロファ
イルに近づき、miR-1 を大量に入れると筋肉にお
ける mRNA のプロファイルに近づく。すなわち 
miRNA の発現を制御することで細胞内の mRNA
発現パターンを変化させることができる。iPS 細
胞は山中四因子によってできるが、分化した細
胞 へ miRNA（miR-200c、miR-302、miR-369）
を導入すると iPS 様の細胞ができる。すなわち、
miRNA は細胞内のタンパク産生量を微調整する
ことで環境に適した状態にし、生体の良好な環
境維持に寄与している。例えるなら、異なる楽器
の音色を調和させ素敵なメロディーを奏でるオー
ケストラの指揮者のような役割を果たしている。
miRNA の配列は種をこえて相同性が高く、強い
パワーを持っている。種によって遺伝子の数が著
しく変わらないのになぜ高等動物は進化したの
か。ヒトはゲノム全体に占める non-coding RNA
の割合が存在する生物の中で一番多い。ヒトの進
化は miRNA を含む non-coding RNA の数の増加
と相関しており、遺伝子＝持っている道具は他の
生物種と同等でもその使い方、使う状況、組み合
わせ方などを上手に調整できることによって進化
してきたと考えられる。
　このように miRNA は、生理的に重要な役割
を担っている一方で、その発現異常が細胞の状
況を変化させ、種々の疾病の原因にもなってお
り、例えばヒト悪性腫瘍で miRNA の発現異常が
みられる。骨肉腫の転移能が非常に高いがん細
胞は miR-143 の発現量が低い。するとそれまで
負に制御されていた浸潤促進遺伝子群の発現が上
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がってくる。ヒト骨肉腫自然肺転移モデルマウス
を作って、miR-143 を静脈注射すると肺転移が
抑えられた。miR-143 は、骨肉腫細胞が転移す
る時に PAI-1 → MMP13 の発現、活性化を抑え、
すなわち、少なくともこの二つの遺伝子の発現を
負に制御することによって、骨肉腫の原発巣から
肺への転移を抑制することができた。前立腺がん
が骨転移するような細胞では miR-16 が減ってい
ることを明らかにし、骨転移した前立腺がん細胞
へ miR-16 を導入したところ、細胞死を誘導し転
移巣の退縮をマウスモデルで実証した。骨肉腫の
肺転移を含め miRNA の量的補正によって転移を
予防・治療できる可能性を動物モデルレベルで明
らかにしており、臨床へつなげていきたい。RNA
はそのまま血中に打つと分解されるので、いろい
ろな修飾をして投与する研究が試みられている。
miRNA が高くなっている疾患には相補的な RNA
で機能を阻害する、一方、発現が低下している
疾患には合成した miRNA による補充療法がおこ
なわれている。臨床開発を進める中でいくつかの
問題点も浮き彫りになってきている。miRNA 治
療の問題点の一つは RNA の生体内での安定性及
び目的組織や細胞への送達の問題がある。もう一
つはモデル動物を用いた前臨床試験までは問題な
くクリアできるが、ヒトでは免疫介在性有害事象

（＝自己応答性免疫の亢進）が生じることがあり、
miRNA の役割が種を超えて異なっている可能性
が示唆されている。これらの課題を克服するこ
とが求められている。診断の方は臨床にかなり近
いところまで来ている。発現の異常を見ていけば
診断につながる。血液、組織、あるいはホルマ
リン固定標本が使える。17 例のいわゆる原発不明
がんを使って、臨床上分からなかったが、miRNA
のプロファイルを見ると、17 例中 12 例で原発
巣がわかった。この miRNA 発現プロファイルは
mRNA を使うより非常に切れ味がいい。前立腺
がんで miR-141 の発現を見ることでかなり診断
に展開できる。腫瘍マーカーは早期診断は見つけ
にくいが、miRNA は早い段階から見つけること
ができる。
　血中に多くの RNA 分解酵素があるので血中
にある RNA は速やかに分解されるが miRNA は

エクソソームに含まれている。エクソソームは
スウェーデンのヤンロトブが発見したもので、
100nm 程度の小さな粒で細胞膜と同じ脂質二重
膜で覆われており、中には核酸やタンパク質、脂
質をたくさん含んでおり、細胞間のコミュニケー
ションに使われている。マウス由来のエクソソー
ムをヒトの細胞の中に入れると、ヒトの細胞の中
でマウス由来のタンパクができた。すなわち、細
胞から分泌された miRNA 等を含むエクソソーム
が他の細胞に取り込まれることにより、その細
胞の中でエクソソーム由来の分子が機能し、細胞
の状況を変化させることができ、細胞同士による
コミュニケーションをとっている。このコミュニ
ケーションは個体を超えて作用することも報告さ
れている。例えば、母乳中に含まれるエクソソー
ム内には、免疫を活性化する作用を持つ miRNA
が豊富に含まれており、母乳を飲んだ乳児の消化
管免疫の賦活化に寄与している可能性が小坂らに
よって報告されている。がん細胞もエクソソーム
を出して周りの細胞に提供している。血管の中を
がん由来のエクソソームが流れているので、がん
のあるなし、がんが何をしているのかわかる可能
性がある。血中の miRNA の量を測って、診断す
ることが臨床開発の段階になっている。早期の膵
がんの診断を CA19-9 と血中の miRNA を組み合
わせて非常に高感度にすることがきる。尿を使っ
たがんの早期発見も報告されている。ただ材料の
保存する温度の違いでその後の RNA の検出が変
わってくるので採取、保管、それから抽出方法、
そういった精度管理をきちんとしないと問題が起
こる可能性がある。できた小さながん細胞の集団
でも、がん細胞はエクソソームを血中に分泌して
いるが、それ以外の正常細胞由来のエクソソーム
が圧倒的に大量に流れてくるので、がん細胞のエ
クソソームのみを取ってくることができるように
なると、より精度の高い診断になっていく。吉岡
らは大腸がんの細胞由来のエクソソーム表面には
高頻度に CD147 が発現していることを見出し、
CD147 抗原に対する抗体とエクソソームに特徴
的な抗原に対する抗体で挟んで、ある光を与え
ると別の光が出てくるという方法で大腸がん由来
のエクソソームを定量する技術を開発した。さら
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に膵がんのエクソソーム由来のマーカーを見つけ
て、膵炎と比べ膵がんで高く、ステージの 1、2
でもかなり高い率で診断マーカーになることを見
出した。エクソソームをターゲットにした治療法
について、西田らはマウスの中にヒトのがん細胞
を移植すると、ヒトのがん細胞由来のエクソソー
ムを分泌し血中を流れるが、ヒトのがん細胞由来
のエクソソームに特異的な抗体を打って、ヒトの
がん細胞由来のエクソソームをキャッチアップし
て機能しないようにすると、乳がんの肺転移モデ
ルで肺への転移が抑えられた。すなわち、がん細
胞由来のエクソソームの機能を抑えると、がんの
進行を抑制することができることを示している。
がん細胞由来のエクソソームだけを上手にトラッ
プして除去することができれば治療に使える可能
性がある。山大の富永らは乳がんの脳転移をする
細胞からエクソソームを取り出し、miRNA181c
が大量に入っていると BBB を通過させるのに寄
与することを見出した。BBB は内皮細胞同士の

相互作用も、周りの細胞との相互作用も非常にタ
イトであるが、脳転移する乳がん細胞からエクソ
ソームをたくさん放出させて BBB の内皮に取り
込ませる。取り込まれると内皮の細胞内骨格を制
御して、BBB の結合を緩くし、がん細胞が脳に転
移しやすくすることを見出した。脳転移、BBB を
通過するメカニズムを miRNA の観点から明らか
にし、このメカニズムを使えば脳に薬剤を送達す
ることができる可能性が出てきた。がん細胞由来
のエクソームを単離・検出、内包される miRNA
のプロファイルを読み解いたり、除去したり、機
能抑制することができれば超高感度のがん早期診
断法の開発にもつながり、プロファイルを読むこ
とによって、がんの性質も明らかになり、治療に
展開する可能性がある。基礎の立場で、基礎の研
究をしてきたが一日も早く臨床の現場に展開でき
るように、研究を進めていきたい。
　アクティブで夢のある講演であった。

　講師の冨樫庸介 教授は京都大学のご出身で、
39 歳という年齢で岡山大学教授に就任された当
代の俊英である。今回は「がん免疫療法の基礎」
と題して、主として免疫チェックポイント阻害剤
の治療について講演いただいたが、その基本には

「腫瘍の微小環境を深く解析する」という教授の
ライフワークの業績が脈々と流れていた。講演の
前半は、がん免疫療法の歴史とベースになる基本
知識の確認であった。同時に免疫チェックポイン
ト阻害薬の作用機序の解説であった。
　まずはがんとはどんな病気か？われわれ人間の
体はたった 1 個の細胞が分化してさらに秩序だっ
た分化によって臓器が生まれてくるが、そのプロ
グラムがどこかで何らかのエラーが入り、遺伝子

の傷、遺伝子変異からがん細胞ができるとされて
いる。確率論からは一日に数千個以上の異常な細
胞が発生するとされているが、実際は発生した異
常細胞は何らかの免疫機序で排除されている（は
ずである）。講演ではがん免疫療法の歴史を振り
返ってその流れを述べられたが、結果的に 2000
年になって cancer immunoediting、日本語では

「がん免疫編集」という概念に集約されると説明
された。「がん免疫編集」とは排除相、平衡相、
逃避相の３相で構成され、排除相では一日に数
千個発生する異常細胞を敵として認識して排除す
る相であり、排除相を免れて発育しつつあるがん
組織と免疫細胞が共存するような相を平衡相とい
い、逃避相では免疫系からがん細胞が逃れてきて

特別講演 4特別講演 4

「がん免疫療法の基礎」「がん免疫療法の基礎」
岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科教授岡山大学病院呼吸器・アレルギー内科教授　　冨 樫 庸 介冨 樫 庸 介

［印象記：岩国市　小林　元壯］［印象記：岩国市　小林　元壯］
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がんとして成り立ってしまう相のことである。こ
れらのことを踏まえてがん免疫療法の概念とし
て、7 つの流れが設定される。①がん抗原の放出、
②抗原提示細胞の MHC（主要組織適合抗原）上
にがん抗原の提示、③ MHC 上に提示されたがん
抗原を認識した T 細胞が活性化（プライミング）、
④腫瘍局所への T 細胞の遊走、⑤腫瘍局所への T
細胞の浸潤、⑥腫瘍細胞の MHC 上に提示された
がん抗原の T 細胞による認識、⑦腫瘍細胞への
攻撃・殺傷（エフェクター）となる。ここでは③
と⑦の場面で免疫チェックポイント分子が関与し
ている。これらの理論は、20 世紀末には動物実
験などの集積からがん免疫の機序として打ち立て
られていたものであるが、ここ 10 年内外のがん
に対しての免疫チェックポイント阻害薬の有効性
が実際の現場で実現していることから逆説的に見
直された理論というべきものであろう。
　免疫の現場に登場する細胞（免疫細胞）は多く
の種類があるが、大きく自然免疫系細胞と獲得免
疫系細胞の二種類に分類される。自然免疫に属す
る細胞にはマクロファージや樹状細胞、好中球な
どが相当し、免疫反応の最初の反応を担当するも
のである。また後に起こる免疫反応に対して情報
を伝える役割を担っていると言われている。ただ
し、自然免疫細胞の反応は非特異的な反応を担う
とも理解されている。一方で次に起きてくる免疫
反応を獲得免疫系細胞が担っていて、これががん
免疫において非常に重要と言われている。細胞と
しては T 細胞、B 細胞などと呼ばれているが、圧
倒的に T 細胞が重要で、自然免疫細胞が非特異
的な反応を担っているのに対して、T 細胞は特異
的な反応を担当することができる。ここでの特異
的反応では、獲得免疫とは遅れて出現するけれど
も、一方で記憶能力を持っていて、一度反応が収
まってもまた同じものを覚えていて、すぐに反応
できるという特徴を持っている。がん免疫の主役
は獲得免疫にかかわる細胞であり、その中で主役
は T 細胞と認識されている。
　このようにして T 細胞ががん細胞を敵と認識
して殺傷してくれればいいのであるが、がん細胞
側も手をこまねいているわけではなく、前述の逃
避相へ誘導するために T 細胞を疲弊化させて攻撃

できないような状況に導くという手段に出るとい
う。がん細胞が T 細胞を疲弊化してがんがさらに
発育していくという状態が想定されるのである。
　T 細胞ががん細胞と出会って免疫学的に認識
される場面にはいくつかの分子が関わっている。
がん細胞側に MHC という皿があって、そこにがん
細胞由来のがん抗原を乗せたとして、T 細胞側
の受容体ががん細胞と認識したら T 細胞は攻撃
を仕掛けることになるが、この状況でがん細胞は
自分の身を守るために PD-L1 という分子を発現
する。一方で T 細胞側に PD-1 という分子が出て
いてこれらが結合することになる。これらの分子
が結合することで T 細胞の疲弊が誘導され、T 細
胞は攻撃できなくなり、がんが生き残ることに
なってしまう。免疫チェックポイント阻害薬はこ
の PD-L1 と PD-1 の結合をブロックして T 細胞
の疲弊を解除する機序を持っている。疲弊しつつ
あった T 細胞を再活性化してしっかりがんへの
攻撃を行えるようにするのが免疫チェックポイン
ト阻害薬の作用メカニズムということになる。
　免疫チェックポイント阻害薬は当初、悪性黒色
腫（メラノーマ）に奏効するとの報告があり、そ
の後肺がんなど多くの悪性腫瘍の治療として利用
されている。腎がんについても多臓器への転移が
ある進行症例に奏功したという報告が蓄積されて
いる。免疫チェックポイント阻害薬による副作用
は「免疫関連有害事象」と呼ばれるが、要するに
免疫応答を活性化するので、自分自身を攻撃して
しまうような自己免疫疾患類似の事象が想定され
る。厄介な事象として間質性肺炎、肺臓炎、さら
に治療が難しい心筋炎などが報告されているが、
かつてのシスプラチンを中心とする化学療法で経
験したような厳しい有害事象とは明らかに軽症で
ある。
　講演の後半では、冨樫教授が最先端を走ってお
られる「1 細胞レベルで腫瘍微小環境を解析する」
手法の一部を紹介していただいたが、このテー
マに関しては今後の発展に期待して、印象記とし
て記載するには自分がまだまだ不勉強な状況であ
る。免疫チェックポイント阻害薬の作用機序を理
解するのが目一杯であった。今後の成果に期待す
る。
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　県医師会では、本会報のコンテンツのさらなる充実を目指して、会員の先生方の
原稿を募集します。
　下記の４つのコーナーのうち、ご興味・ご関心のあるコーナーがございましたら、
ふるってご投稿ください。

募集するコーナーとその内容等

■「ニューフェイス」コーナー
　　対象を「開業 3 年以内」又は「病院の新科長」とさせていただきます。
　　現在の状況、心境や医療に対する思い、趣味等

■会員の声
　　主として、医療・医学に関するものを募ります（令和 4 年 2 月より）。

■若き日（青春時代）の思い出
　　若き日（青春時代）の思い出ばなしなど・・・

■山口県の先端医療は今…
　　自院の先端医療のご紹介

字数制限、原稿の採否等

１．「字数：3,000 字程度、写真：3 枚程度」と統一させていただきましたので、
　ご確認いただきますようお願いいたします。

２．原稿の内容につきましては、提出された翌月に開催する広報委員会で検討させ
ていただき、採否につきましては同委員会にご一任ください。場合によっては掲
載をお断りすることがあります※。

※公序良俗に反するもの、特定の個人を誹謗中傷するもの、政治・宗教に関するものは掲
載できません。

詳細に関するお問い合わせ先
　　山口県医師会事務局総務課内　会報編集係
　　　TEL：083-922-2510　　FAX：083-922-2527
　　　E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp

原稿を募集しています！！
－県医師会報に投稿してみませんか？－

　県医師会では、本会報のコンテンツのさらなる充実を目指して、会員の先生方の
原稿を募集します。
　下記の４つのコーナーのうち、ご興味・ご関心のあるコーナーがございましたら、
ふるってご投稿ください。

募集するコーナーとその内容等

■「ニューフェイス」コーナー
　　対象を「開業 3 年以内」又は「病院の新科長」とさせていただきます。
　　現在の状況、心境や医療に対する思い、趣味等

■会員の声
　　主として、医療・医学に関するものを募ります（令和 4 年 2 月より）。

■若き日（青春時代）の思い出
　　若き日（青春時代）の思い出ばなしなど・・・

■山口県の先端医療は今…
　　自院の先端医療のご紹介

字数制限、原稿の採否等

１．「字数：3,000 字程度、写真：3 枚程度」と統一させていただきましたので、
　ご確認いただきますようお願いいたします。

２．原稿の内容につきましては、提出された翌月に開催する広報委員会で検討させ
ていただき、採否につきましては同委員会にご一任ください。場合によっては掲
載をお断りすることがあります※。

※公序良俗に反するもの、特定の個人を誹謗中傷するもの、政治・宗教に関するものは掲
載できません。

詳細に関するお問い合わせ先
　　山口県医師会事務局総務課内　会報編集係
　　　TEL：083-922-2510　　FAX：083-922-2527
　　　E-mail：kaihou@yamaguchi.med.or.jp
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2025 年喫煙防止教育の効果に関する2025 年喫煙防止教育の効果に関する
アンケート調査の結果についてアンケート調査の結果について

山口県医師会山口県医師会

　常任理事：河村一郎、岡　紳爾、　理事：國近尚美　常任理事：河村一郎、岡　紳爾、　理事：國近尚美

山口県医師会禁煙推進委員会山口県医師会禁煙推進委員会

　委員長：松永和人、　委員：櫃本孝志、松岡　尚、久山彰一、前田和成、髙濱佳奈　委員長：松永和人、　委員：櫃本孝志、松岡　尚、久山彰一、前田和成、髙濱佳奈

はじめに
　日本でも 2018 年に受動喫煙防止法が制定さ
れ、徐々に喫煙率は減ってきているが、諸外国と
比較すると男性の喫煙率はまだまだ高い。女性の
喫煙率もあまり減っておらず、20 代、30 代など
若者の喫煙率が高齢者に比べて高い。喫煙はがん
の発生のみならず、呼吸器などさまざまな臓器へ
の影響も大きく、近年、COPD（慢性閉塞性肺疾
患）などの慢性肺疾患への影響が問題となってい
る。県医師会では 2020 年に 20 代の人を対象と
して喫煙防止教育についてのアンケート調査を行
い、喫煙防止教育がその後の喫煙防止に効果を上
げていることを証明した。このたび 5 年ぶりに
同様の調査を行ったので報告する。

対象及び方法
　令和 7 年 12 月、某市役所に勤務
する人、及び某大学、某高等専門学
校（以下「高専」）に在校する主に
20 代の人を対象として、各所に文
書で許可を得たうえで匿名性を保ち
つつ Web によるアンケート調査を
行った。280 名の方から回答を得た
が、5 年前との比較をするために、
20 代 204 名の方を抽出して、統計
学的解析を行った。統計解析には解
析ソフト Statcel4 を用いてマンホ
イットニー検定を行った。

結果
1）性別は男性 94 名、女性 108 名、

記載なし 2 名。年齢は 20 歳から
29 歳、平均 24.1 歳。所属は某市

役所 152 名（平均 25.3 歳）、某大学 35 名（平
均 20.6 歳）、某高専 17 名（平均 20.7 歳）で
各所の年齢分布は図 1のようであった。

2）現在、タバコを吸っていると答えた人 22 名
（11%）、吸ったことがあるが今はやめていると
答えた人 10 名（5%）、一度も吸ったことがな
いと答えた人 172 名（84%）で、性別で見ると、
男性は、現在吸っている人 19 名（20%）、吸っ
たことがあるが今はやめている人 10 名（11%）、
吸ったことがない人 65 名（69%）、女性は、現
在吸っている人 3 名（3%）、吸ったことがない
人 105 名（97%）で男性の方が吸っている人、
吸ったことがある人が多かった。

図 1　所属別年齢分布（n=204）

図 2　喫煙防止教育の有無（n=204）
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3）喫煙防止教育は受けたかどうか覚えていない
という人が 59 名（29%）いたが、104 名（51%）
は小中学校両方で受けていたと答え、小学校で
16 名（8%）、中学校 12 名（6%）で、受けてい
ないと答えた人は 13 名（6%）とごくわずかで
あった（図 2）。喫煙防止教育を受けていた 132
名のうち喫煙歴がある人は 21 人（16%）、喫煙
防止教育を受けていなかった 13 名で喫煙歴が
ある人は 3 人（23%）と喫煙防止教育を受けて
いた人では喫煙をしている人が少なかったが、
統計学的な有意差はなかった。ただ、今回調査
した中で、小中学校両方で受けた人ではより喫
煙している人が少ない傾向があった（図 3）。

4）全体の回答者 280 名のうち、現在吸っている
人は 24 名いたが、うち 17 名（71%）はやめ
たいと思っていると答えていた。吸ったことが
あるが今はやめていると回答した人は 13 名い
たが、やめた理由としては、体に合わなかった・
美味しくなかったという人が 4 名、次いで家族
の反対が 2 名であった。

5）たばこが健康に及ぼす影響として 280 人中最
も多かったのが肺がんで 274 名、次いで妊娠
に関連した異常（早産、低出生体重児）229 名、
気管支炎 213 名、喘息 205 名であった。胃潰
瘍は 64 名（23%）と少なかった（図 4）。

6）COPD については、よく知って
い る 人 は 280 名 中 わ ず か 23 名

（8%）で、全く知らない人が 104
名であまり知らない人を合わせ
る と 205 名（73%） で あ っ た。
COPD がタバコによるものだと知
らない人も 209 名（75%）と多かっ
た。

考察
　2020 年に調査した結果では、喫
煙防止教育を受けた人は 47% で、
受けたことがない人が 21% であっ
たが、2025 年の調査では受けた人
の率が 65% に上がっており、受け
たことがない人は 6% になっていた。
前回の調査では喫煙防止教育を受け

ていた人の方がタバコを吸っている人が少ないと
いう統計学的な有意差が出たが、今回、統計学的
な有意差が出なかったのは喫煙防止教育を受けて
いない人が非常に少なかったからではないかと思
われる。喫煙防止教育が特に小中学校両方でされ
ている人が増えているのは非常に良いことだと思
われる。喫煙者の率も前回の調査では現在も吸っ
ている人 15%、吸ったことがある人 9% で、吸っ
たことがない人は 76% であったが、それぞれ
11%、5% と喫煙者は減っており、吸ったことが
ない人は 84% と増えてきている。前回と今回で
は調査の対象者が異なるため一概に比較はできな
いが、前回と同じ所属場所で 20 歳代の人を対象
として調査を行っており、5 年前に比べて喫煙率
は少し減っており、喫煙防止教育の効果はあるも
のと考えられた。今回の調査では、COPD の認識
についても調査したが、20 代の人にはまだまだ
COPD についての認識が乏しく、タバコによるも
のだと知らない人が多い。今後 10 代、20 代の
人にも COPD についてアピールしていく必要が
あると考えられた。

図 4　タバコが健康に影響を及ぼしているもの（n=280）

図 3　喫煙状況と喫煙防止教育 (n=204)
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第 57 回山口県医師会ゴルフ大会第 57 回山口県医師会ゴルフ大会
と　き　令和 7 年 11 月 24 日（月・祝）と　き　令和 7 年 11 月 24 日（月・祝）

ところ　下関ゴルフ倶楽部ところ　下関ゴルフ倶楽部

[ 報告：下関市医師会　德久　善弘 ]

　令和 7 年 11 月 24 日に第 57 回山口県医師会
ゴルフ大会が県内屈指の名門ゴルフコースの下
関ゴルフ倶楽部（下関市豊浦町黒井 850）にて
開催されました。11 月とは感じさせないほどの、
秋晴れの好天に恵まれ、県内各地から 40 名の
エントリーがあり、当日は 36 名（OUT/IN 各 5 組）
が参加されました。
　8 時 40 分から開会式が行われ、下関市医師会の
飴山 晶 会長より挨拶があり、続いて國信卓己 実
行委員長によるハンディはダブルペリア方式、ノー
タッチなどのルール説明が行われました。開会式
後には集合写真の撮影が行われました（写真１）。
　9 時 4 分から OUT・IN コースにそれぞれ 5 組
に分かれてプレーが開始されました。メンバー
の組み合わせは、可能な限り下関市医師会のメン
バー 2 名と他の医師会のメンバーになるように
させていただきました。難コースで有名な下関ゴ
ルフクラブの高い松や深いバンカーに、各プレー
ヤーは悩まされつつも、好スコアを目指しました。
　各組終了後の 15 時 30 分からクラブハウスで
表彰式が行われました。再び飴山 晶 会長よりご
挨拶をいただき、成績発表と表彰が行われました。

優勝は防府市の福迫敏弘 先生でした（写真 2）。
その他の各賞は下記のとおりです。最後に、次回
開催地である山口市医師会の中村克己 先生より
ご挨拶があり、閉会となりました。
　本大会は、県内の医師同士の交流を深める貴重
な機会となり、参加者からは「難しいコースなが
らも、楽しく充実した一日だった」との声が多く
寄せられました。今後も県医師会ゴルフ大会を通
じて、会員の親睦が深まることを願います。
　最後に、運営にご尽力いただいた関係者の皆様
に心より感謝申し上げます。

当日参加者内訳（36 名）
・山陽小野田：1 名
・県医師会：1 名
・長門市：1 名
・宇部市：2 名
・下松：2 名
・徳山：3 名
・防府：4 名
・山口市：4 名
・下関市：18 名

写真 1
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表彰結果
順位賞
　 優勝：福迫　敏弘（防府市）
　  2 位：國信　卓己（下関市）
　  3 位：中野　英一（下関市）
　  7 位：末兼　浩史（山口市）
　10 位：藤谷　　薫（山口市）
　15 位：中村　修二（徳　山）

特別賞
・ベストグロス賞（BG）：國信　卓己（下関市）
・ニアピン賞（NP）：德久　善弘、井上　　保、
　　　　　　　　　　中野　英一、中村　克己、
　　　　　　　　　　藤野　俊夫、賀谷　　茂、
　　　　　　　　　　長岡　　榮
・ドラコン賞（DC）：國信　卓己、佐藤　康弘、
　　　　　　　　　  國信　萌々、長岡　　榮
・大波賞：弘山　直滋（下関市）

写真 2

自動車保険・火災保険・交通事故傷害保険

医師賠償責任保険・所得補償保険・傷害保険ほか

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社  代理店
共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社  代理店
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１　令和 8年度新規事業（案）について
　令和 8 年度新規事業（案）の提案がなかった
ことから、加藤会長から再度検討するよう指示が
あった。

２　令和 8年度広域予防接種における個別接種
の標準料金（案）の変更について
　「二種混合」「三種混合」の標準料金及び「子宮
頸がん予防」の標準料金表からの削除については
提案どおり承認され、「高齢者用肺炎球菌」は国
が示した接種費用を、「RS ウイルス母子免疫」は
本会標準料金算定根拠による算出金額を標準金額
とすることを決定した。

３　山口銀行との融資契約に関する融資利率の改
定について
　改定後の融資利率の適用開始日を 2 月 16 日と
することで山口銀行と協議し、郡市医師会長あて
文書の発出等により会員へ周知することを決定し
た。

１　保険委員について
　中国四国厚生局の保険指導担当となられた藤岡
先生を新たな委員とすることを決定した。

１　第 2回がん検診受診率向上推進委員会
（1月 8日 )

　第 1 回委員会の協議内容の説明の後、市町を
越えた検診体制や休日平日夜間がん検診について
協議を行った。（藤井）

２　日医 JMAT 研修「基本編」（1月 11 日）
　ｅラーニングシステムによる事前学習（講義）
を受講し、実地研修は「情報の共有・記録」「被
災地における活動」等の実習が行われた。（森）

３　山口県自殺対策連絡協議会（1月 14 日）
　会長選任の後、県内の自殺の状況、自殺対策の
取組状況等について説明があり、その後、意見交
換を行った。（中村洋）

４　第 58回山口県学校保健研究大会（1月 15日）
　山口県学校保健連合会長として表彰行事に出席
し、その後、特別講演、研究発表等が行われた。

（加藤）

５　集団的個別指導（1月 15 日）
　宇部市の医療機関 2 件の指導の立会を行った。

（木村）

６　第 2回母子保健委員会（1月 15 日）
　産後うつ、虐待防止のための施策、母子保健領
域における心理職との連携を図るための研修会の
開催等について協議を行った。（河村）

７　医業承継セミナー「Web」（1月 15 日）
　「国の医師偏在の是正に向けた総合的な対策
パッケージに基づく診療所の承継・開業支援事業」

「医業承継の実務と留意点～円滑な承継の進め方
とトラブル防止のポイント～」について説明が行
われた。（沖中）

理理 事事 会会

報告事項－第 20 回－

1 月 22 日　午後 4 時 53 分～ 6 時 15 分

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
河村・長谷川・茶川・縄田・竹中・岡各常任理事、
白澤・木村・藤井・國近・中村・森・吉水各理事、
宮本・友近・淵上各監事

人事事項

協議事項
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８　認知症サポート医フォローアップ研修会
（1月 17 日）

　脳神経筋センターよしみず病院の川井元晴 副
院長による「精神科を専門としない診療医による
BPSD の診療について」と題した講演等 2 講演を
行った。受講者 75 名。（伊藤）

９　山口県臨床検査技師会新春賀詞交歓会
（1月 17 日）

　来賓として出席し、祝辞を述べた。（加藤）

10　山口県緩和ケア研修会（1月 18 日）
　e-learning の復習・質問、療養体験の講義の後、

「全人的苦痛に対する緩和ケア」「療養場所の選択
と地域連携」「コミュニケーション」の 3 つのワー
クショップが行われた。受講者 23 名。（藤井）

11　福岡県医師会との懇談会（1月 18 日）
　「病院における電子カルテ問題」等、両医師会
から提出した議題について意見交換を行った。

（加藤）

12　第 3回都道府県医師会長会議（1月 20 日）
　「周産期医療提供体制を巡る課題と出産費用の
在り方について」をテーマとしたグループ討議、
都道府県医師会から日本医師会への質問・回答等
が行われた。（加藤）

13　社会保険診療報酬支払基金山口事務局審査
運営協議会（1月 21 日）
　審査の目標に係る審査実績及び要因分析等の報
告、審査結果の不合理な差異解消に向けた取組等
について協議を行った。令和 8 年 10 月 1 日から、
支払基金の組織体制等の見直しが行われ「医療情
報基盤・診療報酬審査支払機構」に移行される。

（淵上）

１　令和 8年度法令遵守（コンプライアンス）の
ための実践計画の策定について
　1 月 8 日協議において再検討することとなった
ため、一部見直しと事故発生時の報告様式を新た
に定めた。

２　傷病手当金支給申請（1件）について
　1 件について協議、承認。

１　自浄作用活性化委員会への諮問について
　当該事案について、提案どおり 3 月 21 日に開
催する標記委員会で審議することを決定した。

２　第 2回郡市医師会長会議への質問について
　2 月 19 日に開催する標記会議の提出議題及び
報告者について協議を行い、提出議題として「ベー
スアップ評価料の届け出及び医療機関等における
賃上げ物価上昇に対する支援事業について」を追
加し開催することを決定した。

３　交通事故医療における診療費請求事務に係る
研修会の開催について
　標記研修会の開催時期や開催形式、プログラム
等について協議を行い、提案どおり開催すること
を決定した。

理理 事事 会会

医師国保理事会　－第 17 回－

協議事項

－第 21 回－

2 月 5 日　午後 5 時～ 6 時 35 分

加藤会長、沖中・中村両副会長、伊藤専務理事、
河村・長谷川・茶川・縄田・竹中・岡各常任理事、
白澤・木村・藤井・國近・中村・森・吉水各理事、
宮本・友近・淵上各監事

協議事項
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４　母体保護法による指定医師の申請について
　指定医師申請 1 件の審査結果について審議を
行い、指定医師として登録することを承認した。

１　山口労災保険診療委員会の委員について
　山口労働局長から任期満了に伴う委員の推薦依
頼があり、6 名を推薦することを決定した。

１　第 3回学校心臓検診検討委員会（1月 22 日）
　令和 6 年度山口県学校心臓検診報告書、令和 8
年度学校心臓検診精密検査医療機関研修会、令和
8 年度事業等について協議を行った。（河村）

２　第 2回禁煙推進委員会（1月 22 日）
　今後の委員会の活動方針、イエローグリーン
キャンペーン、COPD 対策推進ワーキンググルー
プ等について協議を行った。（岡）

３　第 2回がん教育推進協議会（1月 22 日）
　今年度の学校におけるがん教育の取組等の報告
の後、令和 8 年度の学校におけるがん教育の実
施内容等について審議が行われた。（加藤）

４　日本医師会財務委員会「Web」（1月 23 日）
　令和 8 年度日本医師会事業計画（案）、令和 8
年度日本医師会予算（案）の審議が行われた。

（沖中）

５　広島県医師会との懇談会（1月 24 日）
　両医師会から提出した議題「病院における電子
カルテ問題（山口県）」「医師偏在対策と若手医師
確保に向けた取組（広島県）」について意見交換
を行った。（伊藤）

６　令和 7年度山口県胃内視鏡検診研修会
（1月 25 日）

　「胃がん検診の概要」「精度管理」「胃内視鏡検
診の方法」「感染症対策・偶発症対策」の講演及

び「福島市胃がん内視鏡検診の現状と AI 活用の
可能性」と題した特別講演を行った。出席者24名。

（岡）

７　令和 7年度山口大学・県内医療機関・自治
医科大学交流会（1月 25 日）
　山口大学医学部附属病院や山口大学医学部、県
内医療機関の紹介、自治医科大学卒業医師による
講演等が行われた。（茶川）

８　全国有床診療所協議会中国四国ブロック会役
員会・第 17 回総会、中国四国医師会連合有床診
療所研修会（1月 25 日）
　役員会では、令和 7 年度のブロック会、総会・
研修会等の報告の後、令和 8 年度の全国有床診
療所協議会について協議が行われた。研修会では、
令和 6 年度事業報告等の議事の後、日本医師会
総合政策研究機構の江口成美 主席研究員による

「有床診療所の経営と今後の課題」と題した特別
講演など 2 講演等が行われた。出席者約 60 名。

（伊藤）

９　山口県福祉サービス運営適正化委員会第 154
回苦情解決部会（1月 27 日）
　苦情受付状況、苦情解決事案について協議が行
われた。（木村）

10　中国地方社会保険医療協議会山口部会
（1月 28 日）

　歯科 3 件、薬局 1 件が承認された。（淵上）

11　令和 7年度診療情報提供推進委員会
（1月 29 日）

　本会の相談窓口の受付状況、令和 7 年に受け
付けた相談窓口受付事例について協議を行った。

（縄田）

12　新規個別指導（1月 29 日）
　4 医療機関の指導の立会を行った。（木村、國近）

理理 事事 会会

報告事項

人事事項
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13　日医第 11 回ワークショップ「会員の倫理・
資質向上をめざして」（1月 29 日）
　島根県医師会の森本紀彦 会長による「善きサ
マリア人法について－医事法関係検討委員会の取
り組み」と題した講演など 2 講演の後、善きサ
マリア人法に関する事例 2 題についてグループ
討論が行われた。（中村洋）

14　山口県医療勤務環境改善支援センター運営
協議会「Web」（1月 29 日）
　令和 7 年度事業実績の報告の後、令和 8 年度
事業計画（案）、委員改選等について協議が行わ
れた。（沖中）

15　山口県特別支援学校医療的ケア運営協議会
「Web」（1月 29 日）
　総合支援学校における医療的ケア実施の状況報
告・意見交換の後、主治医等の訪問による特別支
援学校の医療的ケアの充実等について協議が行わ
れた。（河村）

16　都道府県医師会学校保健担当理事連絡協議
会「Web」（1月 30 日）
　「続・学校における健康診断」をテーマに、「学
校における持続可能な保健管理の在り方に関する
調査検討会」等についての講演等が行われた。

（河村）

17　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事
会・評議員会（1月 31 日）
　令和 6 年度事業活動報告、令和 6 年度収支決
算案の承認、令和 8 年度事業計画案及び収支予
算案の承認等について協議が行われた。（河村）

18　第 57 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議
会総会（2月 1日）
　会員総会では令和 6 年度事業報告・決算の承
認、令和 8 年度事業計画・予算の決定等が行わ
れ、その後、「鳥取県における成人先天性心疾患
に対する移行医療の現状と課題」等をテーマとし

たワークショップや特別講演等が行われた。
（伊藤、河村）

19　第 76 回山口県産業衛生学会・山口県医師会
産業医研修会（2月 1日）
　「職域における筋骨格系障害予防対策」をメ
インテーマとして、基調講演、特別講演、教育講
演、パネルディスカッション等を行った。参加者
129 名。（中村洋）

20　山口県国民健康保険団体連合会保健活動推
進委員会「Web」（2月 2日）
　特定健診の受診率が低いことから、県医師会と
しても、そのメリットの周知に力を入れていくべ
きとの報告を行った。（伊藤）

21　第 3 回山口県犯罪被害者等支援施策評価委
員会（2月 2日）
　第 2 次「山口県犯罪被害者等支援推進計画（最
終案）」、多機関ワンストップサービス体制につい
て協議が行われた。（縄田）

22　令和 7年度山口県地域・職域連携推進委員会
（2月 3日）

　地域・職域連携推進の意義・協議会の役割、山
口県の働く世代の現状、山口県・圏域別の健康問
題の報告の後、地域・職域連携推進事業の今後の
取組（案）について協議が行われた。（岡）

23　広報委員会（2月 5日）
　会報主要記事掲載予定（3 ～ 5 月号）、閑話求題、
令和 8 年度の県民公開講座の特別講演の講師案、
SNS による広報等について協議を行った。

（中村丘）

24　会員の入退会異動
　入会 1 件、退会 6 件、異動 9 件。（2 月 1 日現
在会員数：1 号 1,181 名、2 号 836 名、3 号 522 名、
合計 2,539 名）（伊藤）

理理 事事 会会
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１　第 2回通常組合会について
　2 月 19 日（木）開催の標記組合会について、
次第及び議案について協議、決定した。

理理 事事 会会

医師国保理事会　－第 18 回－

協議事項

死体検案数掲載について

死体検案数と死亡種別（令和 8 年 1 月分）

山口県警察管内発生の死体検案数
自殺 病死 他殺 他過失 自過失 災害 その他 合計

Jan-26 23 206 0 0 13 0 10 252

23

206

自殺10
病死

他殺

他過失

自過失

災害

その他

0

13
0
0
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日医FAXニュース日医FAXニュース
2026年（令和 8年）1月 23 日　3370 号
■　全病院で「医療安全管理者」配置へ
■　地域医療の実情踏まえた報酬体系を
■　27 年度専攻医シーリング方針を了承
■　抗菌薬安定供給へ、企業の備蓄増を支援
■　キッザニアで「産婦人科医」の体験提供

2026 年（令和 8年）1月 27 日　3371 号
■　報酬上の評価と報告制度は無関係
■　療養計画書の「患者署名」不要に
■　ベア評価料、対象職員を拡大
■　「急性期病院一般入院基本料」を新設
■　予防接種に「抗体製剤」導入へ

2026 年（令和 8年）1月 30 日　3372 号
■　補正予算、ベア評価料対象外施設も支援
■　賃上げ、実態把握し 27 年度対応も検討
■　医療部会、オン診の規定を了承
■　シニア医師のキャリア支援で論点整理

2026 年（令和 8年）2月 3日　3373 号
■　26 年度改定論議終了、13 日にも答申
■　生活習慣病管理料 ｢ 充実管理加算 ｣ 新設
■　24 年度の指導・監査、返還額は 48.5 億円
■　高額医療機器の購入で優遇融資
■　妊娠前低体重で低出生体重児「1.6 倍」

2026 年（令和 8年）2月 6日　3374 号
■　次期顔認証付き CR、費用補助は「半額」
■　25 年の医療機関倒産、66 件で過去最多
■　外来機能報告の意向確認、G-MIS に変更
■　医薬品供給情報を DB 化、検索可能に
■　医師会病院、地域医療担うも収支厳しく

2026 年（令和 8年）2月 10 日　3375 号
■　医療費不払い外国人、報告基準引き下げ
■　国内のニパウイルス感染リスク「低い」
■　学校医の役割明確化と業務合理化を
■　インフル定点 30.03、再び「警報レベル」

2026 年（令和 8年）2月 13 日　3376 号
■　阪大、先進医療で費用に誤り
■　医療事故報告、１月は 34 件
■　医療安全推進者養成講座、受講者募集
■　医薬品流通情報システム、４月にも稼働

2026 年（令和 8年）2月 17 日　3377 号
■　「極めて重要な改定」と評価
■　新設の「急性期病院」を評価
■　外来・在宅ベア評価料は初診 17 点
■　「充実管理加算」は 30 ～ 10 点に

2026 年（令和８年）2月 20 日　3378 号
■　支援事業、対象は「ベア評価料届け出」
■　補正予算の産科・小児科支援、要件通知
■　小児の入院・専門医療、「集約化」明記
■　マイナ保険証、受付チェックリスト作成
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　年末年始にアメリカ旅行に行ってきました。私
にとって、海外旅行は高校生の頃の韓国ソウルへ
の修学旅行、大学卒業時の釜山、医者 2 年目の
ときの中国四川省への学会以来およそ 25 年ぶり
でした。もともと出不精な私は、今回旅行に行く
かどうか悩みましたが、家族と海外で年越しをす
る機会はなかなか無いかと考え、悩んだ末にアメ
リカに行く決断をしました。
　まずは、羽田空港からロサンゼルス行きの飛行
機ですが、これも海外旅行あるあるなのでしょう
か ?! 飛行機の到着遅れでいきなり 8 時間遅れの
出発となり、海外旅行の洗礼を浴びた気分でした
が、普段あまりゆっくりできない羽田空港でのん
びり過ごすことができました。飛行機内で 10 時
間も過ごす経験は初めてだったので、非常に不安
でしたが、ゆったりとしたシートで食事も出て快
適な旅でした。本来ならアルコールも飲んで、ぐっ
すり眠りたかったのですが、トイレなども考え自
粛しました。
　無事にロサンゼルス空港に到着しましたが、日
本との時差が－ 17 時間でさらに日付変更線をま
たいでいるので、私には出発当日なのか？翌日
なのか？よくわかりませんでしたが、アメリカ 5
日間の旅が始まりました。
　まぁ予想していたことではあったのですが、入
国審査で英語が聞き取れず、しどろもどろでし
た。「滞在の目的は？」などと聞かれたと思うの
ですが、よく覚えていませんし、そもそも理解で
きていません。指紋を上手にカメラに撮れない私
の指をぐっと抑えてきて、入国審査官もなんだか
イライラしていました。一番印象深かったのは、

「何日滞在するんだ？」と聞かれ、5 日間と返答

しました。さらに追い詰めてきて、「どこで、どん
な予定だ」と聞いてきました。適当にロス 3
日、グランドキャニオン 1 日、ラスベガス 2 日、
と答えました。すると、「6 日間になるじゃない
か !?」とさらに追い込んできました。グランドキャ
ニオンには泊まらないのでわざわざ言わなくても
よかったのかなと思います。「日帰り、ひがえり、
HIGAERI」と連呼したのは内緒です。最後には、
入国審査官も諦めて、私を入国させてくれました。
　ハリウッド、ディズニーランド、カジノ、グ
ランドキャニオンなどの観光も非常に楽しかった
のですが、その際の移動で利用する空港や道路の
スケールが大きいこと、大きいこと、大変驚きま
した。日本がいろいろ工夫してうまく活用するよ
うな緻密さと、真逆で、良い意味で大雑把でした。
　書きたいことはまだまだいっぱいあるのです
が、自分自身への備忘録として「アメリカにウォ
シュレットは無い！携帯ウォシュレットは必須」
とさせていただきます。

々々飄飄
広 報 委 員

小篠　純一

年末年始アメリカ旅行記
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令和 7 年度令和 7 年度
第 102 回山口県消化器がん検診講習会第 102 回山口県消化器がん検診講習会

日　　時　令和 8 年 3 月 28 日（土）15：00 ～ 17：00
場　　所　山口県総合保健会館　2F「多目的ホール」山口市吉敷下東 3-1-1　
　　　　　TEL083-934-2200 

次　 　第
司会：山口県消化器がん検診研究会　副会長　清水　建策

開会挨拶

特別講演Ⅰ 15：00 ～ 16：00
座長：山口県消化器がん検診研究会　会長　檜垣　真吾

　ヘリコバクター・ピロリ除菌後胃癌の現状と課題
鳥取大学医学部消化器・腎臓内科学分野　八島　一夫

特別講演Ⅱ 16：00 ～ 17：00
座長：山口県消化器がん検診研究会　副会長　原田　　英

　Post H.pylori 時代のトピックス「自己免疫性胃炎とNHPH胃炎」
松山赤十字病院副院長 / 胃腸センター所長（消化管内科部長）　蔵原　晃一

受  講  料　山口県消化器がん検診研究会員は無料
　　　　　　非会員は、医師：2,000 円、医師以外：1,000 円

取得単位　日本医師会生涯教育制度　　2 単位
　　　　　　特別講演Ⅰ　CC11（予防と保健）：1 単位
　　　　　　特別講演Ⅱ　CC52（胸やけ）：1 単位
　　　　　日本消化器がん検診学会認定医更新単位　3 点
　　　　　日本医学放射線学会
　　　　　　学会認定参加単位　1 単位
　　　　　日本専門医機構認定参加単位　1 単位

お問い合わせ先　  山口県消化器がん検診研究会（山口県医師会内）
　　　　　　　　　TEL083-922-2510　FAX083-922-2527
　　　　　　　　　　E メール　nakano@yamaguchi.med.or.jp（中野）

※事前の参加申込は不要です。
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「医業承継支援事業」に伴う各種業務のお知らせ

　当会では地域医療提供体制の確保のために、「医業譲渡を希望する診療所」と「医
業譲受を希望する医師」を支援し、その仕組みづくりを構築することを目的として
標記事業を山口県の事業として引き受けております。是非、ご利用ください。

（1）医業承継に関する初期相談の専門家派遣事業
　・医業経営のコンサルティングによる無料相談（一般的な助言に限る）
　・専属の会計士や税理士がおられる場合は、まずは顧問先への相談をお勧めします

（2）譲受情報の受付登録と提供事業

上記各種業務のお問い合わせ先
　　医業承継に関する相談窓口
　　　TEL：083-922-2510（山口県医師会内、平日 9 時～ 17 時まで）
　　　FAX：083-922-2527
　　　電子メール：shoukei-y35@yamaguchi.med.or.jp

　各種業務ネット入力の場合は下記 QR コードをご利用ください。

（3）令和 8 年 2 月 17 日現在の登録状況
　　　譲渡希望件数　16 件、譲受希望件数　5 件
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　3 月 8 日は国際女性デーでした。
　近年、日本でもミモザの花を象徴とした黄色い装飾やイベントが見られるようになりましたが、
この記念日の背景には、世界中の女性たちが自由と平等を求めて闘ってきた長い歴史があります。
1904 年、ニューヨークで女性労働者たちが参政権を求めて運動を起こしました。その背景には、
1857 年のニューヨークの被服工場火災で 100 人以上の若い女性が犠牲となった産業災害がありま
す。当時、無断休憩を防ぐために出入り口が施錠されていたため、多くの女性が逃げ場を失い、命
を落としました。この悲劇をきっかけに、女性たちは労働条件の改善と参政権を強く訴えるように
なり、1908 年 3 月 8 日には「パンとバラ」を掲げてデモを行いました。「パン」は賃金や労働条
件の向上、「バラ」は尊厳と人権の象徴です。1910 年、コペンハーゲンで開催された国際社会主
義者会議では国際女性デーの制定が提唱され、翌年にはヨーロッパ各地で初の記念行事が開催され
ました。100 万人を超える人々が集会に参加し、女性の権利拡大を訴えましたが、当時は年によっ
てこの記念日の日付が変わっていました。
　では、なぜ 3 月 8 日が国際女性デーとなったのでしょうか。その決定的なきっかけは、1917 年
のロシアでの事件です。第一次世界大戦下、食糧不足に苦しむ女性たちが 3 月 8 日（ロシア暦で
は２月）、首都ペトログラードで「パンと平和」を求めてストライキを決行し、それが大規模なデ
モに発展。4 日後にはロシア皇帝が退位し、臨時政府の下で女性の選挙権が認められました。この
出来事が 2 月革命の口火となり、国際女性デーが 3 月 8 日に定まる決定的な要因となったのです。
　女性参政権獲得のための闘いは、国や時代を超えて連鎖していきます。イギリスでは「サフラ
ジェット」と呼ばれる女性たちが過激な抗議活動を展開し、投獄された女性たちがハンガーストラ
イキを始めると、政府は強制給餌を行いました。また、1913 年の競馬レース中に活動家エミリー・
デイヴィソンが国王の馬の前に立ちはだかり命を落とした事件は、女性参政権運動の象徴として世
界に衝撃を与えました。私も NHK の『映像の世紀』で見たこのシーンは忘れられません。こうし
た歴史を経て、1975 年には国連が 3 月 8 日を「国際女性の日」として公式に記念するようになり、
世界各国で女性の権利やジェンダー平等に関する啓発活動が広がっています。
　これらは、わずか 100 年余り前の出来事です。女性参政権運動をするとお上につかまり鉄の猿
ぐつわをはめられ、強制的に食道に食事を流し込まれるのですよ。フォアグラだって動物虐待だと
非難されている昨今です。私には想像ができない世界に 100 年前の女性たちは生きていたのでしょ
う。しかし、今の私たちがいる世界は、そうした過去とどこかで繋がっています。もしかしたら、
現代の私たちの行動が 100 年後の女性たちの世界に細い糸で繋がっていくのかもしれません。そ
して何より現代でも、少女の教育を受ける権利が奪われ児童婚が行われている世界があることを忘
れずにいたいと思います。	 　　　　　　　	 　　　　（常任理事　長谷川奈津江）　

編編集
後後記

謹 弔
次の会員がご逝去なさいました。謹んで哀悼の意を表します。

登　坂　正　子　  氏　　 徳　山医師会　2 月 4 日　享　年　　76
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医学および医療は、病める人の治療はもとより、人びとの健康の
維持増進、さらには治療困難な人を支える医療、苦痛を和らげる
緩和医療をも包含する。医師は責任の重大性を認識し、人類愛を
基にすべての人に奉仕するものである。

1. 医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の
習得に努めるとともに、その進歩・発展に尽くす。

2. 医師は自らの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を
高めるように心掛ける。

3. 医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で
接するとともに、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように
努める。

4. 医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。

5. 医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に
尽くすとともに、法規範の遵守および法秩序の形成に努める。

6. 医師は医業にあたって営利を目的としない。
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